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愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則等の一部を改正する規則

（愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 結核検査 １頭につき６００円

� ブルセラ症検査 １頭につき９６０円

� 馬伝染性貧血検査 １頭につき１，４１０円

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２ 条例別表４の表２７の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 結核検査 １頭につき５７０円

� ブルセラ症検査 １頭につき９００円

� 馬伝染性貧血検査 １頭につき１，３４０円
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（食品衛生法施行細則の一部改正）

第２条 食品衛生法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� トリコモナス症検査 １頭につき２４０円

� 牛カンピロバクター症検査 １頭につき２５０円

� トキソプラズマ症検査 １頭につき２４０円

�・� 省略

� ピロプラズマ症検査 １頭につき２６０円

� ヨーネ病ヨーニン検査 １頭につき３４０円

� 省略

	 ヨーネ病リアルタイムＰＣＲ法による検査 １頭につき２，４１

０円


 インフルエンザ簡易検査 １頭又は１羽につき２，８６０円

３ 条例別表４の表２８の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき７５０円

� 中家畜 １頭につき５００円

 小家畜 １頭につき２９０円

４ 条例別表４の表２９の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 炭そ血清の注射 １頭につき１，２９０円

� 破傷風血清の注射 １頭につき１，２９０円

 豚丹毒血清の注射 １頭につき１，２８０円

� 炭そ予防の注射 １頭につき４３０円

� 破傷風予防の注射 １頭につき５１０円

� 気しゅそ予防の注射 １頭につき５１０円

� 日本脳炎予防（生ワクチン）の注射 １頭につき７７０円

� 日本脳炎及びパルボウイルス感染症予防の注射 １頭につき

１，５５０円

� 省略

� 豚丹毒予防の注射 １頭につき３００円

� 省略

	 牛流行性感冒予防の注射 １頭につき５８０円


 牛伝染性下痢症予防の注射 １頭につき５１０円

� めん羊及びやぎの薬浴 １頭につき５４０円

５ 条例別表４の表３０の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき２３０円

� 中家畜 １頭につき２３０円

 小家畜 １群につき２３０円

６・７ 省略

� トリコモナス症検査 １頭につき２３０円

� 牛カンピロバクター症検査 １頭につき２４０円

� トキソプラズマ症検査 １頭につき２３０円

�・� 省略

� ピロプラズマ症検査 １頭につき２５０円

� ヨーネ病ヨーニン検査 １頭につき３３０円

� 省略

	 ヨーネ病リアルタイムＰＣＲ法による検査 １頭につき２，３２

０円


 インフルエンザ簡易検査 １頭又は１羽につき２，７７０円

３ 条例別表４の表２８の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき７２０円

� 中家畜 １頭につき４８０円

 小家畜 １頭につき２８０円

４ 条例別表４の表２９の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 炭そ血清の注射 １頭につき１，２３０円

� 破傷風血清の注射 １頭につき１，２３０円

 豚丹毒血清の注射 １頭につき１，２２０円

� 炭そ予防の注射 １頭につき４００円

� 破傷風予防の注射 １頭につき４８０円

� 気しゅそ予防の注射 １頭につき４８０円

� 日本脳炎予防（生ワクチン）の注射 １頭につき７３０円

� 日本脳炎及びパルボウイルス感染症予防の注射 １頭につき

１，４７０円

� 省略

� 豚丹毒予防の注射 １頭につき２９０円

� 省略

	 牛流行性感冒予防の注射 １頭につき５５０円


 牛伝染性下痢症予防の注射 １頭につき４８０円

� めん羊及びやぎの薬浴 １頭につき５１０円

５ 条例別表４の表３０の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 大家畜 １頭につき２２０円

� 中家畜 １頭につき２２０円

 小家畜 １群につき２２０円

６・７ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

検査分類 試 験 項 目 検体の量 単 位 金 額 検査分類 試 験 項 目 検体の量 単 位 金 額

１ 食品 定性試験 ５００グ ラ

ム以上

１項目 ３，４５０円 １ 食品 定性試験 ５００グ ラ

ム以上

１項目 ３，０２０円

定量試験 同 同 ８，１６０円 定量試験 同 同 ７，１６０円

物理試験 同 同 ４，３３０円 物理試験 同 同 ３，３７０円

異物試験 同 １検体 ４，４３０円 異物試験 同 １検体 ４，２４０円

官能試験 同 同 ２，９００円 官能試験 同 同 ２，５２０円
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食品添加物試験 同 １項目 １３，８４０円 食品添加物試験 同 １項目 １２，７７０円

牛乳及び加工乳の成

分規格試験

同 １検体 ２３，３６０円 牛乳及び加工乳の成

分規格試験

同 １検体 １７，４２０円

残留農薬分析 １キログ

ラム以上

１項目 ２７，９４０円 残留農薬分析 １キログ

ラム以上

１項目 ２５，０９０円

残留動物用医薬品試

験

同 同 ２７，９４０円 残留動物用医薬品試

験

同 同 ２５，０９０円

細菌検査（生菌数、

総 菌 数、大 腸 菌 群

等）

同 ５，７３０円 細菌検査（生菌数、

総 菌 数、大 腸 菌 群

等）

同 ５，１２０円

同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査を除く。））

同 １２，１９０円 同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査を除く。））

同 １１，０１０円

同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査に限る。））

同 ２５，１６０円 同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査に限る。））

同 ２０，２３０円

同（毒 素 産 生 能 試

験）

同 ５，５４０円 同（毒 素 産 生 能 試

験）

同 ５，１３０円

酵母及びかびの検査 同 ４，１５０円 酵母及びかびの検査 同 ３，７２０円

乳酸菌検査 １検体 ４，４２０円 乳酸菌検査 １検体 ３，９７０円

２ 食品

添加物

性状試験 ２００グ ラ

ム以上

１検体 ２，９５０円 ２ 食品

添加物

性状試験 ２００グ ラ

ム以上

１検体 ２，５２０円

物理試験 同 １項目 ４，０７０円 物理試験 同 １項目 ３，１５０円

確認試験 同 同 ６，２９０円 確認試験 同 同 ５，６３０円

純度試験 同 同 １８，１１０円 純度試験 同 同 １５，９５０円

定量試験 同 同 ９，４００円 定量試験 同 同 ８，０５０円

３ 食品

用器具

及び容

器包装

その他

物理試験 検査に必

要な量

１項目 ３，８００円 ３ 食品

用器具

及び容

器包装

その他

物理試験 検査に必

要な量

１項目 ２，９３０円

定性試験 同 同 ３，４５０円 定性試験 同 同 ３，０２０円

定量試験 同 同 ６，５８０円 定量試験 同 同 ６，０３０円

規格試験 同 １検体 ２７，８００円 規格試験 同 １検体 ２５，２９０円

細菌検査 １項目 ５，７１０円 細菌検査 １項目 ５，１００円

無菌試験 同 １０，３３０円 無菌試験 同 ９，２３０円

４ ＰＣ

Ｂ等環

境汚染

物質

残留分析 検査に必

要な量

１検体 ４６，８２０円 ４ ＰＣ

Ｂ等環

境汚染

物質

残留分析 検査に必

要な量

１検体 ４５，５１０円

５ 放射

能測定

ア ガンマ線核種分

析（３核種以内）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料を除く。）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料に限る。）

検査に必

要な量

同

１検体

同

２５，８１０円

２１，９００円

５ 放射

能測定

ア ガンマ線核種分

析（３核種以内）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料を除く。）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料に限る。）

検査に必

要な量

同

１検体

同

２４，１７０円

１８，４６０円

イ アの項試験項目

の欄に掲げるガン

マ線核種分析に合

同 １核種 ３，８５０円 イ アの項試験項目

の欄に掲げるガン

マ線核種分析に合

同 １核種 ３，１６０円
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（愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

わせて行うガンマ

線核種分析

わせて行うガンマ

線核種分析

６ 毒性

検査

微生物試験 １検体 １９，２９０円 ６ 毒性

検査

微生物試験 １検体 １８，１７０円

７ 遺伝

子学的

検査

遺伝子増幅検査 １検体 ８，９６０円 ７ 遺伝

子学的

検査

遺伝子増幅検査 １検体 ７，９６０円

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

別表第１（第４条、第５条関係）

衛生環境研究所使用料表

検査分類 試 験 項 目 検体の量 単 位
使用料金

額
検査分類 試 験 項 目 検体の量 単 位

使用料金

額

１ 食品 定性試験 ５００グ ラ

ム以上

１項目 １，３１０円 １ 食品 定性試験 ５００グ ラ

ム以上

１項目 １，０４０円

定量試験（機器分析

によるもの（重金属

に 係 る も の を 除

く。））

同 同 １２，８００円 定量試験（機器分析

によるもの（重金属

に 係 る も の を 除

く。））

同 同 １２，０７０円

定量試験（機器分析

によるもの（重金属

に 係 る も の に 限

る。））

同 同 １５，０７０円 定量試験（機器分析

によるもの（重金属

に 係 る も の に 限

る。））

同 同 １４，０８０円

定量試験（その他の

もの）

同 同 ３，３６０円 定量試験（その他の

もの）

同 同 ２，７８０円

物理試験 同 同 １，６６０円 物理試験 同 同 ９４０円

異物試験 同 １検体 ２，９２０円 異物試験 同 １検体 ２，８６０円

官能試験 同 同 １，２１０円 官能試験 同 同 ９５０円

食品添加物試験 同 １項目 ８，５９０円 食品添加物試験 同 １項目 ８，０４０円

牛乳及び加工乳の成

分規格試験

同 １検体 １７，１３０円 牛乳及び加工乳の成

分規格試験

同 １検体 １１，８２０円

一般栄養分析 同 同 １０，４７０円 一般栄養分析 同 同 ９，３１０円

ビタミン分析 同 １項目 １４，２１０円 ビタミン分析 同 １項目 １１，８１０円

残留農薬等又は残留

動物用医薬品等の試

験

１キログ

ラム以上

１項目 １８，７００円 残留農薬等又は残留

動物用医薬品等の試

験

１キログ

ラム以上

１項目 １６，７５０円

一斉試験法による残

留農薬等又は残留動

物用医薬品等の試験

（３０項目以上の一斉

試験）

１キログ

ラム以上

１項目 １，４６０円 一斉試験法による残

留農薬等又は残留動

物用医薬品等の試験

（３０項目以上の一斉

試験）

１キログ

ラム以上

１項目 １，３００円

環境汚染物質残留分

析

検査に必

要な量

１項目 ４４，０００円 環境汚染物質残留分

析

検査に必

要な量

１項目 ３６，６６０円
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細菌検査（生菌数、

総 菌 数、大 腸 菌 群

等）

１項目 １，８００円 細菌検査（生菌数、

総 菌 数、大 腸 菌 群

等）

１項目 １，６１０円

同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査を除く。））

同 ４，３６０円 同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査を除く。））

同 ４，０６０円

同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査に限る。））

同 ６，６７０円 同（食 中 毒 菌 検 査

（腸管出血性大腸菌

検査に限る。））

同 ６，５４０円

同（毒 素 産 生 能 試

験）

同 ２，６００円 同（毒 素 産 生 能 試

験）

同 ２，５３０円

酵母及びかびの検査 同 １，７４０円 酵母及びかびの検査 同 １，５５０円

乳酸菌検査 １検体 ２，０００円 乳酸菌検査 １検体 １，８００円

寄生虫検査（顕微鏡

検査）

検査に必

要な量

１項目 ７，０６０円 寄生虫検査（顕微鏡

検査）

検査に必

要な量

１項目 ６，６８０円

省略 省略

２ 食品

添加物

性状試験 ２００グ ラ

ム以上

１検体 １，０８０円 ２ 食品

添加物

性状試験 ２００グ ラ

ム以上

１検体 ７６０円

物理試験 同 １項目 １，６６０円 物理試験 同 １項目 ９４０円

確認試験 同 同 ２，９００円 確認試験 同 同 ２，５６０円

純度試験 同 同 １２，８６０円 純度試験 同 同 １１，１００円

定量試験 同 同 ４，１５０円 定量試験 同 同 ３，２３０円

３ 食品

用器具

及び容

器包装

その他

物理試験 検査に必

要な量

１項目 １，６６０円 ３ 食品

用器具

及び容

器包装

その他

物理試験 検査に必

要な量

１項目 ９４０円

定性試験 同 同 １，３１０円 定性試験 同 同 １，０３０円

定量試験 同 同 ２，４９０円 定量試験 同 同 ２，２９０円

規格試験 同 １検体 １８，１８０円 規格試験 同 １検体 １６，７６０円

細菌検査 １項目 １，７９０円 細菌検査 １項目 １，６２０円

無菌試験 １項目 ４，４６０円 無菌試験 １項目 ４，０３０円

４ 薬品

及び化

粧品そ

の他

省略 ４ 薬品

及び化

粧品そ

の他

省略

物理試験 同 １項目 ５，３６０円 物理試験 同 １項目 ５，２８０円

確認試験 同 同 ３，２６０円 確認試験 同 同 ３，１７０円

純度試験 同 同 ５，３２０円 純度試験 同 同 ５，１８０円

定量試験（機器分析

によるもの）

同 同 ２３，９９０円 定量試験（機器分析

によるもの）

同 同 ２３，５６０円

定量試験（その他の

もの）

同 同 ５，５８０円 定量試験（その他の

もの）

同 同 ５，２３０円

省略 省略

生理処理用品基準試

験（医薬部外品）

３０個以上 同 １５，６６０円 生理処理用品基準試

験（医薬部外品）

３０個以上 同 １５，４７０円

同（医療機器） 同 同 １７，７１０円 同（医療機器） 同 同 １７，３２０円

無菌試験 １項目 １７，５８０円 無菌試験 １項目 １７，０９０円

５ 家庭

用品

物理試験 適当量 １項目 ３，４３０円 ５ 家庭

用品

物理試験 適当量 １項目 ３，４２０円

確認試験 同 同 ８，５００円 確認試験 同 同 ８，４２０円

定量試験（機器分析

によるもの）

同 同 ３４，３６０円 定量試験（機器分析

によるもの）

同 同 ３３，３３０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

６

定量試験（その他の

もの）

同 同 ３，４８０円 定量試験（その他の

もの）

同 同 ３，３４０円

６ 温泉

及び鉱

泉

鉱泉分析 １０リット

ル

１検体 ８１，１２０円 ６ 温泉

及び鉱

泉

鉱泉分析 １０リット

ル

１検体 ７２，４２０円

小分析 ５リット

ル

同 ２８，１５０円 小分析 ５リット

ル

同 ２６，７２０円

ラジウムエマナチオ

ン試験

５リット

ル又は５

キログラ

ム

同 １３，３９０円 ラジウムエマナチオ

ン試験

５リット

ル又は５

キログラ

ム

同 １２，８７０円

定性試験 １．８リ ッ

トル

１項目 ２，３７０円 定性試験 １．８リ ッ

トル

１項目 ２，３６０円

定量試験 同 同 ４，０８０円 定量試験 同 同 ３，６９０円

温泉付随ガス分析 適当量 同 １５，８６０円 温泉付随ガス分析 適当量 同 １５，７１０円

７ 飲料

水

ア・イ 省略 ７ 飲料

水

ア・イ 省略

ウ 細菌検査 滅菌瓶入

り０．２リ

ットル

１検体 ３，０００円 ウ 細菌検査 滅菌瓶入

り０．２リ

ットル

１検体 ２，９５０円

８ 水道

水

ア～ウ 省略 ８ 水道

水

ア～ウ 省略

エ 細菌検査 滅菌瓶入

り０．２リ

ットル

１検体 ３，０００円 エ 細菌検査 滅菌瓶入

り０．２リ

ットル

１検体 ２，９５０円

オ 従属栄養細菌検

査

同 同 ２，３４０円 オ 従属栄養細菌検

査

同 同 ２，０３０円

カ 大腸菌検査 同 １項目 ４，３６０円 カ 大腸菌検査 同 １項目 ４，２５０円

キ 嫌気性芽胞菌検

査

同 同 ３，４５０円 キ 嫌気性芽胞菌検

査

同 同 ３，２５０円

ク クリプトスポリ

ジウムオーシスト

検査

適当量 １検体 ４１，６９０円 ク クリプトスポリ

ジウムオーシスト

検査

適当量 １検体 ３７，２２０円

ケ・コ 省略 ケ・コ 省略

９ プー

ル水、

海水浴

場水、

公衆浴

場水等

省略 ９ プー

ル水、

海水浴

場水、

公衆浴

場水等

省略
ふん

糞便性大腸菌群検査 同 同 ３，６２０円
ふん

糞便性大腸菌群検査 同 同 ３，４８０円

大腸菌群最確数検査 滅菌瓶入

り０．１リ

ットル

同 ２，９００円 大腸菌群最確数検査 滅菌瓶入

り０．１リ

ットル

同 ２，６１０円

レジオネラ属菌検査 滅菌瓶入

り１リッ

トル

同 ６，９８０円 レジオネラ属菌検査 滅菌瓶入

り１リッ

トル

同 ６，８２０円

１０ 地下

水、河

川、海

水等

省略 １０ 地下

水、河

川、海

水等

省略

細菌検査 滅菌瓶入

り０．１リ

ットル

１検体 １，６１０円 細菌検査 滅菌瓶入

り０．１リ

ットル

１検体 １，５８０円

大腸菌群最確数検査 同 同 ２，９３０円 大腸菌群最確数検査 同 同 ２，６１０円

大腸菌数検査 滅菌瓶入

り０．５リ

ットル

同 ６，３７０円 大腸菌数検査 滅菌瓶入

り０．５リ

ットル

同 ６，２８０円

省略 省略
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１１ 下水

又はし

尿処理

放流水

省略 １１ 下水

又はし

尿処理

放流水

省略

大腸菌数検査 滅菌瓶入

り０．１リ

ットル

１検体 ２，１８０円 大腸菌群数検査 滅菌瓶入

り０．１リ

ットル

１検体 １，４４０円

１２ 省略 １２ 省略

１３ 放射

能測定

ア ガンマ線核種分

析（３核種以内）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料を除く。）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料に限る。）

検査に必

要な量

同

１検体

同

２０，７６０円

１６，４２０円

１３ 放射

能測定

ア ガンマ線核種分

析（３核種以内）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料を除く。）

� 灰化を要しな

いもの（液体試

料に限る。）

検査に必

要な量

同

１検体

同

１８，８５０円

１５，７００円

イ アの項試験項目

の欄に掲げるガン

マ線核種分析に合

わせて行うガンマ

線核種分析

同 １核種 ３，８５０円 イ アの項試験項目

の欄に掲げるガン

マ線核種分析に合

わせて行うガンマ

線核種分析

同 １核種 ３，１３０円

１４ 毒性

検査

微生物試験 １検体 １９，２９０円 １４ 毒性

検査

微生物試験 １検体 １９，０９０円

せつ

１５ 排泄

物、分

泌物及

び浸出

物

ア～ウ 省略
せつ

１５ 排泄

物、分

泌物及

び浸出

物

ア～ウ 省略

エ 平板分離培養検

査

同 ７６０円 エ 平板分離培養検

査

同 ４７０円

オ～ク 省略 オ～ク 省略

１６・１７

省略

１６・１７

省略

１８ ウイ

ル ス

（脳死

及び心

停止後

の臓器

提供者

検査以

外のも

の）

分離検査 １検体

１項目

１０，７４０円 １８ ウイ

ル ス

（脳死

及び心

停止後

の臓器

提供者

検査以

外のも

の）

分離検査 １検体

１項目

８，０９０円

省略 省略

１９ 省略 １９ 省略

２０ 免疫

学的検

査（脳

死及び

心停止

後の臓

器提供

者検査

以外の

もの）

省略 ２０ 免疫

学的検

査（脳

死及び

心停止

後の臓

器提供

者検査

以外の

もの）

省略

蛍光抗体法 １検体

１項目

２，６３０円 蛍光抗体法 １検体

１項目

２，６００円

組織適合性検査（Ｈ

ＬＡ遺伝子―Ａロー

カス検査）

同 ２６，７３０円 組織適合性検査（Ｈ

ＬＡ遺伝子―Ａロー

カス検査）

同 ９，１７０円

同（ＨＬＡ遺伝子―

Ｂローカス検査）

同 ２６，７４０円 同（ＨＬＡ遺伝子―

Ｂローカス検査）

同 １０，０９０円

同（ＨＬＡ遺伝子―

Ｃｗローカス検査）

同 ２６，５６０円 同（ＨＬＡ遺伝子―

Ｃｗローカス検査）

同 ９，１７０円
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（愛媛県港湾管理条例施行規則の一部改正）

第４条 愛媛県港湾管理条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

同（ＨＬＡ遺伝子―

ＤＲＢ１ローカス検

査）

同 ２６，５６０円 同（ＨＬＡ遺伝子―

ＤＲＢ１ローカス検

査）

同 ６，３１０円

同（ＨＬＡ遺伝子―

ＤＱＢ１ローカス検

査）

同 ２９，３５０円 同（ＨＬＡ遺伝子―

ＤＱＢ１ローカス検

査）

同 ７，６２０円

同（クロスマッチ検

査（ＣＤＣ法））

同 １７，２７０円 同（クロスマッチ検

査（ＣＤＣ法））

同 １１，６９０円

同（クロスマッチ検

査（ＦＣＸＭ法））

同 ４１，９８０円 同（クロスマッチ検

査（ＦＣＸＭ法））

同 ４１，３４０円

２１ 省略 ２１ 省略

２２ 遺伝

子学的

検査

遺伝子増幅検査 １検体 ７，２６０円 ２２ 遺伝

子学的

検査

遺伝子増幅検査 １検体 ６，５４０円

薬剤耐性遺伝子検査 同 １０，１９０円 薬剤耐性遺伝子検査 同 １０，１５０円

２３～２６

省略

２３～２６

省略

改 正 後 改 正 前

別表第３（第１７条関係）

（単位 円）

別表第３（第１７条関係）

（単位 円）

品 目 名 単位

金 額

品 目 名 単位

金 額

重要港湾
地方港湾

�

地方港湾

�
重要港湾

地方港湾

�

地方港湾

�

内航

船舶

外航

船舶

内航

船舶

外航

船舶

内航

船舶

外航

船舶

内航

船舶

外航

船舶

内航

船舶

外航

船舶

内航

船舶

外航

船舶

Ⅰ 農水産品 Ⅰ 農水産品

１ 穀類 １ 穀類

� 米、麦 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 米、麦 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 雑穀、

豆

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 雑穀、

豆

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 落花生 １トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ � 落花生 １トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

２ 野菜、果

物

２ 野菜、果

物

� 芋類 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 芋類 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 野菜類 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 野菜類 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 果物類 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 果物類 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

３ 綿花 ３ 綿花

	 綿花 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ 	 綿花 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

４ その他農

産品

４ その他農

産品


 工芸作

物

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ 
 工芸作

物

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４
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９

� 農産加

工品

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 農産加

工品

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 他に分

類されな

い農産品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 他に分

類されな

い農産品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

５ 羊毛 ５ 羊毛

� 羊毛 １トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ � 羊毛 １トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

６ その他畜

産品

６ その他畜

産品

� 獣類 １トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ � 獣類 １トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

� 鳥類 １トン １９ １７．３ １５．２ １３．７ １１．３ １０．３ � 鳥類 １トン １７．８ １６．２ １４．３ １２．９ １０．６ ９．７

� 鳥獣肉 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 鳥獣肉 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 未加工

乳

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 未加工

乳

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 鳥卵 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 鳥卵 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

	 動物性

粗繊維、

原皮、原

毛皮

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ 	 動物性

粗繊維、

原皮、原

毛皮

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８


 他に分

類されな

い畜産品

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ 
 他に分

類されな

い畜産品

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

７ 水産品 ７ 水産品

� 魚介類

（生鮮、

冷凍のも

の）

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ � 魚介類

（生鮮、

冷凍のも

の）

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

� 魚介類

（塩蔵、

乾燥のも

の）

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ � 魚介類

（塩蔵、

乾燥のも

の）

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

 その他

の水産品

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８  その他

の水産品

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

Ⅱ 林産品 Ⅱ 林産品

８ 原木 ８ 原木

� 原木 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 原木 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 製材 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 製材 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

９ 樹脂類 ９ 樹脂類

� 樹脂類 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 樹脂類 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

１０ その他木

材

１０ その他木

材

� その他

木材

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � その他

木材

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

１１ 薪炭 １１ 薪炭

� 薪炭 １トン ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ ３．７ ３．４ � 薪炭 １トン ６．９ ６．４ ５．９ ５．４ ３．５ ３．２

� 木炭 １トン ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ ３．７ ３．４ � 木炭 １トン ６．９ ６．４ ５．９ ５．４ ３．５ ３．２

Ⅲ 鉱産品 Ⅲ 鉱産品
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１０

１２ 石炭 １２ 石炭

� 石炭 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 石炭 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 亜炭 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 亜炭 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

１３ 鉄鉱石 １３ 鉄鉱石

� 鉄鉱、

硫化鉄鉱

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 鉄鉱、

硫化鉄鉱

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

１４ その他の

金属鉱

１４ その他の

金属鉱

� 非鉄鉱 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 非鉄鉱 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� その他

の金属鉱

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � その他

の金属鉱

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

１５ 砂 利、

砂、石材

１５ 砂 利、

砂、石材

� 砂利 １トン １９ １７．３ １６．２ １４．９ １２．５ １１．５ � 砂利 １トン １７．８ １６．２ １５．２ １４ １１．７ １０．８

� 砂 １トン １９ １７．３ １６．２ １４．９ １２．５ １１．５ � 砂 １トン １７．８ １６．２ １５．２ １４ １１．７ １０．８

� 石材 １トン １９ １７．３ １６．２ １４．９ １２．５ １１．５ � 石材 １トン １７．８ １６．２ １５．２ １４ １１．７ １０．８

１６ 原油 １６ 原油

	 原油 １キロ

リット

ル

９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ 	 原油 １キロ

リット

ル

９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

１７ りん鉱石 １７ りん鉱石


 りん鉱

石

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ 
 りん鉱

石

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

１８ 石灰石 １８ 石灰石

� 石灰石 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 石灰石 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

１９ 原塩 １９ 原塩

� 原塩 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 原塩 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

２０ その他非

金属鉱物

２０ その他非

金属鉱物

 その他

非金属鉱

物

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８  その他

非金属鉱

物

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

Ⅳ 金属機械工

業品

Ⅳ 金属機械工

業品

２１ 鉄鋼 ２１ 鉄鋼

� 鉄 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 鉄 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 鋼 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 鋼 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 鋼材 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 鋼材 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

２２ 非鉄金属 ２２ 非鉄金属

� 地金、

合金

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 地金、

合金

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 伸鋼品 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 伸鋼品 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 電線、

ケーブル

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 電線、

ケーブル

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

２３ 金属製品 ２３ 金属製品
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１１

� 建設用

金属製品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 建設用

金属製品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 線材製

品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 線材製

品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 刃物工

具

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 刃物工

具

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� その他

金属製品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � その他

金属製品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

２４ 輸送機械 ２４ 輸送機械

� 鉄道車

両

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 鉄道車

両

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

大 ６３．８ ５８ ５０．９ ４６．３ ３８．１ ３４．７ 大 ５９．７ ５４．３ ４７．７ ４３．４ ３５．７ ３２．５

� 自動車 １台中 ５０．９ ４６．３ ４０．７ ３７ ３０．６ ２７．７ � 自動車 １台中 ４７．７ ４３．４ ３８．１ ３４．７ ２８．７ ２６

小 ４４．６ ４０．６ ３５．５ ３２．３ ２６．６ ２４．２ 小 ４１．８ ３８ ３３．３ ３０．３ ２４．９ ２２．７

� 自 転

車、その

他の車両

１台大 １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 自 転

車、その

他の車両

１台大 １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

小 ３．７ ３．４ ２．３ ２．１ ２．３ ２．１ 小 ３．５ ３．２ ２．２ ２ ２．２ ２

� 船舶 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 船舶 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

	 船具 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ 	 船具 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４


 航空機 １トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ 
 航空機 １トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

２５ その他機

械

２５ その他機

械

� 産業機

械

１トン １９ １７．３ １５．２ １３．７ １１．３ １０．３ � 産業機

械

１トン １７．８ １６．２ １４．３ １２．９ １０．６ ９．７

� 電気機

械

１トン １９ １７．３ １５．２ １３．７ １１．３ １０．３ � 電気機

械

１トン １７．８ １６．２ １４．３ １２．９ １０．６ ９．７

 照明器

具

１トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１  照明器

具

１トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

� 民生用

電気機器

１トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ � 民生用

電気機器

１トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

� 度量衡

器

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ � 度量衡

器

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

� 時計 １トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ � 時計 １トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

� 他に分

類されな

い機械

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ � 他に分

類されな

い機械

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

Ⅴ 化学工業品 Ⅴ 化学工業品

２６ 陶磁器 ２６ 陶磁器

� 陶磁器 １トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ � 陶磁器 １トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

２７ セメント ２７ セメント

� セメン

ト

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � セメン

ト

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

２８ ガラス類 ２８ ガラス類

� 板ガラ

ス

１トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ � 板ガラ

ス

１トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

� ガラス

製品

１トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ � ガラス

製品

１トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６
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１２

２９ その他窯

業品

２９ その他窯

業品

� れんが １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � れんが １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� セメン

ト製品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � セメン

ト製品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 石灰 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 石灰 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� 土管 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 土管 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 他に分

類されな

い窯業品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 他に分

類されな

い窯業品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

３０ 重油 ３０ 重油

� 重油 １キロ

リット

ル

９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 重油 １キロ

リット

ル

９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

３１ 石油製品 ３１ 石油製品

� 揮発油 １キロ

リット

ル

９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 揮発油 １キロ

リット

ル

９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� その他

の石油

１キロ

リット

ル

９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � その他

の石油

１キロ

リット

ル

９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

	 その他

の石油製

品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ 	 その他

の石油製

品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

３２ コークス ３２ コークス


 コーク

ス

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ 
 コーク

ス

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

３３ その他石

炭製品

３３ その他石

炭製品

� その他

の石炭製

品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � その他

の石炭製

品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

３４ 化学薬品 ３４ 化学薬品

� 硫酸 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 硫酸 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

 ソーダ １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８  ソーダ １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� その他

の化学薬

品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � その他

の化学薬

品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

３５ 化学肥料 ３５ 化学肥料

� 窒素原

肥料

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � 窒素原

肥料

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� りん酸

原肥料

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � りん酸

原肥料

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� カリ原

肥料

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � カリ原

肥料

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

� その他

の化学肥

料

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � その他

の化学肥

料

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４
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１３

３６ 染料、塗

料、合成樹

脂その他化

学工業品

３６ 染料、塗

料、合成樹

脂その他化

学工業品

� 染料、

顔料、塗

料

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ � 染料、

顔料、塗

料

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

� 合成樹

脂

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 合成樹

脂

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 動植物

性油脂

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 動植物

性油脂

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 医薬品 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 医薬品 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 石 け

ん、洗剤

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 石 け

ん、洗剤

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 線香 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 線香 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� 火 薬

類、危険

品

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ � 火 薬

類、危険

品

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

� 他に分

類されな

い化学工

業品

１トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ � 他に分

類されな

い化学工

業品

１トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

Ⅵ 軽工業品 Ⅵ 軽工業品

３７ 紙、パル

プ

３７ 紙、パル

プ

	 パルプ １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ 	 パルプ １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４


 紙 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ 
 紙 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

� その他

製紙原料

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ � その他

製紙原料

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

３８ 糸、紡績

半製品

３８ 糸、紡績

半製品

� 糸、紡

績半製品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 糸、紡

績半製品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

３９ その他繊

維工業品

３９ その他繊

維工業品

 織物 １トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８  織物 １トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

４０ 砂糖 ４０ 砂糖

� 砂糖 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 砂糖 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

４１ その他食

料工業品

４１ その他食

料工業品

� 製造食

品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ � 製造食

品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１０１ 缶瓶詰

食料

１トン １３．８ １２．７ １１．３ １０．３ ８．７ ８ �１０１ 缶瓶詰

食料

１トン １３ １１．９ １０．６ ９．７ ８．２ ７．５

�１０２ 菓子 １トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１０２ 菓子 １トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５
し

�１０３ 嗜好品 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７
し

�１０３ 嗜好品 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

�１０４ 調味料 １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ �１０４ 調味料 １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４
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１４

�１０５ 飲料 １トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１０５ 飲料 １トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

�１０６ 酒類 １トン ２０．３ １８．４ １７．７ １６．１ １５．２ １３．７ �１０６ 酒類 １トン １９ １７．３ １６．６ １５．１ １４．３ １２．９

�１０７ 清涼飲

料水

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１０７ 清涼飲

料水

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

�１０８ 氷 １トン １９ １７．３ １６．２ １４．９ １２．５ １１．５ �１０８ 氷 １トン １７．８ １６．２ １５．２ １４ １１．７ １０．８

�１０９ 他に分

類されな

い食料工

業品

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ �１０９ 他に分

類されな

い食料工

業品

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

Ⅶ 雑工業品 Ⅶ 雑工業品

４２ 玩具 ４２ 玩具

�１１０ 玩具 １トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ �１１０ 玩具 １トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

４３ 日用品 ４３ 日用品

�１１１ 書籍、

印刷物

１トン １３．８ １２．７ １１．３ １０．３ ８．７ ８ �１１１ 書籍、

印刷物

１トン １３ １１．９ １０．６ ９．７ ８．２ ７．５

�１１２ 衣服、

身回り品

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ �１１２ 衣服、

身回り品

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

�１１３ 畳表類 １トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１１３ 畳表類 １トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

�１１４ 傘 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１１４ 傘 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１１５ 履物 １トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ �１１５ 履物 １トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

�１１６ 文 房

具、運動

娯楽用品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１１６ 文 房

具、運動

娯楽用品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１１７ 楽器 １トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ �１１７ 楽器 １トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

�１１８ 家具装

備品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１１８ 家具装

備品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１１９ 金庫 １トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ �１１９ 金庫 １トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

�１２０ 衛生暖

房用具

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１２０ 衛生暖

房用具

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１２１ 台所用

品、食卓

用品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１２１ 台所用

品、食卓

用品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１２２ 装飾用

品

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ �１２２ 装飾用

品

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

�１２３ ろうそ

く

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１２３ ろうそ

く

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

�１２４ マッチ １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１２４ マッチ １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１２５ 他に分

類されな

い日用品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１２５ 他に分

類されな

い日用品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

４４ ゴム製品 ４４ ゴム製品

�１２６ ゴム製

品

１トン １９ １７．３ １５．２ １３．７ １１．３ １０．３ �１２６ ゴム製

品

１トン １７．８ １６．２ １４．３ １２．９ １０．６ ９．７

�１２７ その他

のゴム製

品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１２７ その他

のゴム製

品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

４５ 木製品 ４５ 木製品
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�１２８ 経木 １トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１２８ 経木 １トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１２９ 木製品

（他に分

類されな

いもの）

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ �１２９ 木製品

（他に分

類されな

いもの）

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

４６ その他製

造工業品

４６ その他製

造工業品

�１３０ 皮革製

品

１トン ２５．３ ２３．１ １９ １７．３ １２．５ １１．５ �１３０ 皮革製

品

１トン ２３．７ ２１．７ １７．８ １６．２ １１．７ １０．８

�１３１ 紙製品 １トン １３．８ １２．７ １１．３ １０．３ ８．７ ８ �１３１ 紙製品 １トン １３ １１．９ １０．６ ９．７ ８．２ ７．５

�１３２ 農林用

器具

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１３２ 農林用

器具

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１３３ 草類製

品

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１３３ 草類製

品

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１３４ その他
い

藺製品

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１３４ その他
い

藺製品

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

�１３５ 魚網 １トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１３５ 魚網 １トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

�１３６ ロープ

類

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１３６ ロープ

類

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

�１３７ 他に分

類されな

い製造工

業品

１トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ８．７ ８ �１３７ 他に分

類されな

い製造工

業品

１トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ８．２ ７．５

Ⅷ 特殊品 Ⅷ 特殊品

４７ 金属くず ４７ 金属くず

�１３８ 鉄くず １トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ �１３８ 鉄くず １トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

�１３９ 非鉄金

属くず

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ �１３９ 非鉄金

属くず

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

４８ くずもの ４８ くずもの

�１４０ くずも

の

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ �１４０ くずも

の

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

�１４１ ガラス

くず

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１４１ ガラス

くず

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

４９ 動植物性

製造飼肥料

４９ 動植物性

製造飼肥料

�１４２ 動植物

性製造飼

肥料

１トン ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ �１４２ 動植物

性製造飼

肥料

１トン ９．３ ８．６ ６．９ ６．４ ５．９ ５．４

５０ 輸送用容

器

５０ 輸送用容

器

�１４３ 金属性

容器

１トン ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ ４．９ ４．４ �１４３ 金属性

容器

１トン ６．９ ６．４ ５．９ ５．４ ４．６ ４．２

�１４４ ボンベ １トン １５．２ １３．７ １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ �１４４ ボンベ １トン １４．３ １２．９ １１．７ １０．８ ９．３ ８．６

�１４５ 箱類 １トン ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ ４．９ ４．４ �１４５ 箱類 １トン ６．９ ６．４ ５．９ ５．４ ４．６ ４．２

�１４６ たる類 １トン ７．３ ６．８ ６．３ ５．７ ４．９ ４．４ �１４６ たる類 １トン ６．９ ６．４ ５．９ ５．４ ４．６ ４．２

�１４７ 籠、ざ

る類

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１４７ 籠、ざ

る類

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

１６

（愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部改正）

第５条 愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�１４８ その他

の輸送用

容器

１トン １７．７ １６．１ １３．８ １２．７ ９．９ ９．１ �１４８ その他

の輸送用

容器

１トン １６．６ １５．１ １３ １１．９ ９．３ ８．６

５１ 取合せ品 ５１ 取合せ品

�１４９ 引越荷

物

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１４９ 引越荷

物

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１５０ 自動車

便路線貨

物

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１５０ 自動車

便路線貨

物

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

�１５１ 内外航

船舶小口

混載貨物

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１５１ 内外航

船舶小口

混載貨物

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

５２ 分類不能

のもの

５２ 分類不能

のもの

�１５２ 分類不

能のもの

１トン １２．５ １１．５ ９．９ ９．１ ７．３ ６．８ �１５２ 分類不

能のもの

１トン １１．７ １０．８ ９．３ ８．６ ６．９ ６．４

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

区分 種別 細 別 単位 金額 備考 区分 種別 細 別 単位 金額 備考

技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～１１ 省略 技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～１１ 省略

１２ 万能工具顕微鏡 １時間 ８８０円

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略
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２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３３ 放電プラズマ焼結

機

１時間 ２，８６０円

３２ 省略 ３４ 省略

３３ 省略 ３５ 省略

３４ 省略 ３６ 省略

３５ 省略 ３７ 省略

３６ 省略 ３８ 省略

３７ 省略 ３９ 省略

３８ 省略 ４０ 省略

電子

用機

器

１～１９ 省略 電子

用機

器

１～１９ 省略

２０ 電磁波測定システ

ム

１時間 ４４０円

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

化学

用機

器

１～７ 省略 化学

用機

器

１～７ 省略

８ 熱分解ガスクロマ

トグラフ

１時間 ５５０円

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略
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２３ ＩＣＰ発光分光分

析装置

１時間 １，９８０円

２２ 省略 ２４ 省略

２３ 省略 ２５ 省略

２４ 省略 ２６ 省略

２５ 省略 ２７ 省略

２６ 省略 ２８ 省略

２７ 省略 ２９ 省略

２８ ガスクロマトグラ

フ飛行時間質量分析

計

１時間 ８８０円 ３０ ガスクロマトグラ

フ飛行時間質量分析

計

１時間 ７７０円

３１ 液体窒素製造装置 １時間 ５５０円

２９ 省略 ３２ 省略

３０ 省略 ３３ 省略

３１ 省略 ３４ 省略

３２ 省略 ３５ 省略

３３ 省略 ３６ 省略

３４ 省略 ３７ 省略

３５ 省略 ３８ 省略

３６ 省略 ３９ 省略

３７ 省略 ４０ 省略

３８ 誘導結合プラズマ

質量分析装置

１時間 １，９８０円

３９ 引張試験機 １時間 ５５０円

食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１ 省略 食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１ 省略

２ 自動アミノ酸分析

機

１時間 ２，９７０円 ２ 自動アミノ酸分析

機

１時間 ２，７５０円

３ 高温高圧調理殺菌

装置

１時間 ９９０円 ３ 高温高圧調理殺菌

装置

１時間 ８８０円

４ 省略 ４ 省略

５ 簡易くん煙装置 １時間 ６６０円

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 原子吸光分光光度

計

１時間 ２，８６０円 １８ 原子吸光分光光度

計

１時間 ２，４２０円
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１９

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ 省略 ３９ 省略

３９ 省略 ４０ 省略

４０ 省略 ４１ 省略

４１ 省略 ４２ 省略

４２ 省略 ４３ 省略

４３ 省略 ４４ 省略

４４ 省略 ４５ 省略

４５ 省略 ４６ 省略

４６ 省略 ４７ 省略

４７ 省略 ４８ 省略

４８ 省略 ４９ 省略

４９ 真空式ドラムドラ

イヤ

１時間 １，４３０円 ５０ 真空式ドラムドラ

イヤ

１時間 １，２１０円

５０ 省略 ５１ 省略

５１ 省略 ５２ 省略

５２ 省略 ５３ 省略

５３ 省略 ５４ 省略

５４ 省略 ５５ 省略

５５ 省略 ５６ 省略

５６ 省略 ５７ 省略

５７ 省略 ５８ 省略

５８ 省略 ５９ 省略

５９ 省略 ６０ 省略

６０ 省略 ６１ 省略
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２０

６１ 省略 ６２ 省略

６２ 省略 ６３ 省略

６３ 省略 ６４ 省略

６４ ＨＰＬＣ／質量分

析計

１時間 ２，３１０円 ６５ ＨＰＬＣ／質量分

析計

１時間 １，９８０円

６５ 省略 ６６ 省略

６６ 省略 ６７ 省略

６７ 省略 ６８ 省略

６８ 省略 ６９ 省略

６９ 省略 ７０ 省略

７０ 省略 ７１ 省略

７１ 省略 ７２ 省略

７２ 細胞培養システム １時間 ５５０円

窯業 焼成

窯及

び炉

１ 電気炉 １回 １３，５３０円 省略 窯業 焼成

窯及

び炉

１ 電気炉 １回 １３，０９０円 省略

関係 ２ 電気炉 １回 ９，２４０円 省略 関係 ２ 電気炉 １回 ８，９１０円 省略

３ 電気炉 １回 ７，０４０円 省略 ３ 電気炉 １回 ６，８２０円 省略

４ 焼結試験装置 １回 ２，０９０円 ４ 焼結試験装置 １回 １，９８０円

５ 省略 ５ 省略

６ ガス炉 １回 ４，２９０円 省略 ６ ガス炉 １回 ４，１８０円 省略

７ 磁器用高温炉 １回 １３，５３０円 ７ 磁器用高温炉 １回 １３，０９０円

省略 省略

繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～１２ 省略 繊維

産業

関係

染織

用機

器

１～１２ 省略

１３ 高温高圧チーズ染

色乾燥機

１時間 ９９０円 １３ 高温高圧チーズ染

色乾燥機

１時間 ７７０円

１４ オーバーマイヤー

染色機

１時間 ９９０円 １４ オーバーマイヤー

染色機

１時間 ７７０円

１５～２１ 省略 １５～２１ 省略

２２ 紫外可視分光光度

計

１時間 ５５０円 ２２ 紫外可視分光光度

計

１時間 ４４０円

２３～２８ 省略 ２３～２８ 省略

２９ インクジェットプ

リンティングマシン

１時間 ７，１５０円

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

３４ オートクレーブ 省略 ３５ オートクレープ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

３８ ガス蒸気吸着量測

定装置

１時間 ６６０円 ３９ ガス蒸気吸着量測

定装置

１時間 ５５０円

３９ 省略 ４０ 省略

４０ 省略 ４１ 省略
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２１

紙産

業関

係

共同

研究

室

１平方

メート

ル１月

１，３２０円 紙産

業関

係

共同

研究

室

１平方

メート

ル１月

１，２２０円

省略 省略

製紙

用機

器

１～３ 省略 製紙

用機

器

１～３ 省略

４ 抄紙機 １時間 １３，７５０円 ４ 抄紙機 １時間 １３，５３０円

５～８ 省略 ５～８ 省略

９ パルパー １時間 ６６０円 ９ パルパー １時間 ５５０円

１０～１９ 省略 １０～１９ 省略

２０ 試験用ビーター １時間 １，２１０円 ２０ 試験用ビーター １時間 １，１００円

２１・２２ 省略 ２１・２２ 省略

紙加

工用

機器

１ 省略 紙加

工用

機器

１ 省略

２ 多目的不織布製造

装置

１時間 ８，８００円 ２ 多目的不織布製造

装置

１時間 ８，６９０円

３～８ 省略 ３～８ 省略

９ マルチコーター １時間 ７，８１０円 ９ マルチコーター １時間 ７，４８０円

１０～１３ 省略 １０～１３ 省略

物理

試験

用機

器

１～２０ 省略 物理

試験

用機

器

１～２０ 省略

２１ ガス透過度試験機 １時間 ６６０円 ２１ ガス透過度試験機 １時間 ５５０円

２２～３２ 省略 ２２～３２ 省略

化学

試験

用機

器

１～７ 省略 化学

試験

用機

器

１～７ 省略

８ 蛍光Ｘ線分析装置 １時間 ５５０円 ８ 蛍光Ｘ線分析装置 １時間 ８８０円

９～２９ 省略 ９～２９ 省略

３０ ガスクロマトグラ

フ

１時間 ６６０円 ３０ ガスクロマトグラ

フ

１時間 ５５０円

３１～３４ 省略 ３１～３４ 省略

３５ ガスクロマトグラ

フ飛行時間型質量分

析装置

１時間 ８８０円 ３５ ガスクロマトグラ

フ飛行時間型質量分

析装置

１時間 ７７０円

３６～４２ 省略 ３６～４２ 省略

省略 省略

注 省略

手 数 料

注 省略

手 数 料

区分 種別 細 別 単位
金 額

区分 種別 細 別 単位
金 額

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

円 円 円 円 円 円

省略 省略

食品

産業

関係

試験 １ 食品類に関

する試験

�～� 省略

� 容器又は

包装

１件 １７，０５０ 省略

食品

産業

関係

試験 １ 食品類に関

する試験

�～� 省略

� 容器又は

包装

１件 １５，６２０ 省略

２ その他の化

学試験及び物

理試験

２ その他の化

学試験及び物

理試験
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２２

� 省略

� 物理試験 １件 ５，０６０ ２，９７０ 省略

� 省略

� 物理試験 １件 ５，０６０ ２，８６０ 省略

窯業

関係

試験 １ 省略 窯業

関係

試験 １ 省略

２ 一般物理的

性能試験

�～� 省略

� 耐震試験

� 熱衝撃試

験

１件

１件

６，３８０

２，７５０

２ 一般物理的

性能試験

�～� 省略

� 耐震試験 １件 ６，２７０

３・４ 省略 ３・４ 省略

５ 耐寒度試験 １件 １４，５２０ ５ 耐寒度試験 １件 １４，１９０

６ 省略 ６ 省略

７ 焼成試験

� 省略

� 電気炉 １件 ３０，６９０

７ 焼成試験

� 省略

� 電気炉 １件 ３０，２５０

はい

土、

ゆう

薬、

顔料

等調

製及

び加

工

は い 土、ゆ う

薬、顔料等調製

及び加工

１件 ３２，１２０ はい

土、

ゆう

薬、

顔料

等調

製及

び加

工

は い 土、ゆ う

薬、顔料等調製

及び加工

１件 ３１，９００

省略 省略

繊維

産業

関係

試験 １ 化学試験 １件 ３，６３０ １，３２０ １，１００ 繊維

産業

関係

試験 １ 化学試験 １件 ３，６３０ １，１００ ９９０

２ 省略 ２ 省略

染織

整理

等試

作加

工

１ 精練漂白

� 綿、化学

合成繊維

� チーズ、

さらしのり

付乾燥

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

１，９８０

１，７６０

１，５４０

１，２１０

１，１００

９９０

染織

整理

等試

作加

工

１ 精練漂白

� 綿、化学

合成繊維

� チーズ、

さらしのり

付乾燥

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

７７０

７７０

５５０

５５０

４４０

４４０

２ 染色

� 人絹糸

� 省略

� 化学合成

繊維糸

� チーズ染

色乾燥

� 後染加工

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

１，８７０

２，７５０

２，９７０

１，６５０

１，５４０

１，８７０

２，２００

１，３２０

１，２１０

１，６５０

１，７６０

１，１００

２ 染色

� 人絹糸

� 省略

� 化学合成

繊維糸

� チーズ染

色乾燥

� 後染加工

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

１キ

ログ

ラム

１，７６０

１，３２０

１，２１０

１，５４０

１，４３０

８８０

８８０

１，２１０

９９０

７７０

７７０

９９０

３～５ 省略 ３～５ 省略
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２３

（愛媛県家畜種付等手数料規則の一部改正）

第６条 愛媛県家畜種付等手数料規則（昭和３１年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県農林水産研究所使用規則の一部改正）

第７条 愛媛県農林水産研究所使用規則（昭和３８年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

図案

調製

図案調製 １件 ３３，７７０ 図案

調製

図案調製 １件 ３３，１１０

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表 別表

畜種 精 液 料 注 入 料 受精卵移植料 畜種 精 液 料 注 入 料 受精卵移植料

乳牛 ―
１回に

２，４５０円
つき

１回に １０，４００

つき 円
乳牛 ―

１回に
１，６７０円

つき

１回に １０，２２０

つき 円

和牛 ―
１回に

２，４５０円
つき

１回に １０，４００

つき 円
和牛 ―

１回に
１，６７０円

つき

１回に １０，２２０

つき 円

馬 ―
１回に

２，４５０円
つき

省略
馬 ―

１回に
１，６７０円

つき

省略

豚
１回に

１，０９０円
つき

１回に
２，４５０円

つき

省略
豚

１回に
１，０６０円

つき

１回に
１，６７０円

つき

省略

めん羊 ―
１回に

２，４５０円
つき

省略
めん羊 ―

１回に
１，６７０円

つき

省略

山羊 ―
１回に

２，４５０円
つき

省略
山羊 ―

１回に
１，６７０円

つき

省略

改 正 後 改 正 前

別表（第１７条関係）

１ 分析等に係る使用料

別表（第１７条関係）

１ 分析等に係る使用料

種 別 細 別 単 位 金 額 種 別 細 別 単 位 金 額

肥料の定量分析 水分分析 １件につき ２，１００円 肥料の定量分析 水分分析 １件につき ２，０００円

窒素分析 １件につき ４，７００円 窒素分析 １件につき ４，６００円

省略 省略

アルカリ分分析 １件につき ４，９００円 アルカリ分分析 １件につき ４，７００円

省略 省略

土壌の定量分析 窒素分析 １件につき ４，９００円 土壌の定量分析 窒素分析 １件につき ４，８００円

有効態りん酸分析 １件につき ３，８００円 有効態りん酸分析 １件につき ３，７００円

置換性加里分析 １件につき ４，８００円 置換性加里分析 １件につき ４，７００円

置換性石灰分析 １件につき ４，６００円 置換性石灰分析 １件につき ４，５００円

置換性苦土分析 １件につき ４，６００円 置換性苦土分析 １件につき ４，５００円

置換性マンガン分析 １件につき ４，６００円 置換性マンガン分析 １件につき ４，５００円

腐植分析 １件につき ４，７００円 腐植分析 １件につき ４，６００円

省略 省略

木材の材質試験 含水率測定 １件につき ５，９００円 木材の材質試験 含水率測定 １件につき ５，５５０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

２４

（愛媛県家畜保健衛生所手数料規則の一部改正）

第８条 愛媛県家畜保健衛生所手数料規則（昭和４０年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（知事が管理する公文書の公開等に関する規則の一部改正）

第９条 知事が管理する公文書の公開等に関する規則（平成１０年愛媛県規則第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

収縮率測定 １件につき ８，６９０円 収縮率測定 １件につき ８，０００円

吸水量測定 １件につき ８，６９０円 吸水量測定 １件につき ８，０００円

木材の強度試験 圧縮試験 １件につき ９，６６０円 木材の強度試験 圧縮試験 １件につき ８，７６０円

引張り試験 １件につき ９，６６０円 引張り試験 １件につき ８，７６０円

曲げ試験 １件につき ９，６６０円 曲げ試験 １件につき ８，７６０円

せん断試験 １件につき ９，６６０円 せん断試験 １件につき ８，７６０円

衝撃曲げ試験 １件につき ８，９４０円 衝撃曲げ試験 １件につき ８，０７０円

硬さ試験 １件につき ９，６６０円 硬さ試験 １件につき ８，７６０円

くぎ引抜き抵抗試験 １件につき ９，６６０円 くぎ引抜き抵抗試験 １件につき ８，７６０円

剥離試験 １件につき １１，７１０円 剥離試験 １件につき ９，９１０円

面内せん断試験 １件につき ２４，５３０円 面内せん断試験 １件につき ２３，８４０円

省略 省略

木材の実大強度

試験

圧縮試験 １件につき １０，１８０円 木材の実大強度

試験

圧縮試験 １件につき ９，７９０円

引張り試験 １件につき １０，２６０円 引張り試験 １件につき ９，８６０円

曲げ試験 １件につき １０，２６０円 曲げ試験 １件につき ９，８６０円

せん断試験 １件につき １０，１８０円 せん断試験 １件につき ９，７９０円

接合部強度試験 １件につき １２，０６０円 接合部強度試験 １件につき １１，６４０円

省略 省略

養殖水産動植物

の伝染性疾病検

査

こい科魚類の特定疾

病検査

１件につき ８７，０００円 養殖水産動植物

の伝染性疾病検

査

こい科魚類の特定疾

病検査

１件につき ８４，０００円

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

家畜保健衛生所手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０号）第２条

の規定により知事が定める手数料の額は次のとおりとする。

１ 省略

２ 寄生虫検査のうちふん便検査 １件につき ２６０円

３ 点数表の種別欄に掲げるもの以外の診療その他の行為

ア 妊娠鑑定 １件につき １，４００円

イ 精液検査 同 １，９７０円

ウ その他の検査 同 ２５０円

エ 去勢 大家畜１頭に ５，５６０円

つき

中家畜 同 ３，３６０円

オ 寄生虫駆除（原虫糸状虫を除く） 大家畜 同 ２４０円

中家畜 同 １９０円

カ 第二胃異物摘出 大家畜 同 ３８０円

家畜保健衛生所手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０号）第２条

の規定により知事が定める手数料の額は次のとおりとする。

１ 省略

２ 寄生虫検査のうちふん便検査 １件につき ２５０円

３ 点数表の種別欄に掲げるもの以外の診療その他の行為

ア 妊娠鑑定 １件につき １，３９０円

イ 精液検査 同 １，９６０円

ウ その他の検査 同 ２４０円

エ 去勢 大家畜１頭に ５，５５０円

つき

中家畜 同 ３，３４０円

オ 寄生虫駆除（原虫糸状虫を除く） 大家畜 同 ２３０円

中家畜 同 １８０円

カ 第二胃異物摘出 大家畜 同 ３７０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

２５

（愛媛県在宅介護研修センター使用規則の一部改正）

第１０条 愛媛県在宅介護研修センター使用規則（平成１６年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（費用の額）

第７条 条例第１７条の規定による写しの作成及び送付に要する費用

の額は、次のとおりとする。

� 写しの作成に要する費用 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

（費用の額）

第７条 条例第１７条の規定による写しの作成及び送付に要する費用

の額は、次のとおりとする。

� 写しの作成に要する費用 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

区分 額 区分 額

ア・イ 省略 ア・イ 省略

ウ 公文書を光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１２０ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に複写したもの

の交付

光ディスク１

枚につき６０円

ウ 公文書を光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１２０ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に複写したもの

の交付

光ディスク１

枚につき４０円

エ 公文書を光ディスク（日本産業規格Ｘ

６２４１に適合する直径１２０ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが可能な

ものに限る。）に複写したものの交付

光ディスク１

枚につき７０円

エ 公文書を光ディスク（日本産業規格Ｘ

６２４１に適合する直径１２０ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生することが可能な

ものに限る。）に複写したものの交付

光ディスク１

枚につき５０円

オ 省略 オ 省略

� 省略 � 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）

区 分

使 用 料

区 分

使 用 料

午 前 午 後 全 日 午 前 午 後 全 日

９：００～

１２：００

１３：００～

１７：００

９：００～

１７：００

９：００～

１２：００

１３：００～

１７：００

９：００～

１７：００

研修室

第１研修室 １，８００円 ２，４３０円 ４，２３０円

研修室

第１研修室 １，７００円 ２，３００円 ４，０００円

第２研修室 １，３７０円 １，９００円 ３，２８０円 第２研修室 １，３００円 １，８００円 ３，１００円

浴室（研修に

供する場合に

限る。）

１，３７０円 １，６９０円 ３，０７０円

浴室（研修に

供する場合に

限る。）

１，３００円 １，６００円 ２，９００円

和室

３０１ １，０５０円 １，５８０円 ２，６４０円

和室

３０１ １，０００円 １，５００円 ２，５００円

３０２から３０５ま

で
７４０円 １，０５０円 １，８００円

３０２から３０５ま

で
７００円 １，０００円 １，７００円

３０６ １，２７０円 １，８００円 ３，０７０円 ３０６ １，２００円 １，７００円 ２，９００円

注１ 省略

２ 午前、午後及び全日の区分ごとに指定する時間以外の時

間に使用する場合の使用料は、１時間までごとに、次の表

に定める額とする。

注１ 省略

２ 午前、午後及び全日の区分ごとに指定する時間以外の時

間に使用する場合の使用料は、１時間までごとに、次の表

に定める額とする。

区 分 使 用 料 区 分 使 用 料

研修室

第１研修室 ６００円

研修室

第１研修室 ５７０円

第２研修室 ４８０円 第２研修室 ４６０円

浴室（研修に供する場合

に限る。）

４４０円 浴室（研修に供する場合

に限る。）

４２０円



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

２６

（愛媛県生涯学習センター管理規則の一部改正）

第１１条 愛媛県生涯学習センター管理規則（令和２年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県総合科学博物館管理規則の一部改正）

第１２条 愛媛県総合科学博物館管理規則（令和２年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県歴史文化博物館管理規則の一部改正）

第１３条 愛媛県歴史文化博物館管理規則（令和２年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県美術館管理規則の一部改正）

第１４条 愛媛県美術館管理規則（令和２年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

３０１ ３８０円 ３０１ ３６０円

和室 ３０２から３０５まで ２６０円 和室 ３０２から３０５まで ２５０円

３０６ ４４０円 ３０６ ４２０円

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

特別利用料

別表（第３条関係）

特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１回につき ５８０円 閲覧 １点１回につき ５５０円

模写・模造 １点１回につき ５，８００円 模写・模造 １点１回につき ５，５００円

撮影・複写 １点１回につき ５，８００円 撮影・複写 １点１回につき ５，５００円

原版使用 １点１回につき ５，８００円 原版使用 １点１回につき ５，５００円

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

特別利用料

別表（第３条関係）

特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１回につき ５８０円 閲覧 １点１回につき ５５０円

模写・模造 １点１回につき ５，８００円 模写・模造 １点１回につき ５，５００円

撮影・複写 １点１回につき ５，８００円 撮影・複写 １点１回につき ５，５００円

原版使用 １点１回につき ５，８００円 原版使用 １点１回につき ５，５００円

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

特別利用料

別表（第３条関係）

特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１回につき ５８０円 閲覧 １点１回につき ５５０円

模写・模造 １点１回につき ５，８００円 模写・模造 １点１回につき ５，５００円

撮影・複写 １点１回につき ５，８００円 撮影・複写 １点１回につき ５，５００円

原版使用 １点１回につき ５，８００円 原版使用 １点１回につき ５，５００円

注 省略 注 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

２７

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１１条関係）

１ 常設展観覧料

別表（第１１条関係）

１ 常設展観覧料

区分 一般
団体

（２０人以上）
区分 一般

団体

（２０人以上）

１ 高等学校及び中等教育学校の後期

課程の生徒、大学の学生その他これ

らに類する者

２３０円 １８０円

１ 高等学校及び中等教育学校の後期

課程の生徒、大学の学生その他これ

らに類する者

２２０円 １７０円

２ １５歳以上の者（中学校、義務教育

学校の後期課程、中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の中学部の

生徒並びに１の項に該当する者を除

く。）

３４０円 ２７０円

２ １５歳以上の者（中学校、義務教育

学校の後期課程、中等教育学校の前

期課程及び特別支援学校の中学部の

生徒並びに１の項に該当する者を除

く。）

３３０円 ２６０円

２ 施設使用料 ２ 施設使用料

区分 使用料 区分 使用料

企画展示室１
入場料が無料の場合 １５，８６０円

企画展示室１
入場料が無料の場合 １５，０４０円

入場料が有料の場合 ２５，３７０円 入場料が有料の場合 ２４，０６０円

企画展示室２
入場料が無料の場合 １５，８６０円

企画展示室２
入場料が無料の場合 １５，０４０円

入場料が有料の場合 ２５，３７０円 入場料が有料の場合 ２４，０６０円

常設展示室１
入場料が無料の場合 １４，３５０円

常設展示室１
入場料が無料の場合 １３，６１０円

入場料が有料の場合 ２２，９６０円 入場料が有料の場合 ２１，７７０円

常設展示室２
入場料が無料の場合 １９，４２０円

常設展示室２
入場料が無料の場合 １８，４１０円

入場料が有料の場合 ３１，０７０円 入場料が有料の場合 ２９，４５０円

常設展示室３
入場料が無料の場合 １２，６９０円

常設展示室３
入場料が無料の場合 １２，０３０円

入場料が有料の場合 ２０，３００円 入場料が有料の場合 １９，２４０円

特別展示室１
入場料が無料の場合 ５，３５０円

特別展示室１
入場料が無料の場合 ５，０７０円

入場料が有料の場合 ８，５６０円 入場料が有料の場合 ８，１１０円

特別展示室２
入場料が無料の場合 ３，７６０円

特別展示室２
入場料が無料の場合 ３，５７０円

入場料が有料の場合 ６，０１０円 入場料が有料の場合 ５，７１０円

特別展示室３
入場料が無料の場合 ６，２５０円

特別展示室３
入場料が無料の場合 ５，９３０円

入場料が有料の場合 １０，０００円 入場料が有料の場合 ９，４８０円

講堂

入場料が無料

の場合

午前９時４０分から正

午まで
１，９４０円

講堂

入場料が無料

の場合

午前９時４０分から正

午まで
１，８４０円

午後１時から午後６

時まで
３，２２０円

午後１時から午後６

時まで
３，０６０円

全日（午前９時４０分

から午後６時まで）
５，１６０円

全日（午前９時４０分

から午後６時まで）
４，９００円

入場料が有料

の場合

午前９時４０分から正

午まで
３，１００円

入場料が有料

の場合

午前９時４０分から正

午まで
２，９４０円

午後１時から午後６

時まで
５，１５０円

午後１時から午後６

時まで
４，８９０円

全日（午前９時４０分

から午後６時まで）
８，２５０円

全日（午前９時４０分

から午後６時まで）
７，８３０円
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（個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正）

第１５条 個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年愛媛県規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

研修室

午前９時４０分から正午まで ２，１４０円

研修室

午前９時４０分から正午まで ２，０３０円

午後１時から午後６時まで ２，７９０円 午後１時から午後６時まで ２，６５０円

全日（午前９時４０分から午後６時ま

で）
４，９３０円

全日（午前９時４０分から午後６時ま

で）
４，６８０円

県民ギャラリー１ １５，９４０円 県民ギャラリー１ １５，１１０円

県民ギャラリー２ １２，５２０円 県民ギャラリー２ １１，８７０円

県民ギャラリー３ ３，４００円 県民ギャラリー３ ３，２３０円

県民ギャラリー４ ４，５４０円 県民ギャラリー４ ４，３１０円

県民ギャラリー５ ４，５４０円 県民ギャラリー５ ４，３１０円

県民ギャラリー６ ２，２６０円 県民ギャラリー６ ２，１５０円

県民ギャラリー７ ２，２６０円 県民ギャラリー７ ２，１５０円

県民ギャラリー８ ６，８２０円 県民ギャラリー８ ６，４７０円

県民ギャラリー９ ２，９５０円 県民ギャラリー９ ２，８００円

県民ギャラリー１０ ３，０６０円 県民ギャラリー１０ ２，９００円

県民ギャラリー１１ ３，０６０円 県民ギャラリー１１ ２，９００円

県民ギャラリー１２ ３，４００円 県民ギャラリー１２ ３，２３０円

注 県民ギャラリーを全て使用する場合の使用料は、この表の

規定にかかわらず、５７，４３０円とする。

３ 特別利用料

注 県民ギャラリーを全て使用する場合の使用料は、この表の

規定にかかわらず、５４，４８０円とする。

３ 特別利用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

閲覧 １点１日につき ５８０円 閲覧 １点１日につき ５５０円

模写・模造 １点１日につき ５，８００円 模写・模造 １点１日につき ５，５００円

撮影・複写 １点１回につき ５，８００円 撮影・複写 １点１回につき ５，５００円

原版使用 １点１回につき ５，８００円 原版使用 １点１回につき ５，５００円

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

（費用の額）

第７条 条例第６条第２項の規定による写しの作成及び送付に要す

る費用の額は、次のとおりとする。

� 写しの作成に要する費用 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

（費用の額）

第７条 条例第６条第２項の規定による写しの作成及び送付に要す

る費用の額は、次のとおりとする。

� 写しの作成に要する費用 次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

区分 額 区分 額

ア・イ 省略 ア・イ 省略

ウ 保有個人情報が記録された地方公共

団体等行政文書を光ディスク（日本産

業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する直

径１２０ミリメートルの光ディスクの再生

装置で再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付

光ディスク１枚に

つき６０円

ウ 保有個人情報が記録された地方公共

団体等行政文書を光ディスク（日本産

業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する直

径１２０ミリメートルの光ディスクの再生

装置で再生することが可能なものに限

る。）に複写したものの交付

光ディスク１枚に

つき４０円

エ 保有個人情報が記録された地方公共

団体等行政文書を光ディスク（日本産

業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミリメ

ートルの光ディスクの再生装置で再生

光ディスク１枚に

つき７０円

エ 保有個人情報が記録された地方公共

団体等行政文書を光ディスク（日本産

業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミリメ

ートルの光ディスクの再生装置で再生

光ディスク１枚に

つき５０円
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第４条及び附則第５項の規定は、同年５月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第５条の規定による改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則本則使用料の表及び手数料の表の規定は、この規

則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収した使用料及び手数料につ

いては、なお従前の例による。

３ 第３条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則別表第１の規定、第７条の規定による改正後の愛

媛県農林水産研究所使用規則別表１の表の規定、第１０条の規定による改正後の愛媛県在宅介護研修センター使用規則別表の規定及び第１４

条の規定による改正後の愛媛県美術館管理規則別表の規定は、施行日以後の試験、検査、分析及び使用（以下「試験等」という。）に係

る使用料で施行日以後にその全額又は未徴収額について徴収するものについて適用し、施行日前の試験等に係る使用料及び施行日以後の

試験等に係る使用料で施行日前にその全額について徴収したものについては、なお従前の例による。

４ 第１１条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理規則別表の規定、第１２条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理規

則別表の規定及び第１３条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理規則別表の規定は、施行日以後の愛媛県生涯学習センター管理

条例（平成２０年愛媛県条例第２５号）第１５条第１項、愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）第１５条第１項又は愛媛

県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）第１５条第１項に規定する特別利用（以下「特別利用」という。）に係る使用料

で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の特別利用に係る使用料及び施行日以後の特別利用に係る使用料で施行日前に徴

収したものについては、なお従前の例による。

５ 第４条の規定による改正後の愛媛県港湾管理条例施行規則別表第３の規定は、令和７年５月１日以後の港湾施設の使用に係る貨物通過

料で同日以後に徴収するものについて適用し、同日前の港湾施設の使用に係る貨物通過料及び同日以後の港湾施設の使用に係る貨物通過

料で同日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

�愛媛県規則第６号
愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則（平成１９年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

することが可能なものに限る。）に複

写したものの交付

することが可能なものに限る。）に複

写したものの交付

オ 省略 オ 省略

� 省略 � 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

様式第１号（第５条関係） 障害者雇用事業税不均一課税申告書

様式第１号（その１）（法人用）

省略 省略

注 省略

様式第１号（その１）の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、令和６年４月１日から令和７

年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記

載すること。

２～６ 省略

様式第１号（その２）（個人用）

注 省略

様式第１号（その１）の記載要領

１ 「基準事業年度」の欄は、令和３年４月１日から令和４

年３月３１日までの間に開始する最後の事業年度の期間を記

載すること。

２～６ 省略

様式第１号（その２）（個人用）

省略 省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「令和７年１月１日から同年１２月３１

日 まで」と記載すること。

２～６ 省略

注 省略

様式第１号（その２）の記載要領

１ 「基準年」の欄は、「令和４年１月１日から令和４年１２

月３１日まで」と記載すること。

２～６ 省略
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附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、様式第１号（その２）様式第１号（その２）の記載要領１の改正規定は、令和８

年１月１日から施行する。

�愛媛県規則第７号
愛媛県環境影響評価条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県環境影響評価条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県環境影響評価条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条

例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の

防止に関する条例 （平成１２年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。

（許可の申請）

第７条 省略

２ 条例第１０条第１項の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。

�～� 省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及

び災害の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。

（許可の申請）

第７条 省略

２ 条例第１０条第１項の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。

�～� 省略

� 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算（以

下「安定計算」という。）を行った場合にあっては、当該安定

計算を記載した書面

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４３条関係） 別表第４（第４３条関係）

１～３ 省略

４ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関す

る条例 （平成１２年愛媛県条例第２号）第９

条及び第１４条第１項

１～３ 省略

４ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号）第９

条及び第１４条第１項

別表第５（第４４条関係） 別表第５（第４４条関係）

１ 条例第２８条第２項第１号

の県の条例の規定であって

規則で定めるもの

� 省略

� 愛媛県土砂等の埋立て等

による土壌の汚染の防止に

関する条例

第１２条（同条例第１４条第４

項において準用する場合を

含む。）

１ 条例第２８条第２項第１号

の県の条例の規定であって

規則で定めるもの

� 省略

� 愛媛県土砂等の埋立て等

による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例

第１２条（同条例第１４条第４

項において準用する場合を

含む。）

２・３ 省略 ２・３ 省略

改 正 後 改 正 前
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� 省略

� 申請者（申請者が法人の場合にあっては、その役員（条例第

１２条第１項第４号エに規定する役員をいう。以下同じ。）を含

む。）が同号アからチまでに該当する者でない旨の誓約書（様

式第２号の３）

� 申請者が未成年者（条例第１２条第１項第４号セに規定する未

成年者をいう。以下同じ。）である場合にあっては、その法定

代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあって

は、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

４ 条例第１０条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。

	 第２項第１号、第２号、第４号及び第７号から第１３号までに

掲げる書類


～� 省略

５ 省略

第８条 削除

（条例第１２条第１項第４号キ、ソ及びタの規則で定める使用人）

第９条 条例第１２条第１項第４号キ、ソ及びタ（これらの規定を条

例第１４条第４項において準用する場合を含む。）の規則で定める

使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるも

のとする。

	・
 省略

第１０条 削除

（変更の許可の申請等）

第１１条 条例第１４条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、

特定事業区域又は特定事業場の面積に係る変更であって、当該変

更によって、条例第１０条の申請書に記載された当該面積（当該面

積について条例第１４条第１項の規定による変更の許可を受けたと

きは、その変更後のもの）から１０パーセント以上増加しない変更

とする。

� 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図

� 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる

場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断

面算定を記載した構造計算書

� 特定事業が別表第５に掲げる行為に該当する場合にあって

は、当該行為に該当することを証する書面

� 省略

� 申請者（申請者が法人の場合にあっては、その役員（条例第

１２条第１項第６号エに規定する役員をいう。以下同じ。）を含

む。）が同号アからチまでに該当する者でない旨の誓約書（様

式第２号の３）

� 申請者が未成年者（条例第１２条第１項第６号セに規定する未

成年者をいう。以下同じ。）である場合にあっては、その法定

代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあって

は、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し）

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

４ 条例第１０条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。

	 第２項第１号、第２号、第４号及び第１０号から第１７号までに

掲げる書類


～� 省略

５ 省略

（構造上の基準）

第８条 条例第１２条第１項第３号（条例第１４条第４項において準用

する場合を含む。）の規則で定める構造上の基準は別表第３に、

条例第１２条第２項第３号（条例第１４条第４項において準用する場

合を含む。）の規則で定める構造上の基準は別表第４に定めると

おりとする。

（条例第１２条第１項第６号キ、ソ及びタの規則で定める使用人）

第９条 条例第１２条第１項第６号キ、ソ及びタ（これらの規定を条

例第１４条第４項において準用する場合を含む。）の規則で定める

使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるも

のとする。

	・
 省略

（構造上の基準に係る適用除外）

第１０条 条例第１２条第３項（条例第１４条第４項において準用する場

合を含む。）の規則で定める行為は、別表第５に掲げる行為とす

る。

（変更の許可の申請等）

第１１条 条例第１４条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、

次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

	 特定事業区域又は特定事業場の面積に係る変更であって、当

該変更によって、条例第１０条の申請書に記載された当該面積

（当該面積について条例第１４条第１項の規定による変更の許可

を受けたときは、その変更後のもの）から１０パーセント以上増

加するもの


 特定事業に使用される土砂等の量に係る変更であって、当該

変更によって、条例第１０条第１項の申請書に記載された当該土
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別表第３から別表第５までを削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 省略

３ 条例第１４条第２項の規則で定める書類は、第７条第２項第２号

から第７号まで及び第１４号並びに同条第４項各号（同項第１号に

あっては、同条第２項第２号、第４号及び第７号 に係る

ものに限る。）に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。

４ 条例第１４条第３項の規定による規則で定める事項は、条例第９

条の許可を受けた者に係る次に掲げる事項とする。

� 条例第１２条第１項第４号セに規定する法定代理人

�～� 省略

５ 省略

６ 前項の届出書には、第７条第２項各号（同項第７号に係るもの

を除く。）及び第４項各号（同項第１号にあっては、同条第２項

第７号に係るものを除く。）に掲げる書類のうち届出に係る書類

を添付しなければならない。

（承継の届出）

第２０条 省略

２ 条例第２２条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。

� 省略

� 地位を承継した者（当該者が法人の場合にあっては、その役

員を含む。）が条例第１２条第１項第４号アからチまでに該当す

る者でない旨の誓約書

�～� 省略

砂等の量（当該土砂等の量について条例第１４条第１項の規定に

よる変更の許可を受けたときは、その変更後のもの）から１０パ

ーセント以上増加するもの

� 特定事業が完了した場合の特定事業場の構造に係る変更であ

って、次のいずれかに該当するもの（当該変更について、条例

第１４条第４項において準用する条例第１２条第３項の規定が適用

されるものを除く。）

ア 擁壁又は別表第３の５の項に規定するのり面の崩壊を防止

するための排水溝の施設を変更するもの

イ 別表第３の１の項、２の項又は６の項から８の項までのい

ずれかに規定する措置を変更するもの

ウ 当該変更により、のり面の勾配について、垂直距離に対す

る水平距離が減少するもの

２ 省略

３ 条例第１４条第２項の規則で定める書類は、第７条第２項第２号

から第１１号まで及び第１８号並びに同条第４項各号（同項第１号に

あっては、同条第２項第２号、第４号、第１０号及び第１１号に係る

ものに限る。）に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。

４ 条例第１４条第３項の規定による規則で定める事項は、条例第９

条の許可を受けた者に係る次に掲げる事項とする。

� 条例第１２条第１項第６号セに規定する法定代理人

�～� 省略

５ 省略

６ 前項の届出書には、第７条第２項各号（同項第１１号に係るもの

を除く。）及び第４項各号（同項第１号にあっては、同条第２項

第１１号に係るものを除く。）に掲げる書類のうち届出に係る書類

を添付しなければならない。

（承継の届出）

第２０条 省略

２ 条例第２２条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとす

る。

� 省略

� 地位を承継した者（当該者が法人の場合にあっては、その役

員を含む。）が条例第１２条第１項第６号アからチまでに該当す

る者でない旨の誓約書

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第７条関係） 特定事業許可申請書

（表）

様式第２号（第７条関係） 特定事業許可申請書

（表）

省略 省略

特定事業の施工期間
年 月 日から 年

月 日まで

特定事業の施工期間
年 月 日から 年

月 日まで

特定事業が完了した場合の特

定事業場の構造
別紙のとおり

省略 省略

特定事業区域内の浸透水を採

取するための措置
別紙のとおり
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特定事業区域内の浸透水を採

取するための措置
別紙のとおり

特定事業が施工されている間

において、特定事業区域以外

の地域への当該特定事業に使

用された土砂等の崩落、飛散

又は流出による災害の発生を

防止するための措置

別紙のとおり

注 省略

（裏）

注 省略

（裏）

添付書類

１～６ 省略

７ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関

する条例 （平成１２年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）第９条の２の規定により実施し

た周辺住民への特定事業の周知の実績に係る書面（様式

第２号の２）及び当該周知に用いた資料

８ 申請者（申請者が法人の場合にあっては、その役員

（条例第１２条第１項第４号エに規定する役員をいう。以

下同じ。）を含む。）が同号アからチまでに該当する者

でない旨の誓約書（様式第２号の３）

９ 申請者が未成年者（条例第１２条第１項第４号セに規定

する未成年者をいう。）である場合にあっては、その法

定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合

にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写

し）

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

添付書類

１～６ 省略

７ 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計

算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書

面

８ 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図

９ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を

用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応

力算定及び断面算定を記載した構造計算書

１０ 特定事業が愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年

愛媛県規則第３６号。以下「規則」という。）別表第５に

掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当

することを証する書面

１１ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）第９条の２の規定により実施し

た周辺住民への特定事業の周知の実績に係る書面（様式

第２号の２）及び当該周知に用いた資料

１２ 申請者（申請者が法人の場合にあっては、その役員

（条例第１２条第１項第６号エに規定する役員をいう。以

下同じ。）を含む。）が同号アからチまでに該当する者

でない旨の誓約書（様式第２号の３）

１３ 申請者が未成年者（条例第１２条第１項第６号セに規定

する未成年者をいう。）である場合にあっては、その法

定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合

にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写

し）

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

省略 省略

様式第２号の３（第７条、第２０条、様式第２号、様式第３号、様式

第５号、様式第１２号関係） 誓約書

（表）

様式第２号の３（第７条、第２０条、様式第２号、様式第３号、様式

第５号、様式第１２号関係） 誓約書

（表）

省略

申請者（届出者）（申請者（届出者）が法人の場合にあっ

ては、その役員（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染

の防止に関する条例 （平成１２年愛媛県条例第

２号）第１２条第１項第４号エに規定する役員をいう。）を含

む。）は、同号アからチまでのいずれにも該当しないことを

誓約します。

省略

申請者（届出者）（申請者（届出者）が法人の場合にあっ

ては、その役員（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第

２号）第１２条第１項第６号エに規定する役員をいう。）を含

む。）は、同号アからチまでのいずれにも該当しないことを

誓約します。
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注 省略

（裏）

注 省略

（裏）

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関

する条例（抜粋）

省略

�～� 省略

� 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

省略

エ 第７条第２項若しくは第３項又は 第２２

条の２ の規定による命令を受け、当該命令

に係る必要な措置が完了していない者（当該命令を受

けた者が法人である場合にあっては、当該命令の日に

当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対

し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。以下同じ。）であった者を含む。）

オ 第２３条 （第３号エに係る部分を除く。）の規

定により許可を取り消され、その取消しの日から５年

を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人で

ある場合（同号ウに該当することにより許可が取り消

された場合を除く。）にあっては、当該取消しの処分

に係る愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第４８

号）第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に

当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年

を経過しないものを含む。）

カ 第２３条 （第３号エに係る部分を除く。）の規

定による許可の取消しの処分に係る愛媛県行政手続条

例第１５条の規定による通知があった日から当該処分を

する日又は処分をしないことを決定する日までの期間

内に第２１条第２項の規定による廃止の届出をした者

（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）

で、当該届出の日から５年を経過しないもの

省略

ク 第２３条 の規定により特定事業の停止を命ぜら

れ、その停止の期間が経過しない者（当該命令を受け

た者が法人である場合にあっては、当該命令の日に当

該法人の役員であった者を含む。）

省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例（抜粋）

省略

�～� 省略

� 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

省略

エ 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第２２

条の２又は第２４条の規定による命令を受け、当該命令

に係る必要な措置が完了していない者（当該命令を受

けた者が法人である場合にあっては、当該命令の日に

当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対

し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。以下同じ。）であった者を含む。）

オ 第２３条第１項（第３号エに係る部分を除く。）の規

定により許可を取り消され、その取消しの日から５年

を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人で

ある場合（同号ウに該当することにより許可が取り消

された場合を除く。）にあっては、当該取消しの処分

に係る愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第４８

号）第１５条の規定による通知があった日前６０日以内に

当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年

を経過しないものを含む。）

カ 第２３条第１項（第３号エに係る部分を除く。）の規

定による許可の取消しの処分に係る愛媛県行政手続条

例第１５条の規定による通知があった日から当該処分を

する日又は処分をしないことを決定する日までの期間

内に第２１条第２項の規定による廃止の届出をした者

（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）

で、当該届出の日から５年を経過しないもの

省略

ク 第２３条第１項の規定により特定事業の停止を命ぜら

れ、その停止の期間が経過しない者（当該命令を受け

た者が法人である場合にあっては、当該命令の日に当

該法人の役員であった者を含む。）

省略

様式第２号の４（第７条、第２０条、様式第２号、様式第３号、様式

第５号、様式第１２号関係） 法定代理人・役員・使用人等一覧表

様式第２号の４（第７条、第２０条、様式第２号、様式第３号、様式

第５号、様式第１２号関係） 法定代理人・役員・使用人等一覧表

省略 省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条

例施行規則 （平成１２年愛媛県規則第３６号）第

９条に定める使用人がある場合

省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）第

９条に定める使用人がある場合

省略

注 省略

様式第３号（第７条関係） 特定事業（一時堆積事業）許可申請書

（表）

注 省略

様式第３号（第７条関係） 特定事業（一時堆積事業）許可申請書

（表）

省略 省略
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特定事業の施工期間
年 月 日から 年

月 日まで

特定事業の施工期間
年 月 日から 年

月 日まで

特定事業場の構造 別紙のとおり

省略 省略

注 省略

（裏）

注 省略

（裏）

添付書類

１～６ 省略

７ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関

する条例 （平成１２年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）第９条の２の規定により実施し

た周辺住民への特定事業の周知の実績に係る書面（様式

第２号の２）及び当該周知に用いた資料

８ 申請者（申請者が法人の場合にあっては、その役員

（条例第１２条第１項第４号エに規定する役員をいう。以

下同じ。）を含む。）が同号アからチまでに該当する者

でない旨の誓約書（様式第２号の３）

９ 申請者が未成年者（条例第１２条第１項第４号セに規定

する未成年者をいう。）である場合にあっては、その法

定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合

にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写

し）

１０ 省略

１１ 省略

１２ 申請者に愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染に

関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）第９

条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住

民票の写し

１３ 省略

１４ 省略

添付書類

１～６ 省略

７ 特定事業が愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染

及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年

愛媛県規則第３６号。以下「規則」という。）別表第５に

掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当

することを証する書面

８ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の

発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号。

以下「条例」という。）第９条の２の規定により実施し

た周辺住民への特定事業の周知の実績に係る書面（様式

第２号の２）及び当該周知に用いた資料

９ 申請者（申請者が法人の場合にあっては、その役員

（条例第１２条第１項第６号エに規定する役員をいう。以

下同じ。）を含む。）が同号アからチまでに該当する者

でない旨の誓約書（様式第２号の３）

１０ 申請者が未成年者（条例第１２条第１項第６号セに規定

する未成年者をいう。）である場合にあっては、その法

定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合

にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写

し）

１１ 省略

１２ 省略

１３ 申請者に規則

第９

条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住

民票の写し

１４ 省略

１５ 省略

様式第４号（第１１条関係） 特定事業変更許可申請書

（表） 省略

（裏）

様式第４号（第１１条関係） 特定事業変更許可申請書

（表） 省略

（裏）

添付書類（その内容に変更がない限り、添付を要しない。）

１ 特定事業（一時堆積事業を除く。）の変更に係る申請

の場合には、次の書類

�～� 省略

添付書類（その内容に変更がない限り、添付を要しない。）

１ 特定事業（一時堆積事業を除く。）の変更に係る申請

の場合には、次の書類

�～� 省略

� 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定

計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載し

た書面

� 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図

� 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁

を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計

画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

� 特定事業が愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚

染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成
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� 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に

関する条例 （平成１２年愛媛県条例第２

号）第１４条第４項において準用する同条例第９条の２

の規定により実施した周辺住民への特定事業の周知の

実績に係る書面（様式第２号の２）及び当該周知に用

いた資料

� 省略

２ 特定事業（一時堆積事業）の変更に係る申請の場合に

は、次の書類

� １�、�及び� に掲げる書類

�～� 省略

１２年愛媛県規則第３６号）別表第５に掲げる行為に該当

する場合にあっては、当該行為に該当することを証す

る書面

� 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２

号）第１４条第４項において準用する同条例第９条の２

の規定により実施した周辺住民への特定事業の周知の

実績に係る書面（様式第２号の２）及び当該周知に用

いた資料

� 省略

２ 特定事業（一時堆積事業）の変更に係る申請の場合に

は、次の書類

� １�、�、	及び�に掲げる書類

�～� 省略

省略 省略

様式第５号（第１１条関係） 特定事業変更届

（表） 省略

（裏）

様式第５号（第１１条関係） 特定事業変更届

（表） 省略

（裏）

添付書類（その内容に変更がない限り、添付を要しない。）

１ 特定事業（一時堆積事業を除く。）の変更に係る届出

の場合には、次の書類

�～� 省略

� 届出者（届出者が法人の場合にあっては、その役員

（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に

関する条例 （平成１２年愛媛県条例第２

号。以下「条例」という。）第１２条第１項第４号エに

規定する役員をいう。以下同じ。）が、同号アからチ

までに該当する者でない旨の誓約書（様式第２号の

３）


 届出者が未成年者（条例第１２条第１項第４号セに規

定する未成年者をいう。）である場合にあっては、そ

の法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人であ

る場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住

民票の写し）

	 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 特定事業（一時堆積事業）の変更に係る届出の場合に

添付書類（その内容に変更がない限り、添付を要しない。）

１ 特定事業（一時堆積事業を除く。）の変更に係ると届

出の場合には、次の書類

�～� 省略

� 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定

計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載し

た書面


 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図

	 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁

を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計

画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

� 特定事業が愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚

染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成

１２年愛媛県規則第３６号）別表第５に掲げる行為に該当

する場合にあっては、当該行為に該当することを証す

る書面

� 届出者（届出者が法人の場合にあっては、その役員

（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２

号。以下「条例」という。）第１２条第１項第６号エに

規定する役員をいう。以下同じ。）が、同号アからチ

までに該当する者でない旨の誓約書（様式第２号の

３）

� 届出者が未成年者（条例第１２条第１項第６号セに規

定する未成年者をいう。）である場合にあっては、そ

の法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人であ

る場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住

民票の写し）

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 特定事業（一時堆積事業）の変更に係る届出の場合に
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は、次の書類

� １�、�、�及び�から�までに掲げる書類

�～� 省略

は、次の書類

� １�、�、�及び�から�までに掲げる書類

�～� 省略

様式第６号（第１２条、第１２条の２、様式第７号の２関係） 土砂等

搬入届

様式第６号（第１２条、第１２条の２、様式第７号の２関係） 土砂等

搬入届

省略 省略

土砂等の搬入期間
年 月 日から 年

月 日まで

土砂等の区分

土砂等の搬入期間
年 月 日から 年

月 日まで

省略 省略

添付書類

１ 省略

２ 検査試料採取調書（様式第１号の２）及び当該検査の

結果を証明する書面（環境計量士が発行したものに限

る。）。ただし、愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の

汚染の防止に関する条例 （平成１２年愛媛

県条例第２号）第１５条第１項各号のいずれかに該当する

場合にあっては、これらの書類の添付を省略することが

できる。

添付書類

１ 省略

２ 検査試料採取調書（様式第１号の２）及び当該検査の

結果を証明する書面（環境計量士が発行したものに限

る。）。ただし、愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の

汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛

県条例第２号）第１５条第１項各号のいずれかに該当する

場合にあっては、これらの書類の添付を省略することが

できる。

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第７号（第１２条、様式第６号、様式第７号の２関係） 土砂等

採取場所証明書

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 「土砂等の区分」の欄には、愛媛県土砂等の埋立て等に

よる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規

則（平成１２年愛媛県規則第３６号）別表第３の３の項の表の

土砂等の区分を記載すること。

様式第７号（第１２条、様式第６号、様式第７号の２関係） 土砂等

採取場所証明書

省略 省略

証明に係る土砂等の量
証明に係る土砂等の量

土砂等の区分

省略 省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する

条例 （平成１２年愛媛県条例第２号）第９条の

許可を受けた者が特定事業区域に搬入する土砂等は、上記の

とおり採取された土砂等であること並びに廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規

定する廃棄物でないこと及び当該廃棄物の混入がないことを

証明します。

省略

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生

の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号）第９条の

許可を受けた者が特定事業区域に搬入する土砂等は、上記の

とおり採取された土砂等であること並びに廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規

定する廃棄物でないこと及び当該廃棄物の混入がないことを

証明します。

省略

省略 省略

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第７号の２（第１２条、第１２条の２関係） 土砂等搬入変更届

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 「土砂等の区分」の欄には、愛媛県土砂等の埋立て等に

よる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規

則（平成１２年愛媛県規則第３６号）別表第３の３の項の表の

土砂等の区分を記載すること。

様式第７号の２（第１２条、第１２条の２関係） 土砂等搬入変更届

省略

添付書類（土砂等搬入届（様式第６号）に添付した書類から

内容に変更がない場合は、添付を要しない。）

１ 省略

２ 検査試料採取調書（様式第１号の２）及び当該検査の

省略

添付書類（土砂等搬入届（様式第６号）に添付した書類から

内容に変更がない場合は、添付を要しない。）

１ 省略

２ 検査試料採取調書（様式第１号の２）及び当該検査の
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結果を証明する書面（環境計量士が発行したものに限

る。）。ただし、愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の

汚染の防止に関する条例 （平成１２年愛媛

県条例第２号）第１５条第１項各号のいずれかに該当する

場合にあっては、これらの書類の添付を省略することが

できる。

結果を証明する書面（環境計量士が発行したものに限

る。）。ただし、愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の

汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛

県条例第２号）第１５条第１項各号のいずれかに該当する

場合にあっては、これらの書類の添付を省略することが

できる。

注 省略

様式第７号の３（第１２条の２関係） 土砂等管理台帳

様式第７号の３（その１） 土砂等管理台帳（一時堆積事業以

外）

注 省略

様式第７号の３（第１２条の２関係） 土砂等管理台帳

様式第７号の３（その１） 土砂等管理台帳（一時堆積事業以

外）

省略 省略

注１～３ 省略

４ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関す

る条例 （平成１２年愛媛県条例第２号）第１５

条の３第５号に掲げる事項を記載する場合にあっては、別

紙に記載の上、添付すること。

別紙 省略

様式第７号の３（その２） 土砂等管理台帳（一時堆積事業）

注１～３ 省略

４ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号）第１５

条の３第５号に掲げる事項を記載する場合にあっては、別

紙に記載の上、添付すること。

別紙 省略

様式第７号の３（その２） 土砂等管理台帳（一時堆積事業）

省略 省略

注１～３ 省略

４ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関す

る条例 （平成１２年愛媛県条例第２号）第１５

条の３第５号に掲げる事項を記載する場合にあっては、別

紙に記載の上、添付すること。

別紙 省略

様式第１１号（第１９条関係） 特定事業廃止（休止・再開）届

注１～３ 省略

４ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号）第１５

条の３第５号に掲げる事項を記載する場合にあっては、別

紙に記載の上、添付すること。

別紙 省略

様式第１１号（第１９条関係） 特定事業廃止（休止・再開）届

省略 省略

特定事業が一時堆積事業であ

る場合にあっては、特定事業

区域の面積のうち土砂等が堆

積されている面積

㎡

特定事業の廃止の場合にあっ

ては、特定事業区域の構造
別紙のとおり

特定事業の休止の場合にあっ

ては、特定事業区域以外の地

域への当該特定事業に使用さ

れた土砂等の崩落、飛散又は

流出による災害の発生を防止

するために必要な措置

別紙のとおり

特定事業が一時堆積事業であ

る場合にあっては、特定事業

区域の面積のうち土砂等が堆

積されている面積

㎡

注 省略

様式第１２号（第２０条関係） 特定事業承継届

注 省略

様式第１２号（第２０条関係） 特定事業承継届

省略 省略

添付書類

１・２ 省略

３ 地位を承継した者（当該者が法人の場合にあっては、

その役員（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の

防止に関する条例 （平成１２年愛媛県条例

第２号。以下「条例」という。）第１２条第１項第４号エ

に規定する役員をいう。以下同じ。）を含む。）が同号

アからチまでに該当する者でない旨の誓約書（様式第２

添付書類

１・２ 省略

３ 地位を承継した者（当該者が法人の場合にあっては、

その役員（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及

び災害の発生の防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例

第２号。以下「条例」という。）第１２条第１項第６号エ

に規定する役員をいう。以下同じ。）を含む。）が同号

アからチまでに該当する者でない旨の誓約書（様式第２
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（愛媛県法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則（令和４年愛媛

県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、令和７年５月２３日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

様式第２号、様式第２号の３、様式第２号の４、様式第３号及び様式第４号の規定による書類は、改正後の愛媛県土砂等の埋立て等によ

る土壌の汚染の防止に関する条例施行規則様式第２号、様式第２号の３、様式第２号の４、様式第３号及び様式第４号の規定による書類

とみなす。

�愛媛県規則第８号
愛媛県公衆衛生獣医師確保修学資金等貸与条例施行規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公衆衛生獣医師確保修学資金等貸与条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県公衆衛生獣医師確保修学資金等貸与条例（令和７年愛媛県条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。

（貸与限度額）

第２条 条例第３条第１項本文の規則で定める額は、次の各号に掲げる修学資金等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

� 修学資金 次の表の左欄に掲げる貸費生の在学する大学の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区 分 月額

国（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人を含む。）又は地方公共団体（地方

独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に規定する公立大学法人を含む。）の設置する大学
１２万円

私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人の設置する大学（愛媛県内に所在するものを除く。） ２０万円

私立学校法第３条に規定する学校法人の設置する大学（愛媛県内に所在するものに限る。） ２２万円

号の３）

４ 地位を承継した者が未成年者（条例第１２条第１項第４

号セに規定する未成年者をいう。）である場合にあって

は、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人

である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の

住民票の写し）

５・６ 省略

７ 地位を承継した者に愛媛県土砂等の埋立て等による土

壌の汚染の防止に関する条例施行規則

（平成１２年愛媛県規則第３６号）第９条に規定する使用人

がある場合にあっては、その者の住民票の写し

８ 省略

号の３）

４ 地位を承継した者が未成年者（条例第１２条第１項第６

号セに規定する未成年者をいう。）である場合にあって

は、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人

である場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の

住民票の写し）

５・６ 省略

７ 地位を承継した者に愛媛県土砂等の埋立て等による土

壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

（平成１２年愛媛県規則第３６号）第９条に規定する使用人

がある場合にあっては、その者の住民票の写し

８ 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

次に掲げる法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に職員が

携帯するその身分を示す証明書は、他の規則の規定にかかわらず、

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書（別記様式）に

よることができる。

�～� 省略

� 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条

例 （平成１２年愛媛県条例第２号）第２６条第１項

� 省略

次に掲げる法律及び条例の規定に基づく立入検査等の際に職員が

携帯するその身分を示す証明書は、他の規則の規定にかかわらず、

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書（別記様式）に

よることができる。

�～� 省略

� 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例（平成１２年愛媛県条例第２号）第２６条第１項

� 省略
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� 入学手続金 次に掲げる額の合計額

ア 入学金等（大学の学則の規定により入学の際に当該大学に納める入学金その他の費用で授業料及びウに掲げるもの以外のものをい

う。以下同じ。）の額

イ 大学の学則に規定する入学年次の授業料の額に２分の１を乗じて得た額

ウ 実習に要する費用その他の入学年次に納める費用として大学の学則に規定するもの（以下「入学年次実習費等」という。）の額

（貸与の申請）

第３条 修学資金等の貸与を受けようとする者は、公衆衛生獣医師確保修学資金等貸与申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、

知事に提出しなければならない。ただし、当該申請をする日の属する年度に大学に入学した者にあっては第５号に掲げる書類の添付を要

しないものとし、入学手続金の貸与を受けようとする者以外の者にあっては第６号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

� 本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書

� 身上調書（様式第２号）

� 推薦書（様式第３号）

� 保証人の印鑑証明書

� 大学の前学年分の学業成績表

� 大学に入学金等、入学年次の授業料及び入学年次実習費等を納めたことを証する書類

� その他知事が必要と認める書類

（保証人）

第４条 修学資金等の貸与を受けようとする者は、２人の保証人を立てなければならない。

２ 前項の保証人は、貸費生と連帯して債務を負担するものとする。

３ 第１項の保証人は、独立の生計を営み、修学資金等の返還の債務を負担することができる資力を有する成年者でなければならない。

（貸費生の採用）

第５条 知事は、第３条の規定による申請があったときは、書面による審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行うものとする。

２ 知事は、前項の規定による審査の結果、貸費生の採否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

（借用証書の提出）

第６条 貸費生（貸費生が死亡したときは、その保証人）は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、貸与を受けた修学

資金等の全額について保証人と連署した借用証書（様式第４号）に修学資金等の貸与の日及び額が確認できる書類並びに保証人の印鑑証

明書を添えて、知事に提出しなければならない。

� 条例第３条に規定する期間が満了したとき。

� 条例第４条の規定により修学資金等の貸与が取り消されたとき。

（免除又は猶予の申請）

第７条 条例第６条又は第８条の規定により修学資金等の返還の債務の免除を受けようとする者は、公衆衛生獣医師確保修学資金等返還免

除申請書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

� 条例第６条第１項第２号又は第８条第３号に該当する場合にあっては、その状況を証する書類

� その他知事が必要と認める書類

２ 条例第６条第１項第１号イの規則で定める休職の期間は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間とする。

３ 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第

３条第１項に規定する派遣職員の派遣先の機関の業務又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第

３条第１号に規定する派遣職員の派遣先団体（同条例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務（当該業務に係る労働

者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２

項第１号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）を含む。）を公

務とみなす。

４ 条例第６条第２項の規則で定める大学の学年は、第４学年とする。

５ 条例第９条の規定による修学資金等の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、公衆衛生獣医師確保修学資金等返還猶予申請書

（様式第６号）にその理由を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

６ 知事は、修学資金等の返還の債務の免除又は履行の猶予の申請に係る承認をするか否かの決定をしたときは、その旨を申請者に通知す

るものとする。

（退学届等）

第８条 貸費生又は貸費生であった者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書（様式第７号）にその該当する事実を証する書類

を添えて、当該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならない。

� 大学を退学し、休学し、若しくは卒業し、又は大学に留年し、若しくは復学したとき。

� 大学において停学その他の処分を受けたとき。
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� 修学資金等の貸与を受けることを辞退するとき。

� 条例第６条第２項に規定する知事が定める金銭の給付又は貸与を受けることとなったとき。

� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９７条に規定する大学院に入学したとき。

� 県の職員でなくなったとき。

� 県の獣医師としての業務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

� 氏名又は住所を変更したとき。

� 獣医師の免許を取得したとき。

� 獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）第８条第１項又は第２項の規定による処分を受けたとき。

	 保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。

（死亡の届出）

第９条 貸費生又は貸費生であった者が死亡したときは、その者の遺族又は保証人は、貸費生死亡届出書（様式第８号）に死亡を証する戸

籍抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は死亡診断書を添えて、知事に提出しなければならない。

（保証人の異動）

第１０条 貸費生又は貸費生であった者は、保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたと

きは、保証人変更届出書（様式第９号）に新たに保証人となる者の印鑑証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

（学業成績表の提出）

第１１条 貸費生は、大学の前学年分の学業成績表を毎年４月１５日までに知事に提出しなければならない。

（補則）

第１２条 この規則に定めるもののほか、修学資金等に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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様式第１号（第３条関係） 公衆衛生獣医師確保修学資金等貸与申請書
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様式第２号（第３条、様式第１号関係） 身上調書
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様式第３号（第３条、様式第１号関係） 推薦書
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様式第４号（第６条関係） 借用証書
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様式第５号（第７条関係） 公衆衛生獣医師確保修学資金等返還免除申請書
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様式第６号（第７条関係） 公衆衛生獣医師確保修学資金等返還猶予申請書
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様式第７号（第８条関係） 届出書
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様式第８号（第９条関係） 貸費生死亡届出書
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様式第９号（第１０条関係） 保証人変更届出書
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訓 令

�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する県民環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

循

環

型

社

会

推

進

課

１～７

省略

循

環

型

社

会

推

進

課

１～７

省略

８ 愛媛

県土砂

等の埋

立て等

による

土壌の

汚染

の防止

に関す

る条例

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略 ８ 愛媛

県土砂

等の埋

立て等

による

土壌の

汚染及

び災害

の発生

の防止

に関す

る条例

の施行

に関す

る事務

１・２ 省略

３ 立 入 検 査 等（第２６条 第１

項）

○

９ 省略 ９ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、令和７年５月２３日に施行する。

環

境

保

全

課

１～１６

省略

環

境

保

全

課

１～１６

省略

１７ 愛媛

県土砂

等の埋

立て等

による

土壌の

汚染

の防止

に関す

る条例

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 １７ 愛媛

県土砂

等の埋

立て等

による

土壌の

汚染及

び災害

の発生

の防止

に関す

る条例

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１０ 省略

�の１１ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染

の防止に関する条例（以下「土砂埋立て等規制条例」とい

う。）第７条第２項の規定に基づく土砂基準に適合しない場合

の情報提供及び措置命令に関すること。

�の１２～�の１２の４ 省略

�の１３ 削除

�の１４～�の２６の２ 省略

�の２７ 土砂埋立て等規制条例第２３条 の規定に基づく許可の取

消し又は停止命令に関すること。

�の２８ 削除

�の２９～�の３１ 省略

�の３２ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染 の

防止に関する条例施行規則第４条の２第３項（同規則第４条の３第

１項、第１４条第２項及び第１５条において準用する場合を含む。）の

規定に基づく試料の採取の期日及び試料の採取に立ち会う職員の指

定に関すること。

�～�１０１ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の１０ 省略

�の１１ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発

生の防止に関する条例（以下「土砂埋立て等規制条例」とい

う。）第７条第２項の規定に基づく土砂基準に適合しない場合

の情報提供及び措置命令に関すること。

�の１２～�の１２の４ 省略

�の１３ 土砂埋立て等規制条例第８条第２項の規定に基づく災害

防止のための措置命令に関すること。

�の１４～�の２６の２ 省略

�の２７ 土砂埋立て等規制条例第２３条第１項の規定に基づく許可の取

消し又は停止命令に関すること。

�の２８ 土砂埋立て等規制条例第２４条の規定に基づく措置命令に関す

ること。

�の２９～�の３１ 省略

�の３２ 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例施行規則第４条の２第３項（同規則第４条の３第

１項、第１４条第２項及び第１５条において準用する場合を含む。）の

規定に基づく試料の採取の期日及び試料の採取に立ち会う職員の指

定に関すること。

�～�１０１ 省略
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人事委員会規則

��������������

�愛媛県人事委員会規則６―２２４
一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則

一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―１６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２７７
職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―０）の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（端数計算）

第２条 条例第７条第１項に規定する特定任期付

職員 について、同条第４項 の規定に

よる給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第３条 省略

第４条 省略

（初任給等規則の規定の適用に関する読替え）

第５条 前条の規定の適用を受ける第２条第２項任期付職員につい

ては、初任給等規則第８条の２第１号中「第１７条」とあるのは

「一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則６―１６２）第４条」と、初任給等規則第２４条第２項第２号中

「第１７条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規

則第４条」として、これらの規定を適用する。

第６条 省略

第７条 省略

（端数計算）

第２条 特定任期付職員（条例第７条第１項に規定する特定任期付

職員をいう。以下同じ。）について、条例第７条第４項の規定に

よる給料月額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額をもって当該職員の給料月額とする。

（特定任期付職員業績手当）

第３条 条例第７条第５項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、

同条第２項又は第３項の規定により特定任期付職員の給料月額が

決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第４条 特定任期付職員業績手当は、１２月１日（以下「基準日」と

いう。）に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員とし

て採用された日から当該基準日までの間（特定任期付職員業績手

当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の

当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間）にその

者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げた

と認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期

末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７―２０４）第１５条に規定する期末手当の支給日に支給すること

ができるものとする。

第５条 省略

第６条 省略

（初任給等規則の規定の適用に関する読替え）

第７条 前条の規定の適用を受ける第２条第２項任期付職員につい

ては、初任給等規則第８条の２第１号中「第１７条」とあるのは

「一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会

規則６―１６２）第６条」と、初任給等規則第２４条第２項第２号中

「第１７条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規

則第６条」として、これらの規定を適用する。

第８条 省略

第９条 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条第２項及び第３項に

規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益的法

人等派遣職員の派遣先団体（公益的法人等派遣条例第２条第３

項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負傷若し

くは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益的法人

等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険法

（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当該業

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条第２項及び第３項に

規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益的法

人等派遣職員の派遣先団体（公益的法人等派遣条例第２条第３

項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負傷若し

くは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益的法人

等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険法

（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当該業

改 正 後 改 正 前

（超過勤務手当等）

第１３条の２ 省略

２ 省略

３ 条例第１４条第３項に規定する人事委員会規則で定める時間は、

週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤

務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

�・� 省略

� 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の次に掲げ

る期間の正規の勤務時間のうち、当該期間の区分に応じそれぞ

れ次に定める時間を超える時間（前２号に掲げる時間を除

く。）

ア 省略

イ 職員勤務時間等条例第１１条第４項 の規定により

勤務時間を割り振らない日の設定又は勤務時間の割振りを行

う同項 に規定する単位期間 ３８時間４５分に当該単位期

間の週の数を乗じて得た時間（週休日の振替等により勤務し

た日の属する週に休日等がある場合にあつては、これに当該

休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間）

４・５ 省略

様式第４号（第２０条関係） 勤務時間の振替簿

省略

（超過勤務手当等）

第１３条の２ 省略

２ 省略

３ 条例第１４条第３項に規定する人事委員会規則で定める時間は、

週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤

務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

�・� 省略

� 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の次に掲げ

る期間の正規の勤務時間のうち、当該期間の区分に応じそれぞ

れ次に定める時間を超える時間（前２号に掲げる時間を除

く。）

ア 省略

イ 職員勤務時間等条例第１１条第４項又は第５項の規定により

勤務時間の割振りを行

う同条第４項に規定する単位期間 ３８時間４５分に当該単位期

間の週の数を乗じて得た時間（週休日の振替等により勤務し

た日の属する週に休日等がある場合にあつては、これに当該

休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間）

４・５ 省略

様式第４号（第２０条関係） 勤務時間の振替簿

省略

省略 省略

注 「あらかじめ勤務時間を割り振られた４週間又は単位期間

の範囲」欄及び「振替後の４週間の期間又は単位期間におけ

る正規の勤務時間の合計」欄は、職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条

第３項ただし書又は第４項 の規定の適用を受ける職

員のみ記入すること。

注 「あらかじめ勤務時間を割り振られた４週間又は単位期間

の範囲」欄及び「振替後の４週間の期間又は単位期間におけ

る正規の勤務時間の合計」欄は、職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１１条

第３項ただし書、第４項又は第５項の規定の適用を受ける職

員のみ記入すること。

改 正 後 改 正 前
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（農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則の一部改正）

第３条 農林漁業普及指導手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２２５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第４条 会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１２２３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１

号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同

条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による負傷

若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から次に掲

げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」とい

う。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなかつ

た全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

ア・イ 省略

ウ 職員休暇条例第１１条第３項及び第５項 又は教育職

員休暇条例第１１条第２項及び第３項並びに教育職員の給与等

に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下

「特別措置条例」という。）第６条第２項及び第７条第１項

の規定による週休日

エ 職員休暇条例第１１条第４項及び同条第６項において読み替

えて準用する同条第５項の規定による勤務時間を割り振らな

い日

オ 省略

カ 省略

�～� 省略

務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１

号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同

条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による負傷

若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から次に掲

げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」とい

う。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなかつ

た全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

ア・イ 省略

ウ 職員休暇条例第１１条第３項、第５項及び第６項又は教育職

員休暇条例第１１条第２項及び第３項並びに教育職員の給与等

に関する特別措置条例（昭和４６年愛媛県条例第４２号。以下

「特別措置条例」という。）第６条第２項及び第７条第１項

の規定による週休日

エ 省略

オ 省略

�～� 省略

（超過勤務手当に相当する報酬等）

第４条 省略

２ 条例第６条第１項第１号に規定する人事委員会規則で定める勤

務は、正規の勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間外にし

た勤務のうちその勤務の時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務（以下

（超過勤務手当に相当する報酬等）

第４条 省略

２ 条例第６条第１項第１号に規定する人事委員会規則で定める勤

務は、正規の勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間外にし

た勤務のうちその勤務の時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務（以下

改 正 後 改 正 前

（支給の要件）

第３条 月の初日から末日までの間において職員の休日、休暇並び

に勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第２条

第１項に規定する休日（同条例第２条の２第１項の規定により代

休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤

務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日）、同条例第１１

条第３項又は第５項 の規定による週休日及び同条第４

項又は同条第６項において読み替えて準用する同条第５項の規定

による勤務時間を割り振らない日に該当しない日（以下「勤務を

要する日」という。）のうち、前条各号に掲げる事務に従事して

いる日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害

補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定

する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病によるものとして承

認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月

の勤務を要する日の合計の２分の１未満となる場合には、前条の

規定にかかわらず、農林漁業普及指導手当を支給しない。

（支給の要件）

第３条 月の初日から末日までの間において職員の休日、休暇並び

に勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第２条

第１項に規定する休日（同条例第２条の２第１項の規定により代

休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤

務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日）及び同条例第

１１条第３項、第５項又は第６項の規定による週休日

に該当しない日（以下「勤務を

要する日」という。）のうち、前条各号に掲げる事務に従事して

いる日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害

補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定

する通勤をいう。）による負傷若しくは疾病によるものとして承

認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月

の勤務を要する日の合計の２分の１未満となる場合には、前条の

規定にかかわらず、農林漁業普及指導手当を支給しない。

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

５６

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第５条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

「７時間４５分に達するまでの間の超過勤務」という。）をした週

について、次に掲げる時間を順次（第３号に掲げる時間について

は、その週の初日から末日までの時間を順次）加えた場合におい

て、当該順次加えた時間が３８時間４５分（その週に条例第７条の規

定により休日給に相当する報酬を支給されることとなる休日（国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

をいう。以下同じ。）又はその代休日（勤務時間が割り振られた

休日に当該割り振られた勤務時間の全部について特に勤務するこ

とを命じられた場合において、任命権者の定める当該休日前の当

該休日に代わる日をいう。）（以下「休日等」という。）がある

場合にあっては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を

加えた時間）を超えた日以後の日の当該超えた同号に掲げる時間

に係る勤務とする。

� 省略

� 勤務時間を割り振らない日の振替（勤務日を勤務時間を割り

振らない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。）又

は４時間の勤務時間の割り振り変更（４時間の勤務時間のみが

割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち４時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を勤務

することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。）（以

下「勤務時間を割り振らない日の振替等」という。）により割

り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間（条例第

６条第２項において読み替えて準用する職員給与条例第１４条第

３項の規定により超過勤務手当に相当する報酬が支給される時

間を除く。）

� 省略

３ 条例第６条第２項及び第１６条第３項において読み替えて準用す

る職員給与条例第１４条第３項に規定する人事委員会規則で定める

時間は、勤務時間を割り振らない日の振替等により割り振り変更

前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時

間を除く時間とする。

� 勤務時間を割り振らない日の振替等により勤務した日の正規

の勤務時間のうち、７時間４５分を超える時間

� 勤務時間を割り振らない日の振替等により勤務時間が割り振

られた後の１週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合に

応じそれぞれ次に定める時間を超える時間（前号に掲げる時間

を除く。）

ア・イ 省略

� 勤務時間を割り振らない日の振替等により勤務時間が割り振

られた後の任命権者が４週間ごとの期間について特別の勤務に

従事する会計年度任用職員の勤務時間を割り振らない日及び勤

務時間の割り振りについて別に定めるところにより勤務時間の

割り振りを行う４週間の期間における正規の勤務時間の合計の

うち、１５５時間（勤務時間を割り振らない日の振替等により勤

務した日の属する週に休日等がある場合にあっては、これに当

該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間）を超える時

間（前２号に掲げる時間を除く。）

４・５ 省略

「７時間４５分に達するまでの間の超過勤務」という。）をした週

について、次に掲げる時間を順次（第３号に掲げる時間について

は、その週の初日から末日までの時間を順次）加えた場合におい

て、当該順次加えた時間が３８時間４５分（その週に条例第７条の規

定により休日給に相当する報酬を支給されることとなる休日（国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

をいう。以下同じ。）又はその代休日（勤務時間が割り振られた

休日に当該割り振られた勤務時間の全部について特に勤務するこ

とを命じられた場合において、任命権者の定める当該休日前の当

該休日に代わる日をいう。）（以下「休日等」という。）がある

場合にあっては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を

加えた時間）を超えた日以後の日の当該超えた同号に掲げる時間

に係る勤務とする。

� 省略

� 週休日 の振替（勤務日を週休日

に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。）又

は４時間の勤務時間の割り振り変更（４時間の勤務時間のみが

割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち４時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を勤務

することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。）（以

下「週休日 の振替等」という。）により割

り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間（条例第

６条第２項において読み替えて準用する職員給与条例第１４条第

３項の規定により超過勤務手当に相当する報酬が支給される時

間を除く。）

� 省略

３ 条例第６条第２項及び第１６条第３項において読み替えて準用す

る職員給与条例第１４条第３項に規定する人事委員会規則で定める

時間は、週休日 の振替等により割り振り変更

前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時

間を除く時間とする。

� 週休日 の振替等により勤務した日の正規

の勤務時間のうち、７時間４５分を超える時間

� 週休日 の振替等により勤務時間が割り振

られた後の１週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合に

応じそれぞれ次に定める時間を超える時間（前号に掲げる時間

を除く。）

ア・イ 省略

� 週休日 の振替等により勤務時間が割り振

られた後の任命権者が４週間ごとの期間について特別の勤務に

従事する会計年度任用職員の週休日 及び勤

務時間の割り振りについて別に定めるところにより勤務時間の

割り振りを行う４週間の期間における正規の勤務時間の合計の

うち、１５５時間（週休日 の振替等により勤

務した日の属する週に休日等がある場合にあっては、これに当

該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間）を超える時

間（前２号に掲げる時間を除く。）

４・５ 省略



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

５７

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期間

�～� 省略

� 職員が要介護者（条例第１２条第４項 に規定

する要介護者をいう。以下同じ。）の介護その他の

人事委員会が定める世話を行う場合であつて、当該

職員が当該世話を行う必要があると認められると

き。

省略

�～� 省略

２・３ 省略

４ 定年前再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）及び任期付短時

間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下

同じ。）に対する第１項の表�の項及び�の項並びに第２項の表

の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

定年前再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）又は任期付短

時間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。

以下同じ。）の１週間の勤務日（条例第１１条第５項に規定する

勤務日をいう。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗

じて得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤

務時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が同一でない職

員（以下「不斉一型短時間勤務職員」という。）にあつては、

３８時間４５分に同条第１項の規定に基づき定められたその者の勤

務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、そ

の者の１日当たりの勤務時間（職員の勤務時間等に応じ人事委

員会が定める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で

除して得た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算し

て得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数））（その日数が５日を超えるときは、５日）」と

する。

�・� 省略

（条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第１条の４ 条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数の全てを与える場合において、当該

残日数に１時間未満の端数がある場合

ア 省略

イ 条例第８条の２に規定する子の看護等の際の休暇（以下

「子の看護等休暇」という。）

ウ 省略

�～	 省略

２ 省略

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期間

�～� 省略

� 職員が要介護者（条例第１１条第５項第１号に規定

する要介護者をいう。以下同じ。）の介護その他の

人事委員会が定める世話を行う場合であつて、当該

職員が当該世話を行う必要があると認められると

き。

省略

�～� 省略

２・３ 省略

４ 定年前再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）及び任期付短時

間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下

同じ。）に対する第１項の表�の項及び�の項並びに第２項の表

の規定の適用については、次のとおりとする。

� 第１項の表�の項期間の欄中「５日」とあるのは、「５日に

定年前再任用短時間勤務職員（条例第５条第１項に規定する定

年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。）又は任期付短

時間勤務職員（同項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。

以下同じ。）の１週間の勤務日（条例第１１条第６項に規定する

勤務日をいう。以下同じ。）の日数を５日で除して得た数を乗

じて得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤

務時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が同一でない職

員（以下「不斉一型短時間勤務職員」という。）にあつては、

３８時間４５分に同条第１項の規定に基づき定められたその者の勤

務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、そ

の者の１日当たりの勤務時間（職員の勤務時間等に応じ人事委

員会が定める期間内の勤務時間を当該期間内の勤務日の日数で

除して得た時間をいう。以下同じ。）を１日として日に換算し

て得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数））（その日数が５日を超えるときは、５日）」と

する。

�・� 省略

（条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第１条の４ 条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数の全てを与える場合において、当該

残日数に１時間未満の端数がある場合

ア 省略

イ 条例第８条の２に規定する子の看護 の際の休暇（以下

「子の看護休暇 」という。）

ウ 省略

�～	 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和７年３月２５日 第５９５号外２

５８

（休暇の算定）

第３条 週休日、勤務時間を割り振らない日（条例第１１条第４項及

び同条第６項において読み替えて準用する同条第５項の規定によ

る勤務時間を割り振らない日をいう。第６条第２項及び第１２条第

２項において同じ。）、条例第１０条の２第１項の規定により割り

振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務

日等、休日（条例第２条の２第１項の規定により代休日を指定さ

れて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合を

除く。）又は代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務

した場合に限る。）（以下「週休日等」という。）を挟んで年次

休暇、子の看護等休暇又は第１条の３第１項の表�の項、�の

項、�の項、�の項若しくは�の項に規定する有給休暇（以下こ

の項において「年次休暇等」という。）を与えた場合は、その週

休日等は、年次休暇等として取り扱わない。ただし、年次休暇等

を除く他の休暇については、週休日等は、それぞれその休暇の期

間内の日とする。

２ 省略

（子の看護等休暇）

第４条の５ 省略

２ 条例第８条の２の人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる

事由とし、同条の人事委員会規則で定めるものは、入園、卒園、

入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典とする。

� 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条の規定による

出席停止

� 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定す

る保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に

規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第２４条第２

項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健

安全法第２０条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に

掲げる事由に準ずる事由

３ 第３条第２項の規定にかかわらず、短時間勤務職員について、

１時間を単位として与えた子の看護等休暇を日に換算する場合の

算定に関し必要な事項は、他の職員との権衡を考慮し人事委員会

が定める。

（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定

によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた

時間の属する日又は勤務しなかつた日（勤務しなかつた日が２日

以上にわたるときは、その最初の日）から、週休日、勤務時間を

割り振らない日、条例第１０条の２第１項の規定により割り振られ

た勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、

休日及び代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した

場合に限る。）を除き遅くとも３日以内にその事由を付して所属

長の許可を得なければならない。ただし、この期間経過後に許可

の要求があつた場合においても、所属長は、この期間中に承認を

得ることができない正当な事由があると認める場合に限り、許可

を与えることができる。

３ 子の看護等休暇及び第１条の３第１項の表�の項に規定する有

給休暇の認定の手続並びに条例第９条に規定する忌引及び父母の

祭日休暇の承認の手続については、前２項の規定を準用する。

（週休日及び勤務時間の割振り等の基準等）

（休暇の算定）

第３条 週休日

、条例第１０条の２第１項の規定により割り

振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務

日等、休日（条例第２条の２第１項の規定により代休日を指定さ

れて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合を

除く。）又は代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務

した場合に限る。）（以下「週休日等」という。）を挟んで年次

休暇、子の看護休暇 又は第１条の３第１項の表�の項、�の

項、�の項、�の項若しくは�の項に規定する有給休暇（以下こ

の項において「年次休暇等」という。）を与えた場合は、その週

休日等は、年次休暇等として取り扱わない。ただし、年次休暇等

を除く他の休暇については、週休日等は、それぞれその休暇の期

間内の日とする。

２ 省略

（子の看護休暇）

第４条の５ 省略

２ 第３条第２項の規定にかかわらず、短時間勤務職員について、

１時間を単位として与えた子の看護休暇 を日に換算する場合の

算定に関し必要な事項は、他の職員との権衡を考慮し人事委員会

が定める。

（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定

によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた

時間の属する日又は勤務しなかつた日（勤務しなかつた日が２日

以上にわたるときは、その最初の日）から、週休日

、条例第１０条の２第１項の規定により割り振られ

た勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、

休日及び代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した

場合に限る。）を除き遅くとも３日以内にその事由を付して所属

長の許可を得なければならない。ただし、この期間経過後に許可

の要求があつた場合においても、所属長は、この期間中に承認を

得ることができない正当な事由があると認める場合に限り、許可

を与えることができる。

３ 子の看護休暇 及び第１条の３第１項の表�の項に規定する有

給休暇の認定の手続並びに条例第９条に規定する忌引及び父母の

祭日休暇の承認の手続については、前２項の規定を準用する。

（週休日及び勤務時間の割振り の基準等）
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第１１条の２ 条例第１１条第４項 の人事委員会規則で定め

る職員は、警察学校において教養訓練を受ける職員とする。

第１１条の３ 任命権者は、勤務時間の割振り等（条例第１１条第４項

の規定による勤務時間を割り振らない日（第１２条第２項を除き、

以下「勤務時間を割り振らない日」という。）の設定又は勤務時

間の割振りをいう。以下この条から第１１条の６までにおいて同

じ。）を行う場合には、条例第１１条第４項の職員の申告（以下単

に「申告」という。）を考慮しつつ、次に掲げる基準に適合する

ように行わなければならない。この場合において、当該申告どお

りの勤務時間の割振り等を行うことにより公務の運営に支障が生

ずると認めるときは、別に人事委員会の定めるところにより、当

該申告と異なる勤務時間の割振り等を行うことができるものとす

る。

� 勤務時間を割り振らない日は、条例第１１条第４項に規定する

単位期間（以下この号及び次号において「単位期間」とい

う。）をその初日から１週間ごとに区分した各期間（単位期間

が１週間である場合にあつては、単位期間）につき１日を限度

とすること。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日その他人事委員会が定める日（以下「休日

等」という。）については、７時間４５分（定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員

の 単位期間ごとの期間における勤

務時間を当該期間における条例第１１条第３項本文の規定による

週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項

において同じ。）とすること。

� 省略

� 省略

２ 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に７時

間４５分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第１１

条第４項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員

会の定めるところにより、前項第２号本文及び第３号に定める基

準によらないことができるものとする。

３ 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事委員会が定

める場合に係る条例第１１条第４項の規定に基づく勤務時間の割振

りについては、人事委員会の定めるところにより、第１項第３号

に定める基準によらないことができるものとする。

第１１条の４ 申告

は、前条に定める基準に適合するよう

に、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時

刻並びに次条第１項各号のいずれに該当する職員として申告をす

るかを明らかにしてしなければならない。

２ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時

間の割振り等

を変更することができ

る。

�

申告があつた場合において、当該申告

第１１条の２ 条例第１１条第４項及び第５項の人事委員会規則で定め

る職員は、警察学校において教養訓練を受ける職員とする。

第１１条の３ 条例第１１条第４項の規定に基づく勤務時間の割振りは

、次に掲げる基準に適合する

ものでなければ ならない。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日その他人事委員会が定める日（以下「休日

等」という。）については、７時間４５分（定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、これらの職員

の条例第１１条第４項に規定する単位期間ごとの期間における勤

務時間を当該期間における同条第３項本文 の規定による

週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第１１条の６

第１項第２号において同じ。）とすること。

� 省略

� 省略

２ 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に７時

間４５分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る条例第１１

条第４項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事委員

会の定めるところにより、前項第１号本文及び第２号に定める基

準によらないことができるものとする。

３ 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事委員会が定

める場合に係る条例第１１条第４項の規定に基づく勤務時間の割振

りについては、人事委員会の定めるところにより、第１項第２号

に定める基準によらないことができるものとする。

第１１条の４ 条例第１１条第４項の職員の申告（以下この条において

単に「申告」という。）は、前条に定める基準に適合するもの

でなければ

ならない。

２ 任命権者は、申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。

この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると

公務の運営に支障が生ずると認める場合には、人事委員会の定め

るところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

３ 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の

規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により変更さ

れた後の勤務時間の始業又は終業の時刻を変更することができ

る。

� 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間

又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の始業又は終

業の時刻について変更の申告があつた場合において、当該申告
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どおりに変更するとき。

� 勤務時間の割振り等を行つた

後に生じた事由により、当該勤務時間の割振

り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認める

場合において、人事委員会の定めるところにより変更すると

き。

第１１条の５ 条例第１１条第４項の人事委員会規則で定める期間（以

下「単位期間」という。）は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める

期間とする。

� 次号に掲げる職員以外の職員 ４週間（４週間では適正に勤

務時間の割振り等を行うことができない場合として人事委員会

の定める場合にあつては、人事委員会の定めるところにより、

１週間、２週間又は３週間）

� 次のいずれかに該当する職員（以下「育児介護等職員」とい

う。）であつて、当該職員として申告をしたもの １週間、２

週間、３週間又は４週間のうち職員が選択する期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

イ 要介護者を介護する職員

ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号）第２条第１号に規定する障害者である職員のうち、同法

第３７条第２項に規定する対象障害者である職員

２ 任命権者は、育児介護等職員として申告をした職員について、

育児介護等職員に該当する事由を確認する必要があると認めると

きは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出等を求める

ことができる。

どおりに変更するとき。

� 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による

勤務時間の変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の始業

又は終業の時刻によると 公務の運営に支障が生ずると認める

場合において、人事委員会の定めるところにより変更すると

き。

第１１条の５ 条例第１１条第４項の人事委員会規則で定める期間（以

下「単位期間」という。）は、同項の規定に基づく勤務時間の割

振りにあつては４週間（４週間では適正に勤務時間の割振りを行

うことができない場合として人事委員会が定める場合にあつて

は、人事委員会の定めるところにより、１週間、２週間又は３週

間）とし、同条第５項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振

りにあつては１週間、２週間、３週間又は４週間のうち職員が選

択する期間とする。

第１１条の６ 条例第１１条第５項の規定に基づく週休日及び勤務時間

の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。

� 条例第１１条第３項本文の規定による週休日に加えて設ける週

休日は、単位期間をその初日から１週間ごとに区分した各期間

（単位期間が１週間である場合にあつては、単位期間）ごとに

つき１日を限度とすること。

� 勤務時間は、１日につき４時間以上かつ１２時間以下とするこ

と。ただし、休日等については、７時間４５分とすること。

� 月曜日から金曜日までの午前１０時から午後２時までの時間帯

において、休憩時間を除き、任命権者があらかじめ定める連続

する３時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に

共通する勤務時間とすること。

� 始業の時刻は午前７時以後に、終業の時刻は午後１０時以前に

設定すること。

２ 第１１条の３第２項及び第３項の規定は、前項の規定に基づく週

休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合におい

て、同条第２項及び第３項中「第１１条第４項」とあるのは「第１１

条第５項」と、同条第２項中「前項第１号本文及び第２号」とあ

るのは「第１１条の６第１項第２号本文及び第３号」と、同条第３

項中「第１項第２号」とあるのは「第１１条の６第１項第３号」と

読み替えるものとする。

第１１条の７ 条例第１１条第５項の職員の申告（以下この条において
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第１１条の６ 育児介護等職員として申告をして勤務時間の割振り等

を行われた 職員は、育児介護等職員に

該当しないこととなつた場合には、遅滞なく、その旨を任命

権者に届け出なければならない。この場合において、当該勤務時

間の割振り等に係る単位期間の末日までの間、引き続き、その該

当しないこととなつた直前の当該単位期間に係る勤務時間の割振

り等によることができるものとする。

２ 第１１条の５第２項の規定は、前項の届出について準用する。

（育児短時間勤務職員等についての適用除外）

第１１条の７ 第１１条の３、第１１条の４及び第１１条の５（第１項第１

号を除く。）の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

（週休日の振替等）

第１２条 条例第１１条第５項（同条第６項において読み替えて準用す

る場合を含む。以下この項において同じ。）の人事委員会規則で

定める期間は、同条第５項の勤務することを命ずる必要がある日

を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要

がある日を起算日とする８週間後の日までの期間とする。

２ 任命権者は、週休日の振替等（次の各号のいずれかに該当す

るもの

単に「申告」という。）は、前条に定める基準に適合するもので

なければならない。

２ 任命権者は、申告について、その事由を確認する必要があると

認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を

求めることができる。

３ 任命権者は、申告を考慮して前条第１項第１号の基準による週

休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合にお

いて、任命権者は、できる限り当該週休日及び勤務時間の割振り

が申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週

休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ず

ると認める場合には、人事委員会の定めるところにより週休日を

設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

４ 第１１条の４第３項の規定は、前項の規定に基づき勤務時間を割

り振つた場合について準用する。この場合において、同条第３項

中「前項」とあるのは、「第１１条の７第３項」と読み替えるもの

とする。

第１１条の８ 条例第１１条第５項第１号の人事委員会規則で定める子

は、中学校就学の始期に達するまでの子とし、同号の人事委員会

規則で定めるものは、当該職員の配偶者（婚姻の届出をしていな

いが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、２親等

以内の親族及び配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。）の父母の配偶者とする。

第１１条の９ 条例第１１条第５項第２号の人事委員会規則で定めるも

のは、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号）第２条第１号に規定する障害者である職員のうち、同法第３７

条第２項に規定する対象障害者である職員とする。

第１１条の１０ 第１１条の７第３項の規定により週休日を設け、及び勤

務時間を割り振られた職員は、条例第１１条第５項各号に掲げる職

員に該当しないこととなつた場合には、遅滞なく、その旨を任命

権者に届け出なければならない。

２ 第１１条の７第２項の規定は、前項の届出について準用する。

第１１条の１１ 第１１条の７第３項の規定により週休日を設け、及び勤

務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において条例第１１

条第５項各号に掲げる職員に該当しないこととなつた場合におけ

る当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りに

ついては、引き続き、その該当しないこととなつた直前に当該単

位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によ

ることができるものとする。

（育児短時間勤務職員等についての適用除外）

第１１条の１２ 第１１条の３及び第１１条の４

の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

（週休日の振替等）

第１２条 条例第１１条第６項

の人事委員会規則で

定める期間は、同項 の勤務することを命ずる必要がある日

を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要

がある日を起算日とする８週間後の日までの期間とする。

２ 任命権者は、週休日の振替（条例第１１条第６項の規定に基づ

き、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時

間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることを
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をいう。以下同じ。）を行う場合には、

週休日の振替等

を行つた後において、週休日又は勤務時間

を割り振らない日が毎４週間につき４日以上となるようにし、か

つ、勤務日等が引き続き２４日を超えないようにしなければならな

い。

� 週休日の振替（条例第１１条第５項の規定に基づき勤務日を週

休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤

務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。）

� 勤務時間を割り振らない日の振替（条例第１１条第６項におい

て読み替えて準用する同条第５項の規定に基づき勤務日を勤務

時間を割り振らない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤

務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る

ことをいう。）

� ４時間の勤務時間の割振り変更（条例第１１条第５項の規定に

基づき４時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務

日の勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをやめ

て当該４時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要が

ある日に割り振ることをいう。以下同じ。）

３・４ 省略

（正規の勤務時間外勤務の制限）

第１２条の３ 前条第１項前段の請求がされた後勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求に係る子が民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の

２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養

子縁組が成立しないまま児童福祉法

第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合に該当

することとなつたこと。

２ 勤務時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項前段の請求

に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事

由のいずれかが生じた場合には、当該請求は、勤務時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であ

つたものとみなす。

� 省略

� 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

（時間外勤務の制限）

第１２条の８ 第１２条の２及び第１２条の３の規定は、時間外勤務の制

限の請求について準用する。この場合において、第１２条の２第１

項中「条例第１２条第１項」とあるのは「条例第１２条第３項」と、

「以下「勤務時間外勤務」とあるのは「第１２条の１０の時間を超え

てする勤務に限る。以下「時間外勤務」と、「勤務時間外勤務

の」とあるのは「時間外勤務の」と、「勤務時間外勤務制限開始

日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同条第３項」と

あるのは「同条第１項」と、「第１２条の１０の時間を超えてする勤

務に限る。以下「時間外勤務」とあるのは「以下「勤務時間外勤

務」と、同条第２項及び第３項中「条例第１２条第１項」とあるの

いう。以下同じ。）又は４時間の勤務時間の割振り変更（同項の

規定に基づき、４時間の勤務時間のみが割り振られている日以外

の勤務日の勤務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることを

やめて当該４時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要

がある日に割り振ることをいう。以下同じ。）を行う場合には、

週休日の振替又は４時間の勤務時間の割振り変更（以下「週休日

の振替等」という。）を行つた後において、週休日

が毎４週間につき４日以上となるようにし、か

つ、勤務日等が引き続き２４日を超えないようにしなければならな

い。

３・４ 省略

（正規の勤務時間外勤務の制限）

第１２条の３ 前条第１項前段の請求がされた後勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求に係る子が民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の

２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養

子縁組が成立しないまま児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合に該当

することとなつたこと。

２ 勤務時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項前段の請求

に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事

由のいずれかが生じた場合には、当該請求は、勤務時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であ

つたものとみなす。

� 省略

� 当該請求に係る子が３歳 に達したこと。

（時間外勤務の制限）

第１２条の８ 第１２条の２及び第１２条の３の規定は、時間外勤務の制

限の請求について準用する。この場合において、第１２条の２第１

項中「条例第１２条第１項」とあるのは「条例第１２条第３項」と、

「以下「勤務時間外勤務」とあるのは「第１２条の１０の時間を超え

てする勤務に限る。以下「時間外勤務」と、「勤務時間外勤務

の」とあるのは「時間外勤務の」と、「勤務時間外勤務制限開始

日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同条第３項」と

あるのは「同条第１項」と、「第１２条の１０の時間を超えてする勤

務に限る。以下「時間外勤務」とあるのは「以下「勤務時間外勤

務」と、同条第２項及び第３項中「条例第１２条第１項」とあるの
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（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第６条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

は「条例第１２条第３項」と、同項、同条第４項並びに第１２条の３

第１項及び第２項中「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは

「時間外勤務制限開始日」と

読み替えるものとする。

第１２条の１１ 省略

第１２条の１２ 条例第１２条第４項及び同項において読み替えて準用す

る同条第１項の人事委員会規則で定めるものは、当該職員の配偶

者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。）、２親等以内の親族及び配偶者（婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の父母の配偶者とする。

（代休日の指定等の特例）

第１４条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若

しくは季節的事情により、第１条の２の２、第１０条の３、第１１

条、第１１条の３ 及び第１２条の規定によるときは、能

率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響

を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、人事委

員会の承認を得て、代休日の指定、超勤代休時間の指定、週休

日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り及び週休日の

振替等につき別段の定めをすることができる。

は「条例第１２条第３項」と、同項、同条第４項並びに第１２条の３

第１項及び第２項中「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは

「時間外勤務制限開始日」と、同項第２号中「３歳」とあるのは

「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

第１２条の１１ 省略

（代休日の指定等の特例）

第１４条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若

しくは季節的事情により、第１条の２の２、第１０条の３、第１１

条、第１１条の３、第１１条の６及び第１２条の規定によるときは、能

率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響

を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、人事委

員会の承認を得て、代休日の指定、超勤代休時間の指定、週休

日 、勤務時間の割振り及び週休日の

振替等につき別段の定めをすることができる。

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数の全てを与える場合において、当該

残日数に１時間未満の端数がある場合

ア 省略

イ 条例第９条の２に規定する子の看護等の際の休暇（以下

「子の看護等休暇」という。）

ウ 省略

�～� 省略

２ 省略

（休暇の計算）

第４条 省略

２ 週休日、休日（条例第３条の２第１項の規定により代休日を指

定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場

合を除く。）、代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤

務した場合に限る。）又は特別措置条例第８条第１項の規定によ

り指定された勤務することを要しない時間（勤務日の勤務時間の

全てが同項の規定により指定された勤務することを要しない時間

となつたものに限る。）（以下「週休日等」という。）を挟んで

年次休暇、子の看護等休暇又は第２条の３第１項の表�の項、�

の項、�の項、�の項若しくは	の項に規定する有給休暇（以下

この項において「年次休暇等」という。）を与える場合は、その

週休日等は、年次休暇等としない。ただし、年次休暇等を除く他

の休暇については、週休日等は、それぞれその休暇の期間内の日

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

� 省略

� 次に掲げる休暇の残日数の全てを与える場合において、当該

残日数に１時間未満の端数がある場合

ア 省略

イ 条例第９条の２に規定する子の看護 の際の休暇（以下

「子の看護休暇 」という。）

ウ 省略

�～� 省略

２ 省略

（休暇の計算）

第４条 省略

２ 週休日、休日（条例第３条の２第１項の規定により代休日を指

定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場

合を除く。）、代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤

務した場合に限る。）又は特別措置条例第８条第１項の規定によ

り指定された勤務することを要しない時間（勤務日の勤務時間の

全てが同項の規定により指定された勤務することを要しない時間

となつたものに限る。）（以下「週休日等」という。）を挟んで

年次休暇、子の看護休暇 又は第２条の３第１項の表�の項、�

の項、�の項、�の項若しくは	の項に規定する有給休暇（以下

この項において「年次休暇等」という。）を与える場合は、その

週休日等は、年次休暇等としない。ただし、年次休暇等を除く他

の休暇については、週休日等は、それぞれその休暇の期間内の日

改 正 後 改 正 前
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とする。

（子の看護等休暇）

第４条の３ 省略

２ 条例第９条の２の人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる

事由とし、同条の人事委員会規則で定めるものは、入園、卒園、

入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典とする。

� 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第１９条の規定による

出席停止

� 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定す

る保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に

規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第２４条第２

項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健

安全法第２０条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に

掲げる事由に準ずる事由

３ 第４条第１項の規定にかかわらず、短時間勤務教育職員につい

て、１時間を単位として与えられた子の看護等休暇を日に換算す

る場合の計算に関し必要な事項は、他の職員との権衡を考慮し人

事委員会が定める。

４ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 省略

３ 子の看護等休暇及び第２条の３第１項の表�の項に規定する有

給休暇の認定の手続並びに条例第１０条に規定する忌引及び父母の

祭日休暇の承認の手続については、前２項の規定を準用する。

（正規の勤務時間外勤務の制限）

第１２条の３ 前条第１項前段の請求がされた後勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求に係る子が民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の

２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養

子縁組が成立しないまま児童福祉法

第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合に該当

することとなつたこと。

２ 勤務時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項前段の請求

に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事

由のいずれかが生じた場合には、当該請求は、勤務時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であ

つたものとみなす。

� 省略

� 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

（時間外勤務の制限）

第１２条の８ 第１２条の２及び第１２条の３の規定は、時間外勤務の制

限の請求について準用する。この場合において、第１２条の２第１

項中「条例第１２条第１項」とあるのは「条例第１２条第３項」と、

「以下「勤務時間外勤務」とあるのは「第１２条の１０の時間を超え

てする勤務に限る。以下「時間外勤務」と、「勤務時間外勤務

の」とあるのは「時間外勤務の」と、「勤務時間外勤務制限開始

日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同条第３項」と

あるのは「同条第１項」と、「第１２条の１０の時間を超えてする勤

とする。

（子の看護休暇）

第４条の３ 省略

２ 第４条第１項の規定にかかわらず、短時間勤務教育職員につい

て、１時間を単位として与えられた子の看護休暇 を日に換算す

る場合の計算に関し必要な事項は、他の職員との権衡を考慮し人

事委員会が定める。

３ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 省略

３ 子の看護休暇 及び第２条の３第１項の表�の項に規定する有

給休暇の認定の手続並びに条例第１０条に規定する忌引及び父母の

祭日休暇の承認の手続については、前２項の規定を準用する。

（正規の勤務時間外勤務の制限）

第１２条の３ 前条第１項前段の請求がされた後勤務時間外勤務制限

開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた

場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

�～� 省略

� 当該請求に係る子が民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の

２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養

子縁組が成立しないまま児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合に該当

することとなつたこと。

２ 勤務時間外勤務制限開始日から起算して前条第１項前段の請求

に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げる事

由のいずれかが生じた場合には、当該請求は、勤務時間外勤務制

限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であ

つたものとみなす。

� 省略

� 当該請求に係る子が３歳 に達したこと。

（時間外勤務の制限）

第１２条の８ 第１２条の２及び第１２条の３の規定は、時間外勤務の制

限の請求について準用する。この場合において、第１２条の２第１

項中「条例第１２条第１項」とあるのは「条例第１２条第３項」と、

「以下「勤務時間外勤務」とあるのは「第１２条の１０の時間を超え

てする勤務に限る。以下「時間外勤務」と、「勤務時間外勤務

の」とあるのは「時間外勤務の」と、「勤務時間外勤務制限開始

日」とあるのは「時間外勤務制限開始日」と、「同条第３項」と

あるのは「同条第１項」と、「第１２条の１０の時間を超えてする勤
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（会計年度任用職員の休暇及び勤務時間の基準に関する規則の一部改正）

第７条 会計年度任用職員の休暇及び勤務時間の基準に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２―７１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２７８
職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

務に限る。以下「時間外勤務」とあるのは「以下「勤務時間外勤

務」と、同条第２項及び第３項中「条例第１２条第１項」とあるの

は「条例第１２条第３項」と、同項、同条第４項並びに第１２条の３

第１項及び第２項中「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは

「時間外勤務制限開始日」と

読み替えるものとする。

務に限る。以下「時間外勤務」とあるのは「以下「勤務時間外勤

務」と、同条第２項及び第３項中「条例第１２条第１項」とあるの

は「条例第１２条第３項」と、同項、同条第４項並びに第１２条の３

第１項及び第２項中「勤務時間外勤務制限開始日」とあるのは

「時間外勤務制限開始日」と、同項第２号中「３歳」とあるのは

「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

（扶養手当）

第７条 新たに条例第８条第１項の職員たる要件を具備するに至つ

た職員は、扶養親族届兼扶養手当認定簿（様式第１号）により、

その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当

を受けている職員の届出に係る扶養親族の勤労所得、資産所得、

事業所得、恩給、退職年金等の年間の見込額その他の扶養の事実

等に変更があつた場合についても、同様とする。

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認

定することができる場合として人事委員会が定める場合には、同

項の規定による届出を要しない。

第７条の２ 任命権者は、前条第１項に規定する届出があつたとき

は、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を

認定しなければならない。同条第２項に規定する場合において

も、同様とする。

（扶養手当）

第７条 条例第９条第１項に規定する届出は、

扶養親族届兼扶養手当認定簿（様式第１号）によらな

ければ ならない。

第７条の２ 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶

養親族届兼扶養手当認定簿記載の扶養親族が条例第８条第２項に

規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめ

て認定しなければならない。

改 正 後 改 正 前

（勤務時間の基準）

第３条 省略

２ 会計年度任用職員の申告を考慮して当該会計年度任用職員の勤

務時間を定めることが公務の運営に支障がないと認める場合にお

いて当該会計年度任用職員の申告を経て任命権者が定める当該会

計年度任用職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、４週間

を超えない範囲内で週を単位として任命権者の定める期間ごとの

期間につき１週間当たり３８時間４５分を超えない範囲内とする。

３ 職務の特殊性その他の事由により第１項の規定により難い事情

があると認められる会計年度任用職員について任命権者が定める

当該会計年度任用職員の勤務時間は、同項の規定にかかわらず、

毎４週間につき１週間当たり３８時間４５分を超えない範囲内とす

る。

（勤務時間の基準）

第３条 省略

２ 職務の特殊性その他の事由により前項 の規定により難い事情

があると認められる会計年度任用職員について任命権者が定める

当該会計年度任用職員の勤務時間は、同項の規定にかかわらず、

毎４週間につき１週間当たり３８時間４５分を超えない範囲内とす

る。

改 正 後 改 正 前
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２ 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

� 職員の配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。）、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間

事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている

者

�・� 省略

３ 省略

第７条の３ 省略

第７条の４ 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第８条第１項の

職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至つた日（人事委員会が定める場合

にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で人事委員会が

定める日）の属する月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月の前月）をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の

開始については、第７条第１項の規定による届出が、これに係る

事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届出

を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）から行うものとする。

２ 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じ

たときは、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を改定す

る。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する

場合について準用する。

附 則

（令和７年改正条例附則第４項の規定が適用される間の読替え）

２ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間は、第６条の

２中「条例」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例（令和７年愛媛県条例第４号）附則第４項の規定に

より読み替えられた条例（以下「読替え後の条例」という。）」

と、第７条第１項及び第７条の４第１項中「条例」とあるのは

「読替え後の条例」とする。

（行政職８級以上職員に相当する職員）

３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年愛

媛県条例第４号）附則第４項の規定により読み替えられた条例第

８条第１項に規定する職務の級が行政職給料表の８級以上に相当

する職員として人事委員会規則で定める職員は、第６条の２に規

定する職員とする。

様式第１号（第７条 、第２０条関係） 扶養親族届兼扶

養手当認定簿

（表） 省略

（裏）

記入上の注意

（届出者記入項目関係）

１～４ 省略

５ 「届出の事由」欄には、扶養手当を受ける事実の生じ

た事由（例えば、採用 、出生、養子縁組、６０歳以

２ 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

� 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている

者

�・� 省略

３ 省略

第７条の３ 省略

附 則

（平成２８年改正条例附則第４項から第６項までの規定が適用され

る間の読替え）

２ 平成２９年４月１日から令和２年３月３１日までの間は、第７条中

「条例第９条第１項」とあるのは、「職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成２８年愛媛県条例第５１号）附則第４項

から第６項までの規定により読み替えられた条例第９条第１項」

とする。

（行政職８級以上職員に相当する職員）

３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２８年愛

媛県条例第５１号）附則第６項の規定により読み替えられた条例第

８条第３項の

人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる

職員とする。

� 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が９級であ

るもの

� 医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が４級で

あるもの（管理職手当に関する規則別表第１の区分が１種に該

当する職を占める職員に限る。）

様式第１号（第７条、第７条の２、第２０条関係） 扶養親族届兼扶

養手当認定簿

（表） 省略

（裏）

記入上の注意

（届出者記入項目関係）

１～４ 省略

５ 「届出の事由」欄には、扶養手当を受ける事実の生じ

た事由（例えば、採用、婚姻、出生、養子縁組、６０歳以
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附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７―１２７９
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和７年３月２５日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

上、重度心身障害等）又は扶養手当の支給を受ける事実

のなくなつた事由（例えば 、死亡、所得限度額超

過、主たる扶養者の交代等）をそれぞれ記入すること。

６ 省略

（任命権者記入項目関係）

１・２ 省略

上、重度心身障害等）又は扶養手当の支給を受ける事実

のなくなつた事由（例えば、離婚、死亡、所得限度額超

過、主たる扶養者の交代等）をそれぞれ記入すること。

６ 省略

（任命権者記入項目関係）

１・２ 省略

第２９条 削除

（昇給号給数の抑制に係る年齢の特例）

第３１条 職員給与条例第４条第７項第１号の人事委員会で定める職

員は、医療職給料表�の適用を受ける職員とし、同項の人事委員

会規則で定める年齢は、５７歳とする。

２ 職員給与条例第４条第７項第１号の５５歳を超える職員で人事委

員会規則で定めるもの及び教育職員給与条例第７条第３項の５５歳

を超える教育職員で人事委員会規則で定めるものは、５５歳（前項

に規定する職員にあつては、同項に規定する年齢）に達した日以

後の最初の３月３１日までの間にある職員以外の職員とする。

（行政職給料表の８級以上の職員に相当する職員）

第３１条の２ 職員給与条例第４条第７項第２号の人事委員会で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

� 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が９級であ

るもの

� 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級であ

（行政職給料表の７級以上の職員に相当する職員）

第２９条 職員給与条例第４条第６項の人事委員会規則で定める職員

又は教育職員給与条例第７条第２項の人事委員会規則で定める教

育職員は、次に掲げる職員とする。

� 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上

であるもの

� 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級であ

るもの

� 医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が４級で

あるもの

� 医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が７級で

あるもの

� 医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が７級で

あるもの

� 中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける職員でその職

務の級が４級であるもの

� 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が４級であるもの

（昇給号給数の抑制に係る年齢の特例）

第３１条 職員給与条例第４条第７項 の人事委員会で定める職

員は、医療職給料表�の適用を受ける職員とし、同項の人事委員

会規則で定める年齢は、５７歳とする。

２ 職員給与条例第４条第７項 の５５歳を超える職員で人事委

員会規則で定めるもの及び教育職員給与条例第７条第３項の５５歳

を超える教育職員で人事委員会規則で定めるものは、５５歳（前項

に規定する職員にあつては、同項に規定する年齢）に達した日以

後の最初の３月３１日までの間にある職員以外の職員とする。

改 正 後 改 正 前
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別表第３３から別表第３４までを次のように改める。

るもの

� 医療職給料表�の適用を受ける職員でその職務の級が４級で

あるもの
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別表第33（第22条関係）
昇格時号給対応表

　１　行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ ２

３ １ １ １ １ １ １ １ ３

４ １ １ １ １ １ １ １ ４

５ １ １ １ １ １ １ １ ５

６ １ １ １ １ １ １ １ ５

７ １ １ １ １ １ １ １ ５

８ １ １ １ １ １ １ １ ５

９ １ １ １ １ １ １ １ ５

10 １ １ １ ２ １ １ １

11 １ １ １ ３ １ １ １

12 １ １ １ ４ １ １ １

13 １ １ １ ５ １ １ ２

14 １ １ １ ６ ２ １ ２

15 １ １ １ ７ ３ １ ２

16 １ １ １ ８ ４ １ ２

17 １ １ １ ９ ５ １ ２

18 １ １ １ 10 ６ ２ ３

19 １ １ １ 11 ７ ３ ３

20 １ １ １ 12 ８ ４ ３

21 １ １ １ 13 ９ ５ ３

22 １ ２ ２ 14 10 ５ ４

23 １ ３ ３ 15 11 ６ ４

24 １ ４ ４ 16 12 ６ ４

25 １ ５ ５ 17 13 ７ ４

26 １ ６ ６ 18 14 ７ ４

27 １ ７ ７ 19 15 ８ ４

28 １ ８ ８ 20 16 ８ ４

29 １ ９ ９ 21 17 ９ ５

30 １ 10 10 22 18 ９ ５

31 １ 11 11 23 19 10 ５

32 １ 12 12 24 20 10 ５

33 １ 13 13 25 21 11 ５

34 ２ 14 14 26 22 11 ５

35 ３ 15 15 27 23 12 ５

36 ４ 16 16 28 24 12 ５

37 ５ 17 17 29 25 13 ５

38 ６ 18 18 30 26 13 ５

39 ７ 19 19 31 27 13 ５

40 ８ 20 20 32 28 13 ５

41 ９ 21 21 33 29 14 ５
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42 10 22 22 34 29 14 ５

43 11 23 23 35 30 14 ５

44 12 24 24 36 30 14 ５

45 13 25 25 37 31 15 ５

46 14 26 26 38 31 15

47 15 27 27 39 32 15

48 16 28 28 40 32 15

49 17 29 29 41 33 15

50 18 30 30 42 33 15

51 19 31 31 43 34 15

52 20 32 32 44 34 15

53 21 33 33 45 35 15

54 21 33 34 46 35 15

55 22 34 35 47 36 15

56 22 34 36 48 36 15

57 23 35 37 49 37 15

58 23 35 37 50 37 15

59 24 36 37 51 38 15

60 24 36 38 52 38 15

61 25 37 38 53 38 15

62 25 38 38 54 38 15

63 26 39 39 55 38 15

64 26 40 39 56 38 15

65 27 41 39 57 38 15

66 27 41 40 58 38 16

67 28 42 40 59 38 16

68 28 42 40 60 38 16

69 29 43 41 60 39 16

70 29 43 41 60 39 16

71 29 44 41 60 39 16

72 30 44 42 60 39 16

73 30 45 42 61 39 17

74 30 45 42 61 39

75 31 45 43 61 39

76 31 45 43 61 39

77 31 45 43 61 39

78 32 46 44 62 39

79 32 46 44 62 39

80 32 46 44 62 39

81 33 46 45 63 40

82 33 46 45 64 40

83 33 47 45 65 40

84 34 47 45 66 40

85 34 47 46 67 41

86 34 47 46 67

87 35 47 46 68
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88 35 48 46 68

89 35 48 47 69

90 36 48 47 70

91 36 48 47 71

92 36 48 47 72

93 37 49 47 73

94 49 47

95 49 47

96 49 48

97 49 48

98 50 48

99 50 48

100 50 48

101 50 48

102 50 48

103 51 49

104 51 49

105 51 49

106 51 49

107 51 49

108 52 49

109 52 49

110 52

111 52

112 52

113 52

114 52

115 52

116 52

117 53

118 53

119 53

120 53

121 53

122 53

123 53

124 53

125 53

　２　公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

１ １ １ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １ １ １
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５ １ １ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １ １ １

10 ２ １ １ １ ２ １ １ １

11 ３ １ １ １ ３ １ １ １

12 ４ １ １ １ ４ １ １ １

13 ５ １ １ １ ５ １ １ １

14 ６ ２ １ １ ６ ２ １ ２

15 ７ ３ １ １ ７ ３ １ ２

16 ８ ４ １ １ ８ ４ １ ２

17 ９ ５ １ １ ９ ５ １ ２

18 10 ６ １ １ 10 ６ ２ ３

19 11 ７ １ １ 11 ７ ３ ３

20 12 ８ １ １ 12 ８ ４ ３

21 13 ９ １ １ 13 ９ ５ ４

22 14 10 ２ １ 14 10 ６ ４

23 15 11 ３ １ 15 11 ７ ４

24 16 12 ４ １ 16 12 ８ ４

25 17 13 ５ １ 17 13 ９ ４

26 18 14 ６ １ 18 14 10 ４

27 19 15 ７ １ 19 15 11 ４

28 20 16 ８ １ 20 16 12 ５

29 21 17 ９ １ 21 17 13 ５

30 22 18 10 ２ 22 18 14 ５

31 23 19 11 ３ 23 19 15 ５

32 24 20 12 ４ 24 20 16 ５

33 25 21 13 ５ 25 21 17 ５

34 26 22 14 ６ 26 22 18 ５

35 27 23 15 ７ 27 23 19 ５

36 28 24 16 ８ 28 24 20 ５

37 29 25 17 ９ 29 25 21 ５

38 30 26 18 10 30 26 22 ５

39 31 27 19 11 31 27 23 ５

40 32 28 20 12 32 28 24 ５

41 33 29 21 13 33 29 25 ５

42 34 30 22 14 34 30 25 ５

43 35 31 23 15 35 31 26 ５

44 36 32 24 16 36 32 26 ５

45 37 33 25 17 37 33 27 ５

46 38 34 26 18 38 34 27

47 39 35 27 19 39 35 28

48 40 36 28 20 40 36 28

49 41 37 29 21 41 37 28

50 42 38 30 22 42 37 28
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51 43 39 31 23 43 37 28

52 44 40 32 24 44 38 28

53 45 41 33 25 45 38 28

54 46 42 34 26 46 38 28

55 47 43 35 27 47 39 28

56 48 44 36 28 48 39 28

57 49 45 37 29 49 39 29

58 50 46 38 30 50 40 29

59 51 47 39 31 51 40 29

60 52 48 40 32 52 40 29

61 53 49 41 33 53 40 29

62 54 50 42 34 54 40 29

63 55 51 43 35 55 40 29

64 56 52 44 36 56 40 29

65 57 53 45 37 57 40 29

66 58 54 46 37 58 40 29

67 59 55 47 38 59 40 29

68 60 56 48 38 60 41 30

69 61 57 49 39 60 41 30

70 62 58 49 39 60 41 30

71 63 59 50 40 61 41 31

72 64 60 50 40 62 41 31

73 65 61 51 41 63 41 31

74 66 62 51 42 64 41

75 67 63 52 43 65 41

76 68 64 52 44 66 41

77 69 65 53 45 67 41

78 69 66 54 46 68 41

79 70 67 55 47 69 41

80 70 68 56 48 70 42

81 71 69 57 49 71 42

82 71 70 58 49 72 42

83 72 71 59 50 73 43

84 72 72 60 50 74 43

85 73 73 61 51 75 43

86 74 74 62 51 76

87 75 75 63 52 77

88 76 76 64 52 78

89 77 77 65 53 79

90 78 78 66 53 79

91 79 79 67 53 80

92 80 80 68 54 80

93 81 81 69 54 81

94 82 82 70 54

95 83 83 71 55

96 84 84 72 55
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97 85 85 73 55

98 86 86 74 56

99 87 87 75 56

100 88 88 76 56

101 89 89 77 57

102 90 89 78 58

103 91 90 79 59

104 92 90 80 60

105 93 91 81 60

106 93 91 82 60

107 93 92 83 60

108 94 92 84 60

109 94 93 85 60

110 94 94 85 60

111 95 95 86 60

112 95 96 86 60

113 95 97 87 61

114 96 98 87 61

115 96 99 88 61

116 96 100 88 61

117 97 101 89 61

118 97 101 89 61

119 98 101 90 61

120 98 102 90 61

121 99 102 91 61

122 99 102 91

123 100 103 92

124 100 103 92

125 101 103 92

126 104 92

127 104 92

128 104 92

129 105 92

130 92

131 92

132 92

133 93

134 93

135 93

136 93

137 93

138 94

139 95

140 96

141 96
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３　研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ １ １ １

７ １ １ １ １

８ １ １ １ １

９ １ １ １ １

10 １ １ １ １

11 １ １ １ １

12 １ １ １ １

13 １ １ １ ２

14 １ １ １ ２

15 １ １ １ ２

16 １ １ １ ２

17 １ １ １ ２

18 １ １ １ ２

19 １ １ １ ２

20 １ １ １ ３

21 １ １ １ ３

22 １ １ １ ３

23 １ １ １ ３

24 １ １ １ ３

25 １ １ １ ３

26 ２ １ ２ ３

27 ３ １ ３ ４

28 ４ １ ４ ４

29 ５ １ ５ ４

30 ６ １ ６ ４

31 ７ １ ７ ４

32 ８ １ ８ ４

33 ９ １ ９ ４

34 10 １ 10 ５

35 11 １ 11 ５

36 12 １ 12 ５

37 13 １ 13 ５

38 14 １ 13 ５

39 15 １ 14 ５

40 16 １ 14 ５

41 17 １ 15 ６

42 17 ２ 15 ６

43 18 ３ 16 ６
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44 18 ４ 16 ６

45 19 ５ 17 ６

46 19 ６ 18 ６

47 20 ７ 19 ６

48 20 ８ 20 ６

49 21 ９ 21 ６

50 22 ９ 21 ７

51 23 ９ 21 ７

52 24 10 22 ７

53 25 10 22 ７

54 25 10 22 ７

55 26 11 23 ７

56 26 11 23 ７

57 27 11 23 ７

58 27 12 24

59 28 12 24

60 28 12 24

61 29 13 25

62 29 13 25

63 29 14 26

64 30 14 26

65 30 15 26

66 30 15 26

67 31 16 27

68 31 16 27

69 31 17 27

70 32 17 28

71 32 17 28

72 32 18 28

73 33 18 29

74 33 18 29

75 34 19 29

76 34 19 30

77 35 19 30

78 35 20 30

79 36 20 31

80 36 20 31

81 37 21 31

82 37 22

83 38 23

84 38 24

85 39 25

86 39 25

87 40 25

88 40 25

89 41 26
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90 41 26

91 42 26

92 42 26

93 43 27

94 43 27

95 44 27

96 44 27

97 45 28

98 46 28

99 47 28

100 48 28

101 49 29

102 50 29

103 51 29

104 52 30

105 53 30

106 53 30

107 53 30

108 54 30

109 54 31

110 54 31

111 55 31

112 55 31

113 55 31

114 56 32

115 56 32

116 56 32

117 57 32

118 57 32

119 58 33

120 58 33

121 59 33

　４　医療職給料表㈠昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 １ １ １
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11 １ １ １

12 １ １ １

13 １ １ １

14 １ １ １

15 １ １ １

16 １ １ １

17 １ １ １

18 １ １ １

19 １ １ １

20 １ １ １

21 １ １ １

22 １ ２ １

23 １ ３ １

24 １ ４ ２

25 １ ５ ２

26 １ ６ ２

27 １ ７ ３

28 １ ８ ３

29 １ ９ ３

30 １ 10 ３

31 １ 11 ４

32 １ 12 ４

33 １ 13 ４

34 ２ 14 ５

35 ３ 15 ５

36 ４ 16 ５

37 ５ 17 ５

38 ６ 18 ５

39 ７ 19 ５

40 ８ 20 ５

41 ９ 21 ５

42 10 21 ５

43 11 22 ５

44 12 22 ５

45 13 23 ５

46 13 23 ５

47 13 24 ５

48 14 24 ５

49 14 25 ５

50 14 25 ５

51 14 26 ５

52 15 26 ５

53 15 27 ５

54 15 27 ５

55 15 28 ５

56 16 28 ５
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57 16 29 ５

58 16 29 ５

59 16 29 ５

60 17 30 ５

61 17 30 ５

62 17 30 ５

63 18 31 ５

64 18 31 ５

65 19 31 ５

66 32 ５

67 32 ５

68 32 ５

69 32 ５

70 32 ５

71 33 ５

72 33 ５

73 33 ５

74 33

75 33

76 34

77 34

78 34

79 34

80 34

81 35

82 35

83 35

84 35

85 35

　５　医療職給料表㈡昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １

10 １ １ １ １ １ １

11 １ １ １ １ １ １

12 １ １ １ １ １ １

13 １ １ １ １ １ １
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14 １ １ ２ １ １ １

15 １ １ ３ １ １ １

16 １ １ ４ １ １ １

17 １ １ ５ １ １ １

18 １ １ ６ １ １ １

19 １ １ ７ １ １ １

20 １ １ ８ １ １ １

21 １ １ ９ １ １ １

22 ２ ２ 10 ２ ２ ２

23 ３ ３ 11 ３ ３ ３

24 ４ ４ 12 ４ ４ ４

25 ５ ５ 13 ５ ５ ５

26 ６ ６ 14 ６ ６ ５

27 ７ ７ 15 ７ ７ ６

28 ８ ８ 16 ８ ８ ６

29 ９ ９ 17 ９ ９ ７

30 10 10 18 10 10 ７

31 11 11 19 11 11 ８

32 12 12 20 12 12 ８

33 13 13 21 13 13 ９

34 14 14 22 14 14 ９

35 15 15 23 15 15 ９

36 16 16 24 16 16 ９

37 17 17 25 17 17 ９

38 18 18 26 18 18 ９

39 19 19 27 19 19 10

40 20 20 28 20 20 10

41 21 21 29 21 21 10

42 22 22 30 22 21 10

43 23 23 31 23 21 10

44 24 24 32 24 22 10

45 25 25 33 25 22 11

46 25 26 34 25 22 11

47 26 27 35 26 23 11

48 26 28 36 26 23 11

49 27 29 37 27 23 11

50 27 30 38 27 24 11

51 28 31 39 28 24 12

52 28 32 40 28 24 12

53 29 33 41 29 25 12

54 29 34 42 29 25

55 30 35 43 30 26

56 30 36 44 30 26

57 31 37 45 31 27

58 31 38 46 31 27

59 32 39 47 32 28
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60 32 40 48 32 28

61 33 41 49 33 28

62 33 42 50 33 28

63 34 43 51 33 28

64 34 44 52 34 29

65 35 45 53 34 29

66 35 46 54 34 29

67 36 47 55 35 29

68 36 48 56 35 29

69 37 49 57 35 30

70 37 49 57 36 30

71 38 50 58 36 30

72 38 50 58 36 30

73 39 51 59 37 30

74 39 51 59 37 31

75 40 52 60 37 31

76 40 52 60 37 31

77 41 53 61 38 31

78 41 53 61 38 32

79 41 53 62 38 32

80 42 54 62 38 32

81 42 54 63 39 33

82 42 54 63 39 33

83 43 55 64 39 34

84 43 55 64 39 34

85 43 55 65 39 35

86 56 66 40

87 56 67 40

88 56 68 40

89 56 69 40

90 56 69 40

91 57 70 41

92 57 70 41

93 57 70 41

94 57 70 41

95 57 70 41

96 58 70 42

97 58 70 42

98 58 70 42

99 58 70 42

100 58 70 42

101 59 70 43

102 59 70

103 59 70

104 59 70

105 59 70
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106 70

107 70

108 70

109 70

　６　医療職給料表㈢昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ １ １ １ １ １ １

２ １ １ １ １ １ １

３ １ １ １ １ １ １

４ １ １ １ １ １ １

５ １ １ １ １ １ １

６ １ １ １ １ １ １

７ １ １ １ １ １ １

８ １ １ １ １ １ １

９ １ １ １ １ １ １

10 １ １ １ １ １ １

11 １ １ １ １ １ １

12 １ １ １ １ １ １

13 １ １ １ １ １ １

14 １ １ ２ １ １ １

15 １ １ ３ １ １ １

16 １ １ ４ １ １ １

17 １ １ ５ １ １ １

18 ２ １ ６ １ １ １

19 ３ １ ７ １ １ １

20 ４ １ ８ １ １ １

21 ５ １ ９ １ １ １

22 ６ １ 10 ２ １ ２

23 ７ １ 11 ３ １ ３

24 ８ １ 12 ４ １ ４

25 ９ １ 13 ５ １ ５

26 10 １ 14 ６ ２ ６

27 11 １ 15 ７ ３ ７

28 12 １ 16 ８ ４ ８

29 13 １ 17 ９ ５ ９

30 14 ２ 18 10 ６ 10

31 15 ３ 19 11 ７ 11

32 16 ４ 20 12 ８ 12

33 17 ５ 21 13 ９ 13

34 18 ６ 22 14 10 14

35 19 ７ 23 15 11 15

36 20 ８ 24 16 12 16

37 21 ９ 25 17 13 17

38 22 10 26 18 14 18
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39 23 11 27 19 15 19

40 24 12 28 20 16 20

41 25 13 29 21 17 20

42 26 14 30 22 17 20

43 27 15 31 23 18 20

44 28 16 32 24 18 20

45 29 17 33 25 19 21

46 30 18 34 26 19 21

47 31 19 35 27 20 21

48 32 20 36 28 20 21

49 33 21 37 29 21 21

50 34 22 38 30 21 22

51 35 23 39 31 22 22

52 36 24 40 32 22 22

53 37 25 41 33 23 22

54 38 26 42 34 23 22

55 39 27 43 35 24 23

56 40 28 44 36 24 23

57 41 29 45 37 25 23

58 41 30 46 38 25

59 42 31 47 39 26

60 42 32 48 40 26

61 43 33 49 41 27

62 43 34 50 42 27

63 44 35 51 43 28

64 44 36 52 44 28

65 45 37 53 45 29

66 46 38 54 45 29

67 47 39 55 46 29

68 48 40 56 46 29

69 49 41 57 47 29

70 50 42 58 47 29

71 51 43 59 48 30

72 52 44 60 48 30

73 53 45 61 49 30

74 54 46 62 50 30

75 55 47 63 51 30

76 56 48 64 52 30

77 57 49 65 53 31

78 58 50 66 53 31

79 59 51 67 54 31

80 60 52 68 54 31

81 61 53 69 55 31

82 62 54 70 55 31

83 63 55 71 56 32

84 64 56 72 56 32
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85 65 57 73 57 32

86 65 58 74 57 32

87 66 59 75 58 32

88 66 60 76 58 32

89 67 61 77 59 33

90 67 62 78 59 33

91 68 63 79 60 34

92 68 64 80 60 34

93 69 65 81 60 35

94 70 66 81 60

95 71 67 82 61

96 72 68 82 61

97 73 69 83 61

98 74 70 83 61

99 75 71 84 62

100 76 72 84 62

101 77 73 85 62

102 77 74 86 62

103 78 75 87 63

104 78 76 88 63

105 79 77 88 63

106 79 77 88 63

107 80 77 89 64

108 80 78 89 64

109 81 78 89 65

110 81 78 90

111 81 79 90

112 81 79 90

113 81 79 91

114 82 80 91

115 82 80 91

116 82 80 92

117 82 81 92

118 82 81 92

119 83 81 93

120 83 81 93

121 83 82 93

122 83 82

123 83 82

124 84 82

125 84 83

126 84 83

127 84 83

128 84 83

129 85 84

130 85 84
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131 85 84

132 86 84

133 86 85

134 86 85

135 87 85

136 87 86

137 87 86

138 88 86

139 88 86

140 88 86

141 89 87

142 89 87

143 89 87

144 89 87

145 90 87

146 90 88

147 90 88

148 90 88

149 91 88

150 91 88

151 91 89

152 91 89

153 92 89

154 92

155 92

156 92

157 93

158 93

159 93

160 94

161 94

162 94

163 95

164 95

165 95

166 96

167 96

168 96

169 97

　７　中学校・小学校教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １
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４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 ２ １ １

11 ３ １ １

12 ４ １ １

13 ５ １ １

14 ６ １ １

15 ７ １ １

16 ８ １ １

17 ９ １ １

18 10 １ １

19 11 １ １

20 12 １ １

21 13 １ １

22 14 １ １

23 15 １ １

24 16 １ １

25 17 １ １

26 18 １ １

27 19 １ １

28 20 １ １

29 21 １ １

30 22 １ １

31 23 １ １

32 24 １ １

33 25 １ １

34 26 １ １

35 27 １ １

36 28 １ １

37 29 １ １

38 30 １ １

39 31 １ １

40 32 １ １

41 33 １ １

42 34 １ １

43 35 １ １

44 36 １ １

45 37 １ １

46 37 １ １

47 38 １ １

48 38 １ １

49 39 １ １
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50 39 １ １

51 40 １ １

52 40 １ １

53 41 １ １

54 41 １ １

55 42 １ １

56 42 １ １

57 43 １ １

58 43 １ １

59 44 １ １

60 44 １ １

61 45 １ １

62 45 ２ ２

63 46 ３ ３

64 46 ４ ４

65 47 ５ ４

66 47 ６ ４

67 48 ７ ４

68 48 ８ ４

69 49 ９ ５

70 49 10 ５

71 50 11 ５

72 50 12 ５

73 51 13 ５

74 51 14 ６

75 52 15 ６

76 52 16 ６

77 53 17 ６

78 53 18 ６

79 53 19 ７

80 54 20 ７

81 54 21 ７

82 54 22 ７

83 55 23 ７

84 55 24 ７

85 55 25 ８

86 56 26 ８

87 56 27 ８

88 56 28 ８

89 57 29 ９

90 57 30

91 58 31

92 58 32

93 59 33

94 59 34

95 60 35
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96 60 36

97 61 37

98 61 38

99 61 39

100 61 40

101 62 41

102 62 42

103 62 43

104 62 44

105 63 45

106 63 46

107 63 47

108 63 48

109 64 49

110 64 49

111 64 50

112 64 50

113 65 51

114 65 51

115 65 52

116 65 52

117 66 53

118 66 54

119 66 55

120 66 56

121 67 57

122 67 57

123 67 58

124 67 58

125 68 59

126 59

127 60

128 60

129 61

130 61

131 61

132 62

133 62

134 62

135 62

136 62

137 62

138 62

139 62

140 62

141 63
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142 63

143 63

144 63

145 63

146 63

147 63

148 63

149 63

150 63

151 63

152 63

153 63

154 63

155 63

156 64

157 64

　７の２　中学校・小学校教育職員給料表の２級から特２級への昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給

２級 特２級

１ １

２ １

３ １

４ １

５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

10 １

11 １

12 １

13 １

14 １

15 １

16 １

17 １

18 １

19 １

20 １

21 １

22 １

23 １

24 １

25 １

26 １
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27 １

28 １

29 １

30 １

31 １

32 １

33 １

34 １

35 １

36 １

37 １

38 １

39 １

40 １

41 １

42 １

43 １

44 １

45 １

46 １

47 １

48 １

49 １

50 １

51 １

52 １

53 １

54 ２

55 ３

56 ４

57 ５

58 ６

59 ７

60 ８

61 ９

62 10

63 11

64 12

65 13

66 14

67 15

68 16

69 17

70 18

71 19

72 20
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73 21

74 22

75 23

76 24

77 25

78 26

79 27

80 28

81 29

82 30

83 31

84 32

85 33

86 34

87 35

88 36

89 37

90 38

91 39

92 40

93 41

94 42

95 43

96 44

97 45

98 46

99 47

100 48

101 49

102 50

103 51

104 52

105 53

106 54

107 55

108 56

109 57

110 57

111 58

112 58

113 59

114 59

115 60

116 60

117 61

118 62
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119 63

120 64

121 65

122 65

123 66

124 66

125 67

126 67

127 68

128 68

129 69

130 70

131 71

132 72

133 72

134 72

135 72

136 73

137 73

138 73

139 73

140 73

141 74

142 74

143 74

144 75

145 75

146 75

147 76

148 76

149 76

150 77

151 77

152 77

153 78

154 78

155 78

156 79

157 79

　７の３　中学校・小学校教育職員給料表の特２級から３級への昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給

特２級 ３級

１ １

２ １

３ １



93

愛 媛 県 報令和７年３月25日 第595号外２

４ １

５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

10 ２

11 ３

12 ４

13 ５

14 ６

15 ７

16 ８

17 ９

18 10

19 11

20 12

21 13

22 14

23 15

24 16

25 17

26 18

27 19

28 20

29 21

30 22

31 23

32 24

33 25

34 26

35 27

36 28

37 29

38 30

39 31

40 32

41 33

42 34

43 35

44 36

45 37

46 38

47 39

48 40

49 41
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50 42

51 43

52 44

53 45

54 46

55 47

56 48

57 49

58 50

59 51

60 52

61 53

62 54

63 55

64 56

65 57

66 58

67 59

68 60

69 61

70 61

71 61

72 62

73 62

74 63

75 63

76 63

77 63

78 63

79 64

80 65

81 66

82 67

83 68

84 69

85 70

86 70

87 71

88 72

89 72

90 73

91 74

92 75

93 76

94 77

95 77
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96 78

97 78

98 79

99 80

100 81

101 81

102 81

103 81

104 81

105 81

　８　高等学校等教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 １ １ １

11 １ １ １

12 １ １ １

13 １ １ １

14 １ １ １

15 １ １ １

16 １ １ １

17 １ １ １

18 １ １ １

19 １ １ １

20 １ １ １

21 １ １ １

22 ２ １ １

23 ３ １ １

24 ４ １ １

25 ５ １ １

26 ６ １ １

27 ７ １ １

28 ８ １ １

29 ９ １ １

30 10 １ １

31 11 １ １

32 12 １ １
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33 13 １ １

34 14 １ １

35 15 １ １

36 16 １ １

37 17 １ １

38 18 １ １

39 19 １ １

40 20 １ １

41 21 １ １

42 22 １ ２

43 23 １ ３

44 24 １ ４

45 25 １ ５

46 25 １ ６

47 26 １ ７

48 26 １ ８

49 27 １ ９

50 27 １ ９

51 28 １ 10

52 28 １ 10

53 29 １ 11

54 29 １ 11

55 30 １ 12

56 30 １ 12

57 31 １ 13

58 31 １ 13

59 32 １ 14

60 32 １ 14

61 33 １ 15

62 33 １

63 34 １

64 34 １

65 35 １

66 35 １

67 36 １

68 36 １

69 37 １

70 37 ２

71 38 ３

72 38 ４

73 39 ５

74 39 ６

75 40 ７

76 40 ８

77 41 ９

78 41 10
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79 42 11

80 42 12

81 43 13

82 43 14

83 44 15

84 44 16

85 45 17

86 45 18

87 46 19

88 46 20

89 47 21

90 47 22

91 48 23

92 48 24

93 49 25

94 49 26

95 50 27

96 50 28

97 51 29

98 51 30

99 52 31

100 52 32

101 53 33

102 53 33

103 54 34

104 54 34

105 55 35

106 55 35

107 56 36

108 56 36

109 57 37

110 57 37

111 57 38

112 57 38

113 58 39

114 58 39

115 58 40

116 58 40

117 59 41

118 59 41

119 59 41

120 59 41

121 60 41

122 60 41

123 60 42

124 60 42
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125 61 42

126 61 42

127 61 42

128 61 42

129 61 43

130 61 43

131 62 43

132 62 43

133 62 43

134 62 43

135 62 44

136 62 44

137 63 44

138 63 44

139 63 44

140 63 44

141 63 44

142 63 44

143 64 44

144 64 44

145 64 44

146 64

147 64

148 64

149 65

150 65

151 66

152 66

153 67

　９　高等学校等教育職員給料表の２級から特２級への昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給

２級 特２級

１ １

２ １

３ １

４ １

５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

10 １

11 １

12 １

13 １
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14 １

15 １

16 １

17 １

18 １

19 １

20 １

21 １

22 １

23 １

24 １

25 １

26 １

27 １

28 １

29 １

30 １

31 １

32 １

33 １

34 １

35 １

36 １

37 １

38 １

39 １

40 １

41 １

42 ２

43 ３

44 ４

45 ５

46 ６

47 ７

48 ８

49 ９

50 10

51 11

52 12

53 13

54 14

55 15

56 16

57 17

58 18

59 19
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60 20

61 21

62 22

63 23

64 24

65 25

66 26

67 27

68 28

69 29

70 30

71 31

72 32

73 33

74 34

75 35

76 36

77 37

78 38

79 39

80 40

81 41

82 42

83 43

84 44

85 45

86 46

87 47

88 48

89 49

90 50

91 51

92 52

93 53

94 54

95 55

96 56

97 57

98 58

99 59

100 60

101 61

102 61

103 62

104 62

105 63
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106 63

107 64

108 64

109 65

110 66

111 67

112 68

113 69

114 69

115 70

116 70

117 71

118 71

119 72

120 72

121 72

122 72

123 73

124 73

125 73

126 73

127 73

128 73

129 74

130 74

131 74

132 74

133 74

134 74

135 75

136 75

137 75

138 75

139 75

140 76

141 76

142 76

143 76

144 76

145 76

　10　高等学校等教育職員給料表の特２級から３級への昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給

特２級 ３級

１ １

２ １
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３ １

４ １

５ １

６ １

７ １

８ １

９ １

10 １

11 １

12 １

13 １

14 １

15 １

16 １

17 １

18 １

19 １

20 １

21 １

22 １

23 １

24 １

25 １

26 １

27 １

28 １

29 １

30 ２

31 ３

32 ４

33 ５

34 ６

35 ７

36 ８

37 ９

38 10

39 11

40 12

41 13

42 14

43 15

44 16

45 17

46 18

47 19

48 20
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49 21

50 22

51 23

52 24

53 25

54 26

55 27

56 28

57 29

58 30

59 31

60 32

61 33

62 34

63 35

64 36

65 37

66 37

67 38

68 38

69 39

70 40

71 41

72 41

73 42

74 43

75 44

76 44

77 45

78 46

79 46

80 47

81 48

82 49

83 49

84 50

85 51

86 51

87 51

88 52

89 52

90 53

91 53

92 54

93 54

94 54



104

愛 媛 県 報令和７年３月25日 第595号外２

95 55

96 55

97 55

98 55

99 56

100 56

101 56

102 56

103 56

104 56

105 57
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別表第33の２（第23条関係）
降格時号給対応表

　１　行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ 33 21 21 9 13 17 12 １

２ 34 22 22 10 14 18 17 ２

３ 35 23 23 11 15 19 21 ３

４ 36 24 24 12 16 20 28 ４

５ 37 25 25 13 17 22 45 ９

６ 38 26 26 14 18 24 45 ９

７ 39 27 27 15 19 26 45 ９

８ 40 28 28 16 20 28 45 ９

９ 41 29 29 17 21 30 45 ９

10 42 30 30 18 22 32

11 43 31 31 19 23 34

12 44 32 32 20 24 36

13 45 33 33 21 25 40

14 46 34 34 22 26 44

15 47 35 35 23 27 65

16 48 36 36 24 28 72

17 49 37 37 25 29 73

18 50 38 38 26 30 73

19 51 39 39 27 31 73

20 52 40 40 28 32 73

21 54 41 41 29 33 73

22 56 42 42 30 34 73

23 58 43 43 31 35 73

24 60 44 44 32 36 73

25 62 45 45 33 37 73

26 64 46 46 34 38 73

27 66 47 47 35 39 73

28 68 48 48 36 40 73

29 71 49 49 37 42 73

30 74 50 50 38 44 73

31 77 51 51 39 46 73

32 80 52 52 40 48 73

33 83 54 53 41 50 73

34 86 56 54 42 52 73

35 89 58 55 43 54 73

36 92 60 56 44 56 73

37 93 61 59 45 58 73

38 93 62 62 46 68 73

39 93 63 65 47 80 73

40 93 64 68 48 84 73

41 93 66 71 49 85 73
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42 93 68 74 50 85 73

43 93 70 77 51 85 73

44 93 72 80 52 85 73

45 93 77 84 53 85 73

46 93 82 88 54 85

47 93 87 95 55 85

48 93 92 102 56 85

49 93 97 109 57 85

50 93 102 109 58 85

51 93 107 109 59 85

52 93 116 109 60 85

53 93 125 109 61 85

54 93 125 109 62 85

55 93 125 109 63 85

56 93 125 109 64 85

57 93 125 109 65 85

58 93 125 109 66 85

59 93 125 109 67 85

60 93 125 109 72 85

61 93 125 109 77 85

62 93 125 109 80 85

63 93 125 109 81 85

64 93 125 109 82 85

65 93 125 109 83 85

66 93 125 109 84 85

67 93 125 109 86 85

68 93 125 109 88 85

69 93 125 109 89 85

70 93 125 109 90 85

71 93 125 109 91 85

72 93 125 109 92 85

73 93 125 109 93 85

74 93 125 109 93

75 93 125 109 93

76 93 125 109 93

77 93 125 109 93

78 93 125 109 93

79 93 125 109 93

80 93 125 109 93

81 93 125 109 93

82 93 125 109 93

83 93 125 109 93

84 93 125 109 93

85 93 125 109 93

86 93 125 109

87 93 125 109
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88 93 125 109

89 93 125 109

90 93 125 109

91 93 125 109

92 93 125 109

93 93 125 109

94 93 125

95 93 125

96 93 125

97 93 125

98 93 125

99 93 125

100 93 125

101 93 125

102 93 125

103 93 125

104 93 125

105 93 125

106 93 125

107 93 125

108 93 125

109 93 125

110 93

111 93

112 93

113 93

114 93

115 93

116 93

117 93

118 93

119 93

120 93

121 93

122 93

123 93

124 93

125 93

　２　公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ ９ 13 21 29 ９ 13 17 13

２ 10 14 22 30 10 14 18 17

３ 11 15 23 31 11 15 19 20

４ 12 16 24 32 12 16 20 27
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５ 13 17 25 33 13 17 21 45

６ 14 18 26 34 14 18 22 45

７ 15 19 27 35 15 19 23 45

８ 16 20 28 36 16 20 24 45

９ 17 21 29 37 17 21 25 45

10 18 22 30 38 18 22 26

11 19 23 31 39 19 23 27

12 20 24 32 40 20 24 28

13 21 25 33 41 21 25 29

14 22 26 34 42 22 26 30

15 23 27 35 43 23 27 31

16 24 28 36 44 24 28 32

17 25 29 37 45 25 29 33

18 26 30 38 46 26 30 34

19 27 31 39 47 27 31 35

20 28 32 40 48 28 32 36

21 29 33 41 49 29 33 37

22 30 34 42 50 30 34 38

23 31 35 43 51 31 35 39

24 32 36 44 52 32 36 40

25 33 37 45 53 33 37 42

26 34 38 46 54 34 38 44

27 35 39 47 55 35 39 46

28 36 40 48 56 36 40 56

29 37 41 49 57 37 41 67

30 38 42 50 58 38 42 70

31 39 43 51 59 39 43 73

32 40 44 52 60 40 44 73

33 41 45 53 61 41 45 73

34 42 46 54 62 42 46 73

35 43 47 55 63 43 47 73

36 44 48 56 64 44 48 73

37 45 49 57 66 45 51 73

38 46 50 58 68 46 54 73

39 47 51 59 70 47 57 73

40 48 52 60 72 48 67 73

41 49 53 61 73 49 79 73

42 50 54 62 74 50 82 73

43 51 55 63 75 51 85 73

44 52 56 64 76 52 85 73

45 53 57 65 77 53 85 73

46 54 58 66 78 54 85

47 55 59 67 79 55 85

48 56 60 68 80 56 85

49 57 61 70 82 57 85

50 58 62 72 84 58 85
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51 59 63 74 86 59 85

52 60 64 76 88 60 85

53 61 65 77 91 61 85

54 62 66 78 94 62 85

55 63 67 79 97 63 85

56 64 68 80 100 64 85

57 65 69 81 101 65 85

58 66 70 82 102 66 85

59 67 71 83 103 67 85

60 68 72 84 112 70 85

61 69 73 85 121 71 85

62 70 74 86 121 72 85

63 71 75 87 121 73 85

64 72 76 88 121 74 85

65 73 77 89 121 75 85

66 74 78 90 121 76 85

67 75 79 91 121 77 85

68 76 80 92 121 78 85

69 78 81 93 121 79 85

70 80 82 94 121 80 85

71 82 83 95 121 81 85

72 84 84 96 121 82 85

73 85 85 97 121 83 85

74 86 86 98 121 84

75 87 87 99 121 85

76 88 88 100 121 86

77 89 89 101 121 87

78 90 90 102 121 88

79 91 91 103 121 90

80 92 92 104 121 92

81 93 93 105 121 93

82 94 94 106 121 93

83 95 95 107 121 93

84 96 96 108 121 93

85 97 97 110 121 93

86 98 98 112 121

87 99 99 114 121

88 100 100 116 121

89 101 102 118 121

90 102 104 120 121

91 103 106 122 121

92 104 108 132 121

93 107 109 137 121

94 110 110 138

95 113 111 139

96 116 112 141
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97 118 113 141

98 120 114 141

99 122 115 141

100 124 116 141

101 125 119 141

102 125 122 141

103 125 125 141

104 125 128 141

105 125 129 141

106 125 129 141

107 125 129 141

108 125 129 141

109 125 129 141

110 125 129 141

111 125 129 141

112 125 129 141

113 125 129 141

114 125 129 141

115 125 129 141

116 125 129 141

117 125 129 141

118 125 129 141

119 125 129 141

120 125 129 141

121 125 129 141

122 125 129

123 125 129

124 125 129

125 125 129

126 125 129

127 125 129

128 125 129

129 125 129

130 129

131 129

132 129

133 129

134 129

135 129

136 129

137 129

138 129

139 129

140 129

141 129
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　３　研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級

１ 25 41 25 12

２ 26 42 26 19

３ 27 43 27 26

４ 28 44 28 33

５ 29 45 29 40

６ 30 46 30 49

７ 31 47 31 57

８ 32 48 32 57

９ 33 51 33 57

10 34 54 34 57

11 35 57 35 57

12 36 60 36 57

13 37 62 38 57

14 38 64 40 57

15 39 66 42

16 40 68 44

17 42 71 45

18 44 74 46

19 46 77 47

20 48 80 48

21 49 81 51

22 50 82 54

23 51 83 57

24 52 84 60

25 54 88 62

26 56 92 66

27 58 96 69

28 60 100 72

29 63 103 75

30 66 108 78

31 69 113 81

32 72 118 81

33 74 121 81

34 76 121 81

35 78 121 81

36 80 121 81

37 82 121 81

38 84 121 81

39 86 121 81

40 88 121 81

41 90 121 81

42 92 121 81

43 94 121 81
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44 96 121 81

45 97 121 81

46 98 121 81

47 99 121 81

48 100 121 81

49 101 121 81

50 102 121 81

51 103 121 81

52 104 121 81

53 107 121 81

54 110 121 81

55 113 121 81

56 116 121 81

57 118 121 81

58 120 121

59 121 121

60 121 121

61 121 121

62 121 121

63 121 121

64 121 121

65 121 121

66 121 121

67 121 121

68 121 121

69 121 121

70 121 121

71 121 121

72 121 121

73 121 121

74 121 121

75 121 121

76 121 121

77 121 121

78 121 121

79 121 121

80 121 121

81 121 121

82 121

83 121

84 121

85 121

86 121

87 121

88 121

89 121
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90 121

91 121

92 121

93 121

94 121

95 121

96 121

97 121

98 121

99 121

100 121

101 121

102 121

103 121

104 121

105 121

106 121

107 121

108 121

109 121

110 121

111 121

112 121

113 121

114 121

115 121

116 121

117 121

118 121

119 121

120 121

121 121

　４　医療職給料表㈠降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ 33 21 23

２ 34 22 26

３ 35 23 30

４ 36 24 33

５ 37 25 73

６ 38 26 73

７ 39 27 73

８ 40 28 73

９ 41 29 73

10 42 30 73
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11 43 31

12 44 32

13 47 33

14 51 34

15 55 35

16 59 36

17 62 37

18 64 38

19 65 39

20 65 40

21 65 42

22 65 44

23 65 46

24 65 48

25 65 50

26 65 52

27 65 54

28 65 56

29 65 59

30 65 62

31 65 65

32 65 70

33 65 75

34 65 80

35 65 85

36 65 85

37 65 85

38 65 85

39 65 85

40 65 85

41 65 85

42 65 85

43 65 85

44 65 85

45 65 85

46 65 85

47 65 85

48 65 85

49 65 85

50 65 85

51 65 85

52 65 85

53 65 85

54 65 85

55 65 85

56 65 85



115

愛 媛 県 報令和７年３月25日 第595号外２

57 65 85

58 65 85

59 65 85

60 65 85

61 65 85

62 65 85

63 65 85

64 65 85

65 65 85

66 65 85

67 65 85

68 65 85

69 65 85

70 65 85

71 65 85

72 65 85

73 65 85

74 65

75 65

76 65

77 65

78 65

79 65

80 65

81 65

82 65

83 65

84 65

85 65

　５　医療職給料表㈡降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ 21 21 13 21 21 21

２ 22 22 14 22 22 22

３ 23 23 15 23 23 23

４ 24 24 16 24 24 24

５ 25 25 17 25 25 26

６ 26 26 18 26 26 28

７ 27 27 19 27 27 30

８ 28 28 20 28 28 32

９ 29 29 21 29 29 38

10 30 30 22 30 30 44

11 31 31 23 31 31 50

12 32 32 24 32 32 53

13 33 33 25 33 33 53
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14 34 34 26 34 34 53

15 35 35 27 35 35 53

16 36 36 28 36 36 53

17 37 37 29 37 37 53

18 38 38 30 38 38 53

19 39 39 31 39 39 53

20 40 40 32 40 40 53

21 41 41 33 41 43 53

22 42 42 34 42 46 53

23 43 43 35 43 49 53

24 44 44 36 44 52 53

25 46 45 37 46 54 53

26 48 46 38 48 56 53

27 50 47 39 50 58 53

28 52 48 40 52 63 53

29 54 49 41 54 68 53

30 56 50 42 56 73 53

31 58 51 43 58 77 53

32 60 52 44 60 80 53

33 62 53 45 63 82 53

34 64 54 46 66 84 53

35 66 55 47 69 85 53

36 68 56 48 72 85 53

37 70 57 49 76 85 53

38 72 58 50 80 85

39 74 59 51 85 85

40 76 60 52 90 85

41 79 61 53 95 85

42 82 62 54 100 85

43 85 63 55 101 85

44 85 64 56 101 85

45 85 65 57 101 85

46 85 66 58 101 85

47 85 67 59 101 85

48 85 68 60 101 85

49 85 70 61 101 85

50 85 72 62 101 85

51 85 74 63 101 85

52 85 76 64 101 85

53 85 79 65 101 85

54 85 82 66 101

55 85 85 67 101

56 85 90 68 101

57 85 95 70 101

58 85 100 72 101

59 85 105 74 101
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60 85 105 76 101

61 85 105 78 101

62 85 105 80 101

63 85 105 82 101

64 85 105 84 101

65 85 105 85 101

66 85 105 86 101

67 85 105 87 101

68 85 105 88 101

69 85 105 90 101

70 85 105 109 101

71 85 105 109 101

72 85 105 109 101

73 85 105 109 101

74 85 105 109 101

75 85 105 109 101

76 85 105 109 101

77 85 105 109 101

78 85 105 109 101

79 85 105 109 101

80 85 105 109 101

81 85 105 109 101

82 85 105 109 101

83 85 105 109 101

84 85 105 109 101

85 85 105 109 101

86 85 105 109

87 85 105 109

88 85 105 109

89 85 105 109

90 85 105 109

91 85 105 109

92 85 105 109

93 85 105 109

94 85 105 109

95 85 105 109

96 85 105 109

97 85 105 109

98 85 105 109

99 85 105 109

100 85 105 109

101 85 105 109

102 85 105

103 85 105

104 85 105

105 85 105
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106 105

107 105

108 105

109 105

　６　医療職給料表㈢降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ 17 29 13 21 25 21

２ 18 30 14 22 26 22

３ 19 31 15 23 27 23

４ 20 32 16 24 28 24

５ 21 33 17 25 29 25

６ 22 34 18 26 30 26

７ 23 35 19 27 31 27

８ 24 36 20 28 32 28

９ 25 37 21 29 33 29

10 26 38 22 30 34 30

11 27 39 23 31 35 31

12 28 40 24 32 36 32

13 29 41 25 33 37 33

14 30 42 26 34 38 34

15 31 43 27 35 39 35

16 32 44 28 36 40 36

17 33 45 29 37 42 37

18 34 46 30 38 44 38

19 35 47 31 39 46 39

20 36 48 32 40 48 44

21 37 49 33 41 50 49

22 38 50 34 42 52 54

23 39 51 35 43 54 57

24 40 52 36 44 56 57

25 41 53 37 45 58 57

26 42 54 38 46 60 57

27 43 55 39 47 62 57

28 44 56 40 48 64 57

29 45 57 41 49 70 57

30 46 58 42 50 76 57

31 47 59 43 51 82 57

32 48 60 44 52 88 57

33 49 61 45 53 90 57

34 50 62 46 54 92 57

35 51 63 47 55 93 57

36 52 64 48 56 93 57

37 53 65 49 57 93 57

38 54 66 50 58 93 57
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39 55 67 51 59 93 57

40 56 68 52 60 93 57

41 58 69 53 61 93 57

42 60 70 54 62 93

43 62 71 55 63 93

44 64 72 56 64 93

45 65 73 57 66 93

46 66 74 58 68 93

47 67 75 59 70 93

48 68 76 60 72 93

49 69 77 61 73 93

50 70 78 62 74 93

51 71 79 63 75 93

52 72 80 64 76 93

53 73 81 65 78 93

54 74 82 66 80 93

55 75 83 67 82 93

56 76 84 68 84 93

57 77 85 69 86 93

58 78 86 70 88

59 79 87 71 90

60 80 88 72 94

61 81 89 73 98

62 82 90 74 102

63 83 91 75 106

64 84 92 76 108

65 86 93 77 109

66 88 94 78 109

67 90 95 79 109

68 92 96 80 109

69 93 97 81 109

70 94 98 82 109

71 95 99 83 109

72 96 100 84 109

73 97 101 85 109

74 98 102 86 109

75 99 103 87 109

76 100 104 88 109

77 102 107 89 109

78 104 110 90 109

79 106 113 91 109

80 108 116 92 109

81 113 120 94 109

82 118 124 96 109

83 123 128 98 109

84 128 132 100 109
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85 131 135 101 109

86 134 140 102 109

87 137 145 103 109

88 140 150 106 109

89 144 153 109 109

90 148 153 112 109

91 152 153 115 109

92 156 153 118 109

93 159 153 121 109

94 162 153 121

95 165 153 121

96 168 153 121

97 169 153 121

98 169 153 121

99 169 153 121

100 169 153 121

101 169 153 121

102 169 153 121

103 169 153 121

104 169 153 121

105 169 153 121

106 169 153 121

107 169 153 121

108 169 153 121

109 169 153 121

110 169 153

111 169 153

112 169 153

113 169 153

114 169 153

115 169 153

116 169 153

117 169 153

118 169 153

119 169 153

120 169 153

121 169 153

122 169

123 169

124 169

125 169

126 169

127 169

128 169

129 169

130 169
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131 169

132 169

133 169

134 169

135 169

136 169

137 169

138 169

139 169

140 169

141 169

142 169

143 169

144 169

145 169

146 169

147 169

148 169

149 169

150 169

151 169

152 169

153 169

　７　中学校・小学校教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ ９ 61 61

２ 10 62 62

３ 11 63 63

４ 12 64 68

５ 13 65 73

６ 14 66 78

７ 15 67 84

８ 16 68 88

９ 17 69 89

10 18 70 89

11 19 71 89

12 20 72 89

13 21 73 89

14 22 74 89

15 23 75 89

16 24 76 89

17 25 77 89

18 26 78 89

19 27 79 89
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20 28 80 89

21 29 81 89

22 30 82

23 31 83

24 32 84

25 33 85

26 34 86

27 35 87

28 36 88

29 37 89

30 38 90

31 39 91

32 40 92

33 41 93

34 42 94

35 43 95

36 44 96

37 46 97

38 48 98

39 50 99

40 52 100

41 54 101

42 56 102

43 58 103

44 60 104

45 62 105

46 64 106

47 66 107

48 68 108

49 70 110

50 72 112

51 74 114

52 76 116

53 79 117

54 82 118

55 85 119

56 88 120

57 90 122

58 92 124

59 94 126

60 96 128

61 100 131

62 104 140

63 108 155

64 112 157

65 116 157



123

愛 媛 県 報令和７年３月25日 第595号外２

66 120 157

67 124 157

68 125 157

69 125 157

70 125 157

71 125 157

72 125 157

73 125 157

74 125 157

75 125 157

76 125 157

77 125 157

78 125 157

79 125 157

80 125 157

81 125 157

82 125 157

83 125 157

84 125 157

85 125 157

86 125 157

87 125 157

88 125 157

89 125 157

90 125

91 125

92 125

93 125

94 125

95 125

96 125

97 125

98 125

99 125

100 125

101 125

102 125

103 125

104 125

105 125

106 125

107 125

108 125

109 125

110 125

111 125
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112 125

113 125

114 125

115 125

116 125

117 125

118 125

119 125

120 125

121 125

122 125

123 125

124 125

125 125

126 125

127 125

128 125

129 125

130 125

131 125

132 125

133 125

134 125

135 125

136 125

137 125

138 125

139 125

140 125

141 125

142 125

143 125

144 125

145 125

146 125

147 125

148 125

149 125

150 125

151 125

152 125

153 125

154 125

155 125

156 125

157 125
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８　中学校・小学校教育職員給料表の特２級から２級への降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給 降格後の号給

特２級 ２級

１ 53

２ 54

３ 55

４ 56

５ 57

６ 58

７ 59

８ 60

９ 61

10 62

11 63

12 64

13 65

14 66

15 67

16 68

17 69

18 70

19 71

20 72

21 73

22 74

23 75

24 76

25 77

26 78

27 79

28 80

29 81

30 82

31 83

32 84

33 85

34 86

35 87

36 88

37 89

38 90

39 91

40 92

41 93

42 94

43 95
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44 96

45 97

46 98

47 99

48 100

49 101

50 102

51 103

52 104

53 105

54 106

55 107

56 108

57 110

58 112

59 114

60 116

61 117

62 118

63 119

64 120

65 122

66 124

67 126

68 128

69 129

70 130

71 131

72 135

73 140

74 143

75 146

76 149

77 152

78 155

79 157

80 157

81 157

82 157

83 157

84 157

85 157

86 157

87 157

88 157

89 157
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90 157

91 157

92 157

93 157

94 157

95 157

96 157

97 157

98 157

99 157

100 157

101 157

102 157

103 157

104 157

105 157

　９　中学校・小学校教育職員給料表の３級から特２級への降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給 降格後の号給

３級 特２級

１ ９

２ 10

３ 11

４ 12

５ 13

６ 14

７ 15

８ 16

９ 17

10 18

11 19

12 20

13 21

14 22

15 23

16 24

17 25

18 26

19 27

20 28

21 29

22 30

23 31

24 32

25 33

26 34
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27 35

28 36

29 37

30 38

31 39

32 40

33 41

34 42

35 43

36 44

37 45

38 46

39 47

40 48

41 49

42 50

43 51

44 52

45 53

46 54

47 55

48 56

49 57

50 58

51 59

52 60

53 61

54 62

55 63

56 64

57 65

58 66

59 67

60 68

61 71

62 73

63 78

64 79

65 80

66 81

67 82

68 83

69 84

70 86

71 87

72 89
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73 90

74 91

75 92

76 93

77 95

78 97

79 98

80 99

81 105

82 105

83 105

84 105

85 105

86 105

87 105

88 105

89 105

　10　高等学校等教育職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日

に受けていた号給

降格後の号給

１級 ２級 ３級

１ 21 69 41

２ 22 70 42

３ 23 71 43

４ 24 72 44

５ 25 73 45

６ 26 74 46

７ 27 75 47

８ 28 76 48

９ 29 77 50

10 30 78 52

11 31 79 54

12 32 80 56

13 33 81 58

14 34 82 60

15 35 83 61

16 36 84 61

17 37 85 61

18 38 86 61

19 39 87 61

20 40 88 61

21 41 89 61

22 42 90

23 43 91

24 44 92

25 46 93
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26 48 94

27 50 95

28 52 96

29 54 97

30 56 98

31 58 99

32 60 100

33 62 102

34 64 104

35 66 106

36 68 108

37 70 110

38 72 112

39 74 114

40 76 116

41 78 122

42 80 128

43 82 134

44 84 145

45 86 145

46 88 145

47 90 145

48 92 145

49 94 145

50 96 145

51 98 145

52 100 145

53 102 145

54 104 145

55 106 145

56 108 145

57 112 145

58 116 145

59 120 145

60 124 145

61 130 145

62 136

63 142

64 148

65 150

66 152

67 153

68 153

69 153

70 153

71 153
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72 153

73 153

74 153

75 153

76 153

77 153

78 153

79 153

80 153

81 153

82 153

83 153

84 153

85 153

86 153

87 153

88 153

89 153

90 153

91 153

92 153

93 153

94 153

95 153

96 153

97 153

98 153

99 153

100 153

101 153

102 153

103 153

104 153

105 153

106 153

107 153

108 153

109 153

110 153

111 153

112 153

113 153

114 153

115 153

116 153

117 153



132

愛 媛 県 報令和７年３月25日 第595号外２

118 153

119 153

120 153

121 153

122 153

123 153

124 153

125 153

126 153

127 153

128 153

129 153

130 153

131 153

132 153

133 153

134 153

135 153

136 153

137 153

138 153

139 153

140 153

141 153

142 153

143 153

144 153

145 153

　11　高等学校等教育職員給料表の特２級から２級への降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給 降格後の号給

特２級 ２級

１ 41

２ 42

３ 43

４ 44

５ 45

６ 46

７ 47

８ 48

９ 49

10 50

11 51

12 52

13 53

14 54
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15 55

16 56

17 57

18 58

19 59

20 60

21 61

22 62

23 63

24 64

25 65

26 66

27 67

28 68

29 69

30 70

31 71

32 72

33 73

34 74

35 75

36 76

37 77

38 78

39 79

40 80

41 81

42 82

43 83

44 84

45 85

46 86

47 87

48 88

49 89

50 90

51 91

52 92

53 93

54 94

55 95

56 96

57 97

58 98

59 99

60 100
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61 102

62 104

63 106

64 108

65 109

66 110

67 111

68 112

69 114

70 116

71 118

72 122

73 128

74 134

75 139

76 145

77 145

78 145

79 145

80 145

81 145

82 145

83 145

84 145

85 145

86 145

87 145

88 145

89 145

90 145

91 145

92 145

93 145

94 145

95 145

96 145

97 145

98 145

99 145

100 145

101 145

102 145

103 145

104 145

105 145
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　12　高等学校等教育職員給料表の３級から特２級への降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給 降格後の号給

３級 特２級

１ 29

２ 30

３ 31

４ 32

５ 33

６ 34

７ 35

８ 36

９ 37

10 38

11 39

12 40

13 41

14 42

15 43

16 44

17 45

18 46

19 47

20 48

21 49

22 50

23 51

24 52

25 53

26 54

27 55

28 56

29 57

30 58

31 59

32 60

33 61

34 62

35 63

36 64

37 66

38 68

39 69

40 70

41 72

42 73

43 74
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44 76

45 77

46 79

47 80

48 81

49 83

50 84

51 87

52 89

53 91

54 94

55 98

56 104

57 105

58 105

59 105

60 105

61 105
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別表第34（第30条関係）
昇給号給数表

　１　行政職給料表７級以下職員等昇給号給数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号給数 ８以上 ６ ４ ２ ０

２以上 １ ０ ０ ０

　備考　
　　１�　この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び第31条の２各号に掲げる職員以外の職員に

適用する。
　　２�　この表に定める上段の号給数は職員給与条例第４条第７項の規定又は教育職員給与条例第７条第３項の規定の適用を受ける職員以

外の職員に、この表に定める下段の号給数はこれらの規定の適用を受ける職員に適用する。
　２　行政職給料表８級以上職員等昇給号給数表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

昇給の号給数 ２ １ ０ ０ ０

備考　この表は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの及び第31条の２各号に掲げる職員に適用する。
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　　　附　則

１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
２�　令和７年４月１日（以下「切替日」という。）に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者
が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第22条又は第23
条の規定を適用する。

○愛媛県人事委員会規則７−1280

　職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―65）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第６条　省略

２　条例第10条第２項第１号に規定する人事委員会規則で定める者

　は、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（西瀬

戸自動車道（今治インターチェンジと今治北インターチェンジと

の間に限る。）を除く。以下「特急列車等」という。）を利用し�

なければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難

であると認められる職員（特急列車等の利用により通勤事情の改

善が認められるものに限る。）　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　とする。

３　前項で定める職員のうち、特急列車等の

利用に係る運賃等を負担することを常例とす

るものに対する第１項の規定の適用については、同項中「事情」

とあるのは、「事情及び次項の基準」とする。

第８条　条例第10条第２項第１号に規定する運賃等相当額（次項及

び第10条第２号において「運賃等相当額」という。）は、次項に

該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に

応じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。

⑴　省略�

⑵　回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的である

と認められる交通機関等　当該回数乗車券等の通勤21回分（在

宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員そ

の他の職員にあつては、１箇月当たりの平均通勤所要回数分）

の運賃等の額

⑶　省略�

２　省略

　（短時間勤務職員に係る通勤手当の減額）

第９条　条例第10条第２項第２号の人事委員会規則で定める職員

は、１箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員

とする。

２　条例第10条第２項第２号の人事委員会規則で定める割合は、

100分の50とする。

　（併用者の区分及び支給額）

改 正 後 改 正 前

（交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第６条　省略

２　条例第10条第２項第１号に規定する人事委員会規則で定める基

準は、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（西瀬

戸自動車道（今治インターチェンジと今治北インターチェンジと

の間に限る。）を除く。以下「特急列車等」という。）を利用し

なければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難

であると認められる職員が当該特急列車等を利用する場合であつ

て、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその

利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員

会が認めるものであることとする。

３　　　　　　　　　　　　　特急列車等の利用が前項の基準に照

らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められる

ものを利用し、その利用に係る運賃等を負担することを常例とす

る職員に対する第１項の規定の適用については、同項中「事情」

とあるのは、「事情及び次項の基準」とする。

第８条　条例第10条第２項第１号に規定する運賃等相当額（次項　

　　　　　　　において「運賃等相当額」という。）は、次項に

該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に

応じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。

⑴　省略�

⑵　回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的である

と認められる交通機関等　当該回数乗車券等の通勤21回分（　

　　　　　　　　　　　　　　　交替制勤務に従事する職員等

　　　　　にあつては、平均１箇月当たりの通勤所要回数分）

の運賃等の額

⑶　省略�

２　省略

　（短時間勤務職員に係る通勤手当の減額）

第９条　条例第10条第２項第２号の人事委員会規則で定める職員

は、平均１箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員と

し、同号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

　（併用者の区分及び支給額）
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第10条　条例第10条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲

げる職員の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定する

通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

⑴　条例第10条第１項第３号に掲げる職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

つて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とす

る距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）

のうち、自転車等の使用距離が片道２キロメートル以上である

職員及び自転車等の使用距離が片道２キロメートル未満である

が自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員　同条第２項第１号及び第２号に定める額（同項第１号に

規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの

運賃等相当額」という。）及び同項第２号に定める額の合計額

が150 ,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150 ,000円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額）

⑵　条例第10条第１項第３号に掲げる職員のうち、運賃等相当額

をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては　　　　　　、その合計額。以下「１箇

月当たりの運賃等相当額等」という。）が同条第２項第２号に

定める額以上である職員（前号に掲げる職員を除く。）　同項

第１号に定める額

⑶　省略

（支給日等）

第12条　通勤手当は、支給単位期間（第４項に規定する　通勤手当

に係るものを除く。）又は当該各号に定める期間（以下この条、

第14条第２項第２号及び第17条において「支給単位期間等」とい

う。）に係る最初の月の職員の給与の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７―０）第２条に規定する給料の支給定日（以

下この条において「支給日」という。）に支給する。ただし、支

給日までに第３条の規定による届出に係る事実が確認できない等

のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支

給することができる。

２　支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職（職員

が離職の日又はその翌日（当該翌日が職員の休日、休暇並びに勤

務時間等に関する条例（昭和26年愛媛県条例第56号）第２条第１

項に規定する休日又は同条例第11条第３項若しくは第５項の規定

による週休日（以下「休日等」という。）に当たるときは、当該

翌日後において当該翌日に最も近い休日等でない日を含む。）に

新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下

同じ。）をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支

給する。

３　省略

４　条例第10条第３項の人事委員会規則で定める通勤手当は、１箇

月当たりの運賃等相当額等（第10条第３号に掲げる職員に係るも

のを除く。）及び条例第10条第２項第２号に定める額（第10条第

２号に掲げる職員に係るものを除く。）の合計額（以下「１箇月

当たりの通勤手当算出基礎額」という。）が150 ,000円を超える

ときにおける通勤手当とし、条例第10条第３項の人事委員会規則

で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間とする。

第10条　条例第10条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲

げる職員の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定する

通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

⑴　条例第10条第１項第３号に掲げる職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

つて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とす

る距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）

のうち、自転車等の使用距離が片道２キロメートル以上である

職員及び自転車等の使用距離が片道２キロメートル未満である

が自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員　同条第２項第１号及び第２号に定める額（同項第１号に

規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの

運賃等相当額」という。）及び同項第２号に定める額の合計額

が93,000円� を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、93,000円� に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額）

⑵　条例第10条第１項第３号に掲げる職員のうち、１箇月当たり

の運賃等相当額（２以上の交通機関等を利用するものとして通

勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「１箇

月当たりの運賃等相当額等」という。）が同条第２項第２号に

定める額以上である職員（前号に掲げる職員を除く。）　同項

第１号に定める額

⑶　省略

（支給日等）

第12条　通勤手当は、支給単位期間（第４項各号に掲げる通勤手当

に係るものを除く。）又は当該各号に定める期間（以下この条　

　　　　　　　　　及び第17条において「支給単位期間等」とい

う。）に係る最初の月の職員の給与の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７―０）第２条に規定する給料の支給定日（以

下この条において「支給日」という。）に支給する。ただし、支

給日までに第３条の規定による届出に係る事実が確認できない等

のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支

給することができる。

２　支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支

給する。

３　省略

４　条例第10条第３項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の

各号に掲げる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　通勤手当とし、同項　　　　　　� の人事委員会規則

で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める

期間　　　　　　　　　とする。

⑴　職員が２以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条
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　（返納の事由及び額等）

第14条　省略

２　 条例第10条第４項の人事委員

会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。

⑴　１箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150 ,000円　　　　　

以下であつた場合　前項第２号に掲げる事由が生じた

場合にあつては当該事由に係る交通機関等（同号の改定後に１

箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150 ,000円を超えることと

なるときは、その者の利用する全ての交通機関等）、同項第１

号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあつてはそ

の者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用

期間の定期券の運賃等の払戻しを人事委員会の定める月（以下

この条において「事由発生月」という。）の末日にしたものと

して得られる額（次号において「払戻金相当額」という。）

⑵　１箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150 ,000円を超えてい

た場合　150 ,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に

係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる

事由に係る交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会

の定める額の合計額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位

期間等に係る最後の月である場合にあつては、０）

３　条例第10条第４項の規定により職員に前項に定める額を返納さ

せる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払命令代理者

と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払命令代理

者が同一であるときは、人事委員会の定めるところにより当該給

与から当該額を差し引くことができる。

別記様式（第３条、第４条関係）　通勤届兼通勤手当認定・確認簿

　　　　　　　　　　　　　　（表）

　省略

第２項第１号に定める額の通勤手当を支給される場合（次号に

該当する場合を除く。）において、１箇月当たりの運賃等相当

額等が93,000円を超えるときにおける当該通勤手当　その者の

当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

⑵　職員が条例第10条第２項第１号及び第２号に定める額の通勤

手当を支給される場合において、１箇月当たりの運賃等相当額

及び同号に定める額の合計額が93,000円を超えるときにおける

当該通勤手当　その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間

　（返納の事由及び額等）

第14条　省略

２　交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第４項の人事委員

会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額とする。

⑴　１箇月当たりの運賃等相当額等（第10条第１号に掲げる職員

にあつては、１箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第２

項第２号に定める額の合計額。以下この項において同じ。）が

93,000円以下であつた場合　前項第２号に掲げる事由が生じた

場合にあつては当該事由に係る交通機関等（同号の改定後に１

箇月当たりの運賃等相当額等が93,000円　　　を超えることと

なるときは、その者の利用する全ての交通機関等）、同項第１

号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあつてはそ

の者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用

期間の定期券の運賃等の払戻しを人事委員会の定める月（以下

この条において「事由発生月」という。）の末日にしたものと

して得られる額（次号において「払戻金相当額」という。）

⑵　１箇月当たりの運賃等相当額等が93,000円　　　を超えてい

た場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ア　イに掲げる場合以外の場合　93,000円に事由発生月の翌月

から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻

金相当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係

る最後の月である場合にあつては、０）

イ　第12条第４項第１号又は第２号に掲げる通勤手当を支給さ

れている場合　93,000円に事由発生月の翌月から同項第１号

若しくは第２号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗

じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等について

の払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれ

か低い額（事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合

にあつては、０）

３　条例第10条第４項の規定により職員に前項に定める額を返納さ

せる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払命令代理者

と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払命令代理

者が同一であるときは、　　　　　　　　　　　　　　　当該給

与から当該額を差し引くことができる。

別記様式（第３条、第４条関係）　通勤届兼通勤手当認定・確認簿

　　　　　　　　　　　　　　（表）

　省略
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省略

１箇月当たりの運賃等

相当額の合計額又は１

箇月当たりの運賃等相

当額と自転車等の額と

の合計額が150,000円

を超えるとき。

150,000円×［　箇月］＝　円

省

略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

省略

１箇月当たりの運賃等

相当額の合計額又は１

箇月当たりの運賃等相

当額と自転車等の額と

の合計額が93,000円

を超えるとき。

93,000円 ×［　箇月］＝　円

省

略

　　　　　　　　　　　　　　（裏）　省略

　　　附　則

　（施行期日）
１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き職員（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年愛�
媛県条例第４号）第１条の規定による改正前の職員の給与に関する条例（昭和26年愛媛県条例第57号。以下「旧条例」という。）第10条�
第２項第１号に規定する１箇月当たりの運賃等相当額（職員の通勤手当の支給等に関する規則第10条第３号に掲げる職員に係るものを除�
き、２以上の交通機関等（同規則第６条第１項に規定する交通機関等をいう。以下同じ。）を利用するものとして通勤手当を支給される�
場合にあっては、その合計額。以下「改正前の１箇月当たりの運賃等相当額」という。）及び旧条例第10条第２項第２号に規定する額�
（この規則による改正前の職員の通勤手当の支給等に関する規則（以下「旧規則」という。）第10条第２号に掲げる職員に係るものを除�
く。以下「改正前の自転車等の利用に係る額」という。）の合計額が150,000円を超えている職員を除く。）に支給されている通勤手当の
うち、交通機関等及び旧条例第10条第１項第２号に規定する自転車等に係る通勤手当（改正前の１箇月当たりの運賃等相当額及び改正前�
の自転車等の利用に係る額の合計額が93,000円を超える場合のものに限る。）（施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等（旧規則�
第12条第１項に規定する支給単位期間等をいう。）に係るものに限る。）については、なお従前の例による。
３　前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月にお
ける改正前の１箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自転車等の利用に係る額の合計額から93,000円を減じて得た額（１円未満の端数
がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。）を、支給単位期間（職員の給与に関する条例第10条第５項に規定する支給単位
期間をいう。）を１箇月とする通勤手当として支給する。
４　この規則施行の際現に提出されている旧規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿は、改正後の職員の通勤手当の支給
等に関する規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿とみなす。
５　この規則施行の際現にある旧規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用する
ことができる。

○愛媛県人事委員会規則７−1281

　初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

初任給調整手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　初任給調整手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―155）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（初任給調整手当を支給する職）

第２条　職員の給与に関する条例（昭和26年愛媛県条例第57号。以

下「職員給与条例」という。）第18条の４第１項第１号に規定す

る職は、医療職給料表㈠の適用を受ける職員の職（医師法（昭和

23年法律第201号）第16条の２第１項に規定する臨床研修（以下

「臨床研修」という。）を受ける職員の職を除く。）で、次に掲�

げるものとする。

⑴・⑵　省略

⑶　前２号に掲げる職以外の職で別表第１の地域の欄に掲げる　

改 正 後 改 正 前

　（初任給調整手当を支給する職）

第２条　職員の給与に関する条例（昭和26年愛媛県条例第57号。以

下「職員給与条例」という。）第18条の４第１項第１号に規定す

る職は、医療職給料表㈠の適用を受ける職員の職（医師法（昭和

23年法律第201号）第16条の２第１項に規定する臨床研修（以下

「臨床研修」という。）を受ける職員の職を除く。）で、次に掲�

げるものとする。

⑴・⑵　省略

⑶　前２号に掲げる職以外の職で職員給与条例第９条の２第１項
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　　　　　　　　　　　　　　地域以外の地域に所在する公署

に置かれるもの又は同表の地域の欄に掲げる地域のうち、同表

の級地の欄に掲げる級地が５級地、６級地若しくは７級地とさ

れる地域に所在する公署に置かれる職

⑷　別表第１の地域の欄に掲げる地域のうち、同表の級地の欄に

掲げる級地が４級地とされる地域に所在する公署に置かれる職

⑸　別表第１の地域の欄に掲げる地域のうち、同表の級地の欄に

掲げる級地が１級地、２級地又は３級地とされる地域に所在す

る公署に置かれる職

２・３　省略

　（支給期間及び支給額）

第６条　初任給調整手当の支給期間は35年（第３条第２号に規定す

る職員にあつては、15年）とし、その月額は職員の区分及び採用

の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応

じた別表第２に掲げる額（地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号）第10条第３項の規定により同条第１項

に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の

規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、その

額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和26年

愛媛県条例第56号）第11条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。この

場合において、第３条第１号又は第４条に規定する職員で大学卒

業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員となつた日

までの期間が４年（臨床研修を経た場合にあつては６年、実地修

練を経た場合にあつては５年）を超えることとなる職員（学校教

育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、

同課程の所定の期間を経過した日から３年内の職員を除く。）に

対する同表の適用については、採用の日又は同条に規定する職員

となつた日からその超えることとなる期間（１年に満たない期間

があるときは、その期間を１年として算定した期間）に相当する

期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

２　初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国

の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和63年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定により派遣さ

れた場合における当該職員に対する別表第２の適用については、

当該休職の期間（職員給与条例第21条第１項の規定により給与の

全額を支給される休職の期間を除く。）又は当該派遣の期間は、

同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

３　第１項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用によ

り初任給調整手当の月額が別表第２に掲げられていないこととな

つた職員で特別の事情があると認められるものについて、任命権

者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給す

る初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわら

ず、人事委員会が別に定めるところによる。

　　　附　則

　（職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給期間

及び支給額）

３　職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第

６条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第２」と

前段の人事委員会規則で定める地域以外の地域に所在する公署

に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の　　　　　　

　　　　　　　　　級地が５級地、６級地若しくは７級地とさ

れる地域に所在する公署に置かれる職

⑷　職員給与条例第９条の２の規定による地域手当の　　　　　

　　　級地が４級地とされる地域に所在する公署に置かれる職

⑸　職員給与条例第９条の２の規定による地域手当の　　　　　

　　　級地が１級地、２級地又は３級地とされる地域に所在す

る公署に置かれる職

２・３　省略

　（支給期間及び支給額）

第６条　初任給調整手当の支給期間は35年（第３条第２号に規定す

る職員にあつては、15年）とし、その月額は職員の区分及び採用

の日又は第４条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応

じた別表第１に掲げる額（地方公務員の育児休業等に関する法律

（平成３年法律第110号）第10条第３項の規定により同条第１項

に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の

規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、その

額に職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和26年

愛媛県条例第56号）第11条第１項の規定により定められたその者

の勤務時間を同項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員の勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。この

場合において、第３条第１号又は第４条に規定する職員で大学卒

業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員となつた日

までの期間が４年（臨床研修を経た場合にあつては６年、実地修

練を経た場合にあつては５年）を超えることとなる職員（学校教

育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、

同課程の所定の期間を経過した日から３年内の職員を除く。）に

対する同表の適用については、採用の日又は同条に規定する職員

となつた日からその超えることとなる期間（１年に満たない期間

があるときは、その期間を１年として算定した期間）に相当する

期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

２　初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国

の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和63年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定により派遣さ

れた場合における当該職員に対する別表第１の適用については、

当該休職の期間（職員給与条例第21条第１項の規定により給与の

全額を支給される休職の期間を除く。）又は当該派遣の期間は、

同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

３　第１項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用によ

り初任給調整手当の月額が別表第１に掲げられていないこととな

つた職員で特別の事情があると認められるものについて、任命権

者があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給す

る初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわら

ず、人事委員会が別に定めるところによる。

　　　附　則

　（職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の支給期間

及び支給額）

３　職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第

６条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第１」と
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あるのは、「別表第３」とする。

別表第１（第２条関係）

地域 級地

東京都特別区 １級地

大阪府大阪市 ２級地

埼玉県さいたま市 ３級地

広島県広島市 ５級地

香川県高松市 ６級地

別表第２（第６条関係）　省略

別表第３（附則第３項関係）　省略

あるのは、「別表第２」とする。

別表第１（第６条関係）　省略

別表第２（附則第３項関係）　省略

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1282

　期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―204）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（勤勉手当の成績率）

第14条　法第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しくは第２項�

の規定により採用された職員（次条において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職務

について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定

める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第19条の４第１項

又は教育職員給与条例第19条の４第１項の職員が著しく少数であ

ること等の事情により、第１号ア及びイ　に定める成績率による

ことが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをする

ことができる。

⑴　次号に掲げる職員以外の職員　当該職員が次に掲げる職員の

区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

ア　勤務成績が特に優秀な職員　100分の124以上100分の315以

下（職員給与条例第19条第２項に規定する特定幹部職員（以

下この条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあ

つては、100分の148以上100分の375以下）

イ　勤務成績が優秀な職員　100分の112.5以上100分の124未満

（特定幹部職員にあつては、100分の133.5以上100分の148未

満）

ウ　勤務成績が良好な職員　100分の101（特定幹部職員にあつ

ては、100分の121）

エ　勤務成績が良好でない職員　100分の92 .5以下（特定幹部

職員にあつては、100分の111 .5以下）

⑵　任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表の適用を受け

改 正 後 改 正 前

　（勤勉手当の成績率）

第14条　法第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しくは第２項�

の規定により採用された職員（次条において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職務

について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、

当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定

める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第19条の４第１項

又は教育職員給与条例第19条の４第１項の職員が著しく少数であ

ること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率による

ことが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをする

ことができる。

⑴　勤務成績が特に優秀な職員　100分の126.5以上100分の215以

下（職員給与条例第19条第２項に規定する特定幹部職員（以下

この条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、100分の150 .5以上100分の255以下）

⑵　勤務成績が優秀な職員　100分の115以上100分の126 .5未満

（特定幹部職員にあつては、100分の136以上100分の150 .5未

満）

⑶　勤務成績が良好な職員　100分の103 .5（特定幹部職員にあつ

ては、100分の123 .5）

⑷　勤務成績が良好でない職員　100分の95以下（特定幹部職員

にあつては、100分の114以下）
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る職員　当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当する

かに応じ、次に定める割合

ア　勤務成績が優秀な職員　100分の87 .5以上100分の262 .5以

下

イ　勤務成績が良好な職員　100分の77 .5

ウ　勤務成績が良好でない職員　100分の71以下

２　前項第１号アの場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、100分の315とする。

３　第１項の場合において、職員の成績率を同項第１号エ又は第２

号ウに該当するものとして定める場合には、当分の間、人事委員

会の定めるところによるものとする。

第14条の２　定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第19条の４第

１項又は教育職員給与条例第19条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号に定める成績率によることが

著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることが

できる。

⑴　勤務成績が優秀な職員　100分の51 .5 � 以上（特定幹部職員に

あつては、100分の61 .5 �以上）

⑵　勤務成績が良好な職員　100分の48� � �（特定幹部職員にあつ

ては、100分の58� � �）

⑶　勤務成績が良好でない職員　100分の46� � � 以下（特定幹部職

員にあつては、100分の56� � �以下）

２　省略

２　前項第１号　の場合において、当該職員（特定幹部職員を除

く。）が業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により、職務

上特に功績があり、表彰を受けた場合又はこれに準ずる場合の成

績率は、100分の215とする。

３　第１項の場合において、職員の成績率を同項第４号　　　　　

　　に該当するものとして定める場合には、当分の間、人事委員

会の定めるところによるものとする。

第14条の２　定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の

職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第19条の４第

１項又は教育職員給与条例第19条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号に定める成績率によることが

著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることが

できる。

⑴　勤務成績が優秀な職員　100分の52 .75以上（特定幹部職員に

あつては、100分の62 .75以上）

⑵　勤務成績が良好な職員　100分の49 .25（特定幹部職員にあつ

ては、100分の59 .25）

⑶　勤務成績が良好でない職員　100分の47 .25以下（特定幹部職

員にあつては、100分の57 .25以下）

２　省略

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1283

　特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

　特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―368）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（特地勤務手当の月額）

第３条　省略

２　前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ当該各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の

合計額の２分の１に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の

月額の合計額の２分の１に相当する額を合算した額（条例第４条

第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再

任用短時間勤務職員」という。）にあつては、現に受ける給料の

月額）とする。

改 正 後 改 正 前

　（特地勤務手当の月額）

第３条　省略

２　前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ当該各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の

合計額の２分の１に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の

月額の合計額の２分の１に相当する額を合算した額

とする。
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⑴～⑶　省略

３　次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除

く。）に対する前項の規定の適用については、当該各号に定める

ところによる。

⑴～⑹　省略

４　次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除

く。）に対する第２項（前項各号の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定の適用については、当該各号に定めると

ころによる。

⑴～⑶　省略

　（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条　省略

２　条例第11条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。以下この条及び附則第17項において

同じ。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額（定年前

再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける給料の月額）に、

次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当

の月額の合計額に100分の６を乗じて得た額を超えるときは、当

該額）とする。

省略

３　次の各号に掲げる職員（定年前再任用短時間勤務職員を除

く。）に対する前項の規定の適用については、当該各号に定める

ところによる。

⑴～⑶　省略

第５条　省略

２　条例第11条の３第２項の同条第１項の規定による手当を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

⑴　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律�

（平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」とい

う。）第10条第１項の規定により職員として採用又は地方公務

員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項若しくは第22

条の５第１項若しくは第２項の規定による採用（地方公務員法�

の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下同

じ。）をされ、特地公署又は準特地公署に在勤することとなつ

た職員で、当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居

を移転したもの

⑵　新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署

に在勤する職員で、その特地公署又は準特地公署に該当するこ

ととなつた日（以下「指定日」という。）前３年以内に、国家

公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適

用を受ける職員となり、又は公益的法人等派遣法第10条第１項

の規定により職員として採用若しくは地方公務員法第22の４第

１項若しくは第22条の５第１項若しくは第２項の規定による採

用をされ、当該公署に在勤することとなつたことに伴なつて住

居を移転したもの

⑶　地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しく

は第２項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日

⑴～⑶　省略

３　次の各号に掲げる職員

に対する前項の規定の適用については、当該各号に定める

ところによる。

⑴～⑹　省略

４　次の各号に掲げる職員

に対する第２項（前項各号の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定の適用については、当該各号に定めると

ころによる。

⑴～⑶　省略

　（特地勤務手当に準ずる手当）

第４条　省略

２　条例第11条の３第１項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日（職員が当該

異動によりその日前１年以内に在勤していた公署に勤務すること

となつた場合（人事委員会が定める場合に限る。）には、その日

前の人事委員会が定める日。以下この条及び附則第17項において

同じ。）に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額

に、

次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

支給割合を乗じて得た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当

の月額の合計額に100分の６を乗じて得た額を超えるときは、当

該額）とする。

省略

３　次の各号に掲げる職員

に対する前項の規定の適用については、当該各号に定める

ところによる。

⑴～⑶　省略

第５条　省略

２　条例第11条の３第２項の同条第１項の規定による手当を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

⑴　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律�

（平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」とい

う。）第10条第１項の規定により職員として採用

され、特地公署又は準特地公署に在勤することとなつ

た職員で、当該公署に在勤することとなつたことに伴つて住居

を移転したもの

⑵　新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署

に在勤する職員で、その特地公署又は準特地公署に該当するこ

ととなつた日（以下「指定日」という。）前３年以内に、国家

公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適

用を受ける職員となり、又は公益的法人等派遣法第10条第１項

の規定により職員として採用

され、当該公署に在勤することとなつたことに伴なつて住

居を移転したもの
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に在勤していた公署に引き続き在勤することとなつた職員のう

ち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合

に、条例第11条の３第２項に規定する新たに特地公署又は準特

地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員で、指定日

前３年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転

したものとなるもの

⑷　地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しく

は第２項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前

日に条例第11条の３第１項又は第２項の規定による特地勤務手

当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前

から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規

定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備すること

となるもの

⑸　前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡

上必要がある職員として人事委員会が認めるもの

３　条例第11条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。

⑴　国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料

表の適用を受ける職員となつて特地公署若しくは準特地公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前

項第１号に規定する職員　当該職員が給料表の適用を受けるこ

ととなつた日、　公益的法人等派遣法第10条第１項の規定によ

り職員として採用をされた日又は地方公務員法第22条の４第１

項若しくは第22条の５第１項若しくは第２項の規定による採用

をされた日に特地公署又は準特地公署に異動したものとした場

合に前条第１項及び第２項（同条第３項及び附則第17項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同

じ。）並びに附則第18項の規定により支給されることとなる期

間及び額

⑵　省略

⑶　前項第２号に規定する職員　当該職員の指定日に在勤する公

署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日、　公益

的法人等派遣法第10条第１項の規定により職員として採用をさ

れた日又は地方公務員法第22条の４第１項若しくは第22条の５

第１項若しくは第２項の規定による採用をされた日前に特地公

署又は準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員が

その日に当該公署に異動したものとした場合に前条第１項及び

第２項並びに附則第18項の規定により指定日以降支給されるこ

ととなる期間及び額

⑷　前項第３号に規定する職員　当該職員が同号の採用の日前か

ら定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたも

のとした場合に前条第１項及び第２項の規定により指定日以降

支給されることとなる期間及び額

⑸　前項第４号に規定する職員　当該職員が同号の採用の日前か

ら定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたも

のとした場合に前条第１項及び第２項又はこの項の規定により

当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額

⑹　前項第５号に規定する職員　別に人事委員会が定める期間及

び額

３　条例第11条の３第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当

の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。

⑴　国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続き給料

表の適用を受ける職員となつて特地公署若しくは準特地公署に

在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前

項第１号に規定する職員　当該職員が給料表の適用を受けるこ

ととなつた日又は公益的法人等派遣法第10条第１項の規定によ

り職員として採用された

日に特地公署又は準特地公署に異動したものとした場

合に前条第１項及び第２項（同条第３項及び附則第17項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同

じ。）並びに附則第18項の規定により支給されることとなる期

間及び額

⑵　省略

⑶　前項第２号に規定する職員　当該職員の指定日に在勤する公

署が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益

的法人等派遣法第10条第１項の規定により職員として採用され

た

日前に特地公

署又は準特地公署に該当していたものとし、かつ、当該職員が

その日に当該公署に異動したものとした場合に前条第１項及び

第２項並びに附則第18項の規定により指定日以降支給されるこ

ととなる期間及び額
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　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

　（改正後の特地勤務手当等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置）

２　職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年愛媛県条例第31号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第14

項に規定する暫定再任用職員（以下「暫定再任用職員」という。）は、地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しくは第

２項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）とみなして、改正後の特地勤務手当等に

関する規則（以下「新規則」という。）第３条第２項から第４項まで並びに第４条第２項及び第３項の規定を適用する。

３　暫定再任用職員に対する新規則第５条第２項及び第３項の規定の適用については、同条第２項第１号中「地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第22条の４第１項若しくは第22条の５第１項若しくは第２項」とあるのは「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の�

条例（令和４年愛媛県条例第31号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第５項から第12項」と、「退職した日」とあるのは「退職

した日又は令和４年改正条例附則第５項から第12項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「同じ」とあるのは「「暫定再任�

用」という」と、同項第２号中「地方公務員法第22条の４第１項若しくは第22条の５第１項若しくは第２項の規定による採用」とあるの

は「暫定再任用」と、同項第３号及び第４号中「地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第１項若しくは第２項の規定による採�

用」とあるのは「暫定再任用」と、同条第３項第１号及び第３号中「地方公務員法第22条の４第１項若しくは第22条の５第１項若しくは

第２項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同項第４号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員�

（令和４年改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。）」と、同項第５号中「定年前再任用短時間勤務職員」と�

あるのは「暫定再任用職員」とする。

　（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置）

４　新規則第５条第２項第１号及び第２号の規定は、令和７年４月１日以後に地方公務員法第22条の４第１項若しくは第22条の５第１項若

しくは第２項の規定又は令和４年改正条例附則第５項から第12項の規定（以下「地方公務員法第22条の４第１項等の規定」という。）に

よる採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

５　新規則第５条第２項第３号の規定は、令和７年４月１日以後に地方公務員法第22条の４第１項等の規定による採用をされ、当該採用の

日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日が令和７年４月１日以後である定年前再任用短時間勤務

職員及び暫定再任用職員について適用する。

６　新規則第５条第２項第４号の規定は、令和７年４月１日以後に地方公務員法第22条の４第１項等の規定による採用をされ、当該採用の

日の前日に支給されていた条例第11条の３第１項又は第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が

令和７年４月１日以後である場合について適用する。

○愛媛県人事委員会規則７−1284

　住居手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　令和７年３月25日

� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

住居手当に関する規則の一部を改正する規則

　住居手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―459）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（適用除外職員）

第２条　条例第９条の５第１項第１号の人事委員会規則で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

⑴　省略

⑵　職員の扶養親族たる者（職員の配偶者（届出をしないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）で他

に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及

び条例第８条第２項に規定する扶養親族をいう。

以下同じ。）が所有す

改 正 後 改 正 前

　（適用除外職員）

第２条　条例第９条の５第１項第１号の人事委員会規則で定める職

員は、次に掲げる職員とする。

⑴　省略

⑵　職員の扶養親族たる者（　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　条例第８条第２項に規定する扶養親族で条例第９条第１項の

規定による届出がされている者に限る。以下同じ。）が所有す
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る住宅及び職員の配偶者

、父母又は

配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、

又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに

準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居

住している職員

　（届出）

第６条　省略

２　省略

３　第１項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認

定することができる場合として人事委員会が定める場合には、同

項の規定による届出を要しない。

　（確認及び決定等）

第７条　任命権者は、職員から前条第１項の規定による届出があつ

た場合は、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第９条の

５第１項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき

住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第

３項に規定する場合についても、同様とする。

２　省略

　（支給の始期及び終期）

第９条　住居手当の支給は、職員が新たに条例第９条の５第１項の

職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至つた日（人事委員会が定める場合

にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で人事委員会が

定める日）の属する月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月の前月）をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の

開始については、第６条第１項の規定による届出がこれに係る事

実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を

受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものとする。

２　省略

る住宅及び職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、父母又は

配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、

又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに

準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居

住している職員

　（届出）

第６条　省略

２　省略

　（確認及び決定等）

第７条　任命権者は、職員から前条第１項の規定による届出があつ

た場合は、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第９条の

５第１項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき

住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

２　省略

　（支給の始期及び終期）

第９条　住居手当の支給は、職員が新たに条例第９条の５第１項の

職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至つた日　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　の属する月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月の前月）をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の

開始については、第６条第１項の規定による届出がこれに係る事

実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を

受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものとする。

２　省略

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1285

　義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　令和７年３月25日

� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則

　義務教育等教員特別手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―471）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける者

別表第１（第２条関係）

中学校・小学校教育職員給料表の適用を受ける者
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職員の

区　分

� 職務の級

号給　　　　

１　級

２　級

３級 ４級特２

級　

円 円 円 円 円

１～４ 2,000 2 ,100 4 ,000 4 ,900 7 ,400

５～８ 2,000 2 ,300 4 ,300 5 ,100 7 ,500

９～12 2 ,100 2 ,400 4 ,500 5 ,200 7 ,600

13～16 2 ,200 2 ,500 4 ,700 5 ,400 7 ,700

17～20 2 ,300 2 ,600 4 ,900 5 ,500 7 ,900

21～24 2 ,400 2 ,800 5 ,100 5 ,700 8 ,000

25～28 2 ,600 2 ,900 5 ,300 5 ,900

29～32 2 ,700 3 ,000 5 ,400 6 ,000

33～36 2 ,800 3 ,200 5 ,600 6 ,100

37～40 2 ,900 3 ,300 5 ,700 6 ,300

41～44 3 ,100 3 ,500 5 ,800 6 ,400

定年前 45～48 3 ,200 3 ,700 6 ,000 6 ,600

再任用 49～52 3 ,300 3 ,800 6 ,100 6 ,800

短時間 53～56 3 ,400 4 ,100 6 ,300 6 ,900

勤務教 57～60 3 ,500 4 ,300 6 ,400 7 ,000

育職員 61～64 3 ,600 4 ,500 6 ,500 7 ,100

以外の 65～68 3 ,700 4 ,800 6 ,700 7 ,200

教育職 69～72 3 ,800 4 ,900 6 ,800 7 ,300

員　　 73～76 3 ,900 5 ,100 6 ,900 7 ,400

77～80 4 ,000 5 ,300 6 ,900 7 ,500

81～84 4 ,100 5 ,400 7 ,000 7 ,500

85～88 4 ,100 5 ,500 7 ,200 7 ,500

89～92 4 ,200 5 ,600 7 ,200 7 ,500

93～96 4 ,300 5 ,800 7 ,200

97～100 4 ,400 5 ,900 7 ,300

101～104 4 ,400 6 ,100 7 ,300

105～108 4 ,500 6 ,200 7 ,300

109～112 4 ,500 6 ,300

113～116 4 ,600 6 ,400

117～120 4 ,700 6 ,500

省略

省略

別表第２（第２条関係）

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者

職員の

区　分

� 職務の級

号給　　　　

１　級

２　級

３級 ４級特２

級　

円 円 円 円 円

１～４ 2,000 2 ,500 4 ,000 5 ,700 7 ,400

５～８ 2,000 2 ,600 4 ,300 5 ,900 7 ,500

職員の

区　分

� 職務の級

号給　　　　

１　級

２　級

３級 ４級特２

級　

円 円 円 円 円

１～４ 2,000 2 ,100 3 ,500 4 ,200 6 ,800

５～８ 2,000 2 ,300 3 ,700 4 ,400 6 ,900

９～12 2 ,100 2 ,400 3 ,800 4 ,500 7 ,100

13～16 2 ,200 2 ,500 4 ,000 4 ,900 7 ,200

17～20 2 ,300 2 ,600 4 ,300 5 ,100 7 ,400

21～24 2 ,400 2 ,800 4 ,500 5 ,200 7 ,500

25～28 2 ,600 2 ,900 4 ,700 5 ,400 7 ,600

29～32 2 ,700 3 ,000 4 ,900 5 ,500 7 ,700

33～36 2 ,800 3 ,200 5 ,100 5 ,700 7 ,900

37～40 2 ,900 3 ,300 5 ,300 5 ,900 8 ,000

41～44 3 ,100 3 ,500 5 ,400 6 ,000

定年前 45～48 3 ,200 3 ,700 5 ,600 6 ,100

再任用 49～52 3 ,300 3 ,800 5 ,700 6 ,300

短時間 53～56 3 ,400 4 ,100 5 ,800 6 ,400

勤務教 57～60 3 ,500 4 ,300 6 ,000 6 ,600

育職員 61～64 3 ,600 4 ,500 6 ,100 6 ,800

以外の 65～68 3 ,700 4 ,800 6 ,300 6 ,900

教育職 69～72 3 ,800 4 ,900 6 ,400 7 ,000

員　　 73～76 3 ,900 5 ,100 6 ,500 7 ,100

77～80 4 ,000 5 ,300 6 ,700 7 ,200

81～84 4 ,100 5 ,400 6 ,800 7 ,300

85～88 4 ,100 5 ,500 6 ,900 7 ,400

89～92 4 ,200 5 ,600 6 ,900 7 ,500

93～96 4 ,300 5 ,800 7 ,000 7 ,500

97～100 4 ,400 5 ,900 7 ,200 7 ,500

101～104 4 ,400 6 ,100 7 ,200 7 ,500

105～108 4 ,500 6 ,200 7 ,200

109～112 4 ,500 6 ,300 7 ,300

113～116 4 ,600 6 ,400 7 ,300

117～120 4 ,700 6 ,500 7 ,300

省略

省略

別表第２（第２条関係）

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者

職員の

区　分

� 職務の級

号給　　　　

１　級

２　級

３級 ４級特２

級　

円 円 円 円 円

１～４ 2,000 2 ,500 3 ,500 5 ,100 6 ,800

５～８ 2,000 2 ,600 3 ,700 5 ,200 6 ,900
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９～12 2 ,100 2 ,800 4 ,500 6 ,000 7 ,600

13～16 2 ,200 2 ,900 4 ,700 6 ,100 7 ,700

17～20 2 ,300 3 ,000 4 ,900 6 ,300 7 ,900

21～24 2 ,400 3 ,200 5 ,100 6 ,400 8 ,000

25～28 2 ,600 3 ,300 5 ,300 6 ,600

29～32 2 ,700 3 ,500 5 ,400 6 ,800

33～36 2 ,800 3 ,700 5 ,600 6 ,900

37～40 2 ,900 3 ,800 5 ,700 7 ,000

41～44 3 ,100 4 ,100 5 ,800 7 ,100

定年前 45～48 3 ,200 4 ,300 6 ,000 7 ,200

再任用 49～52 3 ,300 4 ,500 6 ,100 7 ,300

短時間 53～56 3 ,400 4 ,800 6 ,300 7 ,400

勤務教 57～60 3 ,500 4 ,900 6 ,400 7 ,500

育職員 61～64 3 ,600 5 ,100 6 ,500 7 ,500

以外の 65～68 3 ,700 5 ,300 6 ,700

教育職 69～72 3 ,800 5 ,400 6 ,800

員　　 73～76 3 ,900 5 ,500 6 ,900

77～80 4 ,000 5 ,600 6 ,900

81～84 4 ,100 5 ,800 7 ,000

85～88 4 ,100 5 ,900 7 ,200

89～92 4 ,200 6 ,100 7 ,200

93～96 4 ,300 6 ,200 7 ,200

97～100 4 ,400 6 ,300 7 ,300

101～104 4 ,400 6 ,400 7 ,300

105～108 4 ,500 6 ,500 7 ,300

109～112 4 ,500 6 ,600

113～116 4 ,600 6 ,700

117～120 4 ,700 6 ,800

省略

省略

９～12 2 ,100 2 ,800 3 ,800 5 ,400 7 ,100

13～16 2 ,200 2 ,900 4 ,000 5 ,500 7 ,200

17～20 2 ,300 3 ,000 4 ,300 5 ,700 7 ,400

21～24 2 ,400 3 ,200 4 ,500 5 ,900 7 ,500

25～28 2 ,600 3 ,300 4 ,700 6 ,000 7 ,600

29～32 2 ,700 3 ,500 4 ,900 6 ,100 7 ,700

33～36 2 ,800 3 ,700 5 ,100 6 ,300 7 ,900

37～40 2 ,900 3 ,800 5 ,300 6 ,400 8 ,000

41～44 3 ,100 4 ,100 5 ,400 6 ,600

定年前 45～48 3 ,200 4 ,300 5 ,600 6 ,800

再任用 49～52 3 ,300 4 ,500 5 ,700 6 ,900

短時間 53～56 3 ,400 4 ,800 5 ,800 7 ,000

勤務教 57～60 3 ,500 4 ,900 6 ,000 7 ,100

育職員 61～64 3 ,600 5 ,100 6 ,100 7 ,200

以外の 65～68 3 ,700 5 ,300 6 ,300 7 ,300

教育職 69～72 3 ,800 5 ,400 6 ,400 7 ,400

員　　 73～76 3 ,900 5 ,500 6 ,500 7 ,500

77～80 4 ,000 5 ,600 6 ,700 7 ,500

81～84 4 ,100 5 ,800 6 ,800

85～88 4 ,100 5 ,900 6 ,900

89～92 4 ,200 6 ,100 6 ,900

93～96 4 ,300 6 ,200 7 ,000

97～100 4 ,400 6 ,300 7 ,200

101～104 4 ,400 6 ,400 7 ,200

105～108 4 ,500 6 ,500 7 ,200

109～112 4 ,500 6 ,600 7 ,300

113～116 4 ,600 6 ,700 7 ,300

117～120 4 ,700 6 ,800 7 ,300

省略

省略

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1286

　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　令和７年３月25日

� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を改正する規則

　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―714）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

　（一般の派遣職員の給与）

第３条　一般の派遣職員（条例第４条第１項に規定する一般の派遣

職員をいう。以下同じ。）の派遣の期間中の給与は、その派遣先

の勤務に対して報酬（報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その

他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受

ける全てのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手

当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手当、日直手当、宿

日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下

同じ。）が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給

される報酬の年額（以下「報酬年額」という。）が、外務公務員

俸給等相当年額（当該派遣の期間の初日（以下「派遣の日」とい�

う。）の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当�

（当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の

機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員（以下

「所在国勤務の外務公務員」という。）であるとした場合に在外

公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与

に関する法律（昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」

という。）の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員�

については、配偶者に係る分を除く。）の月額を基礎として算定�

される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般

の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公

務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給され

ることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合

計額をいう。以下同じ。）に満たない場合は、給料、扶養手当、�

地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内の

支給割合を乗じて得た額とする。

２～８　省略

　（一般の派遣職員の給与）

第３条　一般の派遣職員（条例第４条第１項に規定する一般の派遣

職員をいう。以下同じ。）の派遣の期間中の給与は、その派遣先

の勤務に対して報酬（報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その

他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受

ける全てのものをいい、通勤手当 、特殊勤務手

当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手当、日直手当、宿

日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下

同じ。）が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給

される報酬の年額（以下「報酬年額」という。）が、外務公務員

俸給等相当年額（当該派遣の期間の初日（以下「派遣の日」とい�

う。）の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当�

（当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の

機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員（以下

「所在国勤務の外務公務員」という。）であるとした場合に在外

公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与

に関する法律（昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」

という。）の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員�

については、配偶者に係る分を除く。）の月額を基礎として算定�

される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般

の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公

務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給され

ることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合

計額をいう。以下同じ。）に満たない場合は、給料、扶養手当、�

地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内の

支給割合を乗じて得た額とする。

２～８　省略

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1287

　単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則

　単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―763）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（やむを得ない事情）

第２条　条例第10条の２第１項及び第３項の人事委員会規則で定め

るやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

⑴　配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）が疾病等により介護を必要とする状

態にある職員又は配偶者の父母又は同居の親族を介護するこ

と。

⑵～⑸　省略

　（届出）

　（やむを得ない事情）

第２条　条例第10条の２第１項及び第３項の人事委員会規則で定め

るやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

⑴　配偶者

が疾病等により介護を必要とする状

態にある職員又は配偶者の父母又は同居の親族を介護するこ

と。

⑵～⑸　省略

　（届出）
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第８条　省略

２　省略

３　第１項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別

居の状況等を認定することができる場合として人事委員会が定め

る場合には、同項の規定による届出を要しない。

　（確認及び決定）

第９条　任命権者は、職員から前条第１項の規定による届出があっ

たときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の

２第１項又は第３項の職員たる要件を具備するときは、その者に

支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければな

らない。前条第３項に規定する場合においても、同様とする。

２　省略

　（支給の始期及び終期）

第10条　単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の２第１�

項又は第３項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から

開始し、職員が同条第１項又は第３項に規定する要件を欠くに至�

った日（人事委員会が定める場合にあっては、当該要件を欠くに

至った日以降の日で人事委員会が定める日）の属する月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終

わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第８条第

１項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経

過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行

うものとする。

２　省略

第８条　省略

２　省略

　（確認及び決定）

第９条　任命権者は、職員から前条第１項の規定による届出があっ

たときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の

２第１項又は第３項の職員たる要件を具備するときは、その者に

支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければな

らない。

２　省略

　（支給の始期及び終期）

第10条　単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第10条の２第１�

項又は第３項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から

開始し、職員が同条第１項又は第３項に規定する要件を欠くに至�

った日

の属する月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終

わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第８条第

１項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経

過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行

うものとする。

２　省略

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1288

　管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

　管理職員特別勤務手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―805）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（手当の額等）

第２条　職員給与条例第17条の２第３項の人事委員会規則で定める

勤務は、同条第１項の勤務に従事した時間が６時間を超える場合

の勤務とし、教育職員給与条例第17条の２第３項の人事委員会規

則で定める勤務は、同条第１項の勤務に従事した時間が６時間を

超える場合の勤務とする。

第３条　職員給与条例第17条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴・⑵　省略

⑶　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年愛媛県

条例第１号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項

改 正 後 改 正 前

　（手当の額等）

第２条　職員給与条例第17条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴・⑵　省略

⑶　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年愛媛県

条例第１号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項
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に規定する給料表の適用を受ける職員　次に掲げる当該職員が

受ける同項に規定する給料表の号給又は同条第３項（同条第４

項の規定が適用される場合を含む。以下この号、次項第３号、

第３項第３号及び第４項第５号において同じ。）の規定による

給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア　６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の規定による給

料月額　12,000円

イ～エ　省略

⑷　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年愛媛

県条例第46号。以下「任期付研究員条例」という。）第３条第

１号の規定により任期を定めて採用された職員　次に掲げる当

該職員が受ける任期付研究員条例第５条第１項に規定する給料

表の号給又は同条第４項（同条第５項の規定が適用される場合

を含む。以下この号及び第３項第４号において同じ。）の規定

による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア　６号給及び任期付研究員条例第５条第４項

の規定による給料月額　

12,000円

イ～エ　省略

２　教育職員給与条例第17条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

⑴・⑵　省略

⑶　任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表の適用を受け

る教育職員　次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料

表の号給又は同条第３項の規定による給料月額に応じ、それぞ

れ次に定める額

ア　６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の規定による給

料月額　12,000円

イ～エ　省略

３　職員給与条例第17条の２第３項第２号の人事委員会規則で定め

る額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

⑴　第１項第１号の職員　次に掲げる当該職員の占める職に係る

管理職手当に関する規則別表第１右欄に定める区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額

ア　１種　6,000円

イ　２種　5,000円

ウ　３種　4,300円

エ　４種　3,500円

オ　５種及び６種　3,000円

⑵　第１項第２号の職員　次に掲げる当該職員の占める職に係る

管理職手当に関する規則別表第１右欄に定める区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額

ア　１種　5,500円

イ　２種　4,500円

ウ　３種　3,800円

エ　４種　3,000円

オ　５種及び６種　2,500円

⑶　第１項第３号の職員　次に掲げる当該職員が受ける任期付職

に規定する給料表の適用を受ける職員　次に掲げる当該職員が

受ける同項に規定する給料表の号給又は

給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア　６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項（同

条第４項の規定が適用される場合を含む。）の規定による給

料月額　12,000円

イ～エ　省略

⑷　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年愛媛

県条例第46号。以下「任期付研究員条例」という。）第３条第

１号の規定により任期を定めて採用された職員　次に掲げる当

該職員が受ける任期付研究員条例第５条第１項に規定する給料

表の号給又は

給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア　６号給及び任期付研究員条例第５条第４項（同条第５項の�

規定が適用される場合を含む。）の規定による給料月額　

12,000円

イ～エ　省略

２　教育職員給与条例第17条の２第３項第１号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

⑴・⑵　省略

⑶　任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表の適用を受け

る教育職員　次に掲げる当該職員が受ける同項に規定する給料

表の号給又は 給料月額に応じ、それぞ

れ次に定める額

ア　６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項（同

条第４項の規定が適用される場合を含む。）の規定による給

料月額　12,000円

イ～エ　省略

３　職員給与条例第17条の２第３項第１号又は教育職員給与条例第

17条の２第３項第１号の人事委員会規則で定める勤務は、勤務に

従事した時間が６時間を超える場合の勤務とする。
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員条例第７条第１項に規定する給料表の号給又は同条第３項の

規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア　６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項の規

定による給料月額　6,000円

イ　５号給　5,000円

ウ　２号給から４号給まで　4,300円

エ　１号給　3,500円

⑷　第１項第４号の職員　次に掲げる当該職員が受ける任期付研

究員条例第５条第１項に規定する給料表の号給又は同条第４項

の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア　６号給及び任期付研究員条例第５条第４項の規定による給

料月額　6,000円

イ　４号給及び５号給　5,000円

ウ　２号給及び３号給　4,300円

エ　１号給　3,500円

４　教育職員給与条例第17条の２第３項第２号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

⑴　第２項第１号アの教育職員　3,500円

⑵　第２項第１号イの教育職員　3,000円

⑶　第２項第２号アの教育職員　3,000円

⑷　第２項第２号イの教育職員　2,500円

⑸　第２項第３号の教育職員　次に掲げる当該職員が受ける任期

付職員条例第７条第１項に規定する給料表の号給又は同条第３

項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

ア　６号給及び７号給並びに任期付職員条例第７条第３項の規

定による給料月額　6,000円

イ　５号給　5,000円

ウ　２号給から４号給まで　4,300円

エ　１号給　3,500円

第３条　職員給与条例第17条の２第３項第２号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

⑴　前条第１項第１号の職員　次に掲げる当該職員の占める職に

係る管理職手当に関する規則別表第１右欄に定める区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア　１種　6,000円

イ　２種　5,000円

ウ　３種　4,300円

エ　４種　3,500円

オ　５種及び６種　3,000円

⑵　前条第１項第２号の職員　次に掲げる当該職員の占める職に

係る管理職手当に関する規則別表第１右欄に定める区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア　１種　5,500円

イ　２種　4,500円

ウ　３種　3,800円

エ　４種　3,000円

オ　５種及び６種　2,500円

２　教育職員給与条例第17条の２第３項第２号の人事委員会規則で

定める額は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。
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第４条　次に掲げる場合には、職員給与条例第17条の２第２項又は

教育職員給与条例第17条の２第２項の規定による管理職員特別勤

務手当を支給しない。この場合において、職員がした職員給与条

例第17条の２第２項の勤務又は教育職員がした教育職員給与条例

第17条の２第２項の勤務は、それぞれ職員給与条例第17条の２第

１項の勤務又は教育職員給与条例第17条の２第１項の勤務とみな

す。

⑴　職員給与条例第17条の２第１項の勤務をした後、引き続いて

同条第２項の勤務をした場合

⑵　職員給与条例第17条の２第２項の勤務をした後、引き続いて

同条第１項の勤務をした場合

⑶　教育職員給与条例第17条の２第１項の勤務をした後、引き続

いて同条第２項の勤務をした場合

⑷　教育職員給与条例第17条の２第２項の勤務をした後、引き続

いて同条第１項の勤務をした場合

第５条　省略

第６条　省略

　　　附　則

　（職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の手当の

額）

２　職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第�

３条第１項及び第３項　　　の規定の適用については、当分の

間、同条第１項第１号及び第３項第１号　　　　中「定める額」

とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額（その額�

に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上

100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額）」

とする。

　（教育職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける教育職員の

手当の額）

３　教育職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける教育職員に

対する第３条第２項及び第４項　　　の規定の適用については、

当分の間、同条第２項第１号　　　　　　　　　　　　中「定め

る額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額（そ�

の額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以�

上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた

額）」と、同条第４項中「当該各号に定める額」とあるのは、�

「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額（その額に、

50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円

未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額）」とす

る。

⑴　前条第２項第１号アの教育職員　3,500円

⑵　前条第２項第１号イの教育職員　3,000円

⑶　前条第２項第２号アの教育職員　3,000円

⑷　前条第２項第２号イの教育職員　2,500円

３　職員給与条例第17条の２第１項の勤務をした後、引き続いて同

条第２項の勤務をした前条第１項第１号及び第２号の職員並びに

教育職員給与条例第17条の２第１項の勤務をした後、引き続いて

同条第２項の勤務をした前項に掲げる教育職員には、その引き続

く勤務に係る職員給与条例第17条の２第２項又は教育職員給与条

例第17条の２第２項の規定による管理職員特別勤務手当を支給し

ない。

第４条　省略

第５条　省略

　　　附　則

　（職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員の手当の

額）

２　職員給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第�

２条第１項及び第３条第１項の規定の適用については、当分の

間、第２条第１項第１号及び第３条第１項第１号中「定める額」

とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額（その額�

に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上

100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額）」

とする。

　（教育職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける教育職員の

手当の額）

３　教育職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける教育職員に

対する第２条第２項及び第３条第２項の規定の適用については、

当分の間、第２条第２項第１号及び第３条第２項第１号中「定め

る額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額（そ�

の額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以�

上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた

額）」

とす

る。
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　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1289

　地域手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

地域手当に関する規則の一部を改正する規則

　地域手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―1026）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（支給地域及び級地）

第２条　条例第９条の２第１項の人事委員会規則で定める地域は、

次の各号に掲げる地域とし、同条第３項の地域手当の級地は、当

該各号に定める級地とする。

⑴～⑶　省略

⑷　広島県広島市　４級地

⑸　香川県高松市　５級地

　（支給地域及び級地）

第２条　条例第９条の２第１項の人事委員会規則で定める地域は、

次の各号に掲げる地域とし、同条第３項の地域手当の級地は、当

該各号に定める級地とする。

⑴～⑶　省略

⑷　広島県広島市　５級地

⑸　香川県高松市　６級地

　　　附　則

　（施行期日）
１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
　（令和10年３月31日までの間における地域手当）
２　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年愛媛県条例第４号。以下「改正条例」という。）附則第５項（改正条例附
則第10項において読み替えて準用する場合を含む。）の人事委員会規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、改正条例
附則第５項の人事委員会規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
　⑴　20パーセント級地　100分の20
　⑵　16パーセント級地　100分の16
　⑶　14パーセント級地　100分の14
　⑷　９パーセント級地　100分の９
　⑸　５パーセント級地　100分の５
３　令和10年３月31日までの間における条例第９条の２第１項（会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号）第
４条において読み替えて準用する場合を含む。）の人事委員会規則で定める地域は、改正後の地域手当に関する規則第２条の規定にかか
わらず、次の各号に掲げる地域とし、改正条例附則第５項（同条例附則第10項において読み替えて準用する場合を含む。）後段の人事委
員会規則で定める級地は、当該各号に定める級地とする。
　⑴　東京都特別区　20パーセント級地
　⑵　大阪府大阪市　16パーセント級地
　⑶　埼玉県さいたま市　14パーセント級地
　⑷　広島県広島市　９パーセント級地
　⑸　香川県高松市　５パーセント級地
４　附則第２項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

○愛媛県人事委員会規則７−1290

　会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―1223）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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　（趣旨）

第１条　この規則は、会計年度任用職員の給与等に関する条例（令

和元年愛媛県条例第７号。以下「条例」という。）第３条第１

項、条例第４条において読み替えて準用する職員の給与に関する

条例（昭和26年愛媛県条例第57号。以下「職員給与条例」とい

う。）第９条の２第１項及び第３項、条例第４条の２において読

み替えて準用する職員給与条例第10条の３第１項及び第３項、条

例第６条第１項、同条第２項及び条例第16条第３項において読み

替えて準用する職員給与条例第14条第３項、条例第７条及び第16�

条第４項において読み替えて準用する職員給与条例第15条第２

項、条例第10条第１号及び第２号、条例第11条第１項、同条第２

項において読み替えて準用する職員給与条例第18条の４第３項、

条例第12条第１項、同条第４項第２号及び第３号（これらの規定

を条例第12条の２第４項において読み替えて準用する場合を含

む。以下同じ。）、条例第12条第５項、同条第６項、条例第12条�

の２第５項、第18条第６項及び第18条の２第５項において準用す

る職員給与条例第19条の３第６項、条例第12条の２第１項及び第

３項、条例第15条第１項、条例第16条第２項、条例第18条第１項

及び第５項、条例第18条の２第１項及び第３項、条例第20条第２

項及び第３項並びに条例第24条の規定に基づき、会計年度任用職

員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

第３条　省略

　（在宅勤務等手当に相当する報酬）

第３条の２　条例第４条の２において読み替えて準用する職員給与

条例第10条の３第１項の人事委員会規則で定める場所は、在宅勤

務等手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７−1291）第２条

の規定の例による。

２　条例第４条の２において読み替えて準用する職員給与条例第10

条の３第１項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間

とする。

⑴　条例第７条の規定により読み替えて準用する職員給与条例第

15条第１項に規定する休日等に割り振られた勤務時間（特に勤

務することを命ぜられた時間を除く。）

⑵　休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、任

命権者が定める時間

３　条例第４条の２において読み替えて準用する職員給与条例第10

条の３第１項の人事委員会規則で定める期間は、在宅勤務等手当

に関する規則第４条の規定の例による。

４　在宅勤務等手当に関する規則第５条及び第７条の規定は、第１

号会計年度任用職員の在宅勤務等手当に相当する報酬について準

用する。この場合において、これらの規定中「在宅勤務等手当」

とあるのは「在宅勤務等手当に相当する報酬」と、第５条第１項

中「条例第10条の３第１項」とあるのは「会計年度任用職員の給�

与等に関する条例（令和元年愛媛県条例第７号。以下「会計年度�

任用職員給与条例」という。）第４条の２において読み替えて準

用する条例第10条の３第１項」と、同項中「職員」とあるのは

「会計年度任用職員給与条例第２条第１項に規定する第１号会計�

年度任用職員（以下「第１号会計年度任用職員」という。）」�

と、第５条第２項及び第７条中「職員」とあるのは「第１号会計

年度任用職員」と、第７条中「条例第10条の３第１項」とあるの

改 正 後 改 正 前

　（趣旨）

第１条　この規則は、会計年度任用職員の給与等に関する条例（令

和元年愛媛県条例第７号。以下「条例」という。）第３条第１

項、条例第４条において読み替えて準用する職員の給与に関する

条例（昭和26年愛媛県条例第57号。以下「職員給与条例」とい

う。）第９条の２第１項及び第３項

、条

例第６条第１項、同条第２項及び条例第16条第３項において読み

替えて準用する職員給与条例第14条第３項、条例第７条及び第16�

条第４項において読み替えて準用する職員給与条例第15条第２

項、条例第10条第１号及び第２号、条例第11条第１項、同条第２

項において読み替えて準用する職員給与条例第18条の４第３項、

条例第12条第１項、同条第４項第２号及び第３号（これらの規定

を条例第12条の２第４項において読み替えて準用する場合を含

む。以下同じ。）、条例第12条第５項、同条第６項、条例第12条�

の２第５項、第18条第６項及び第18条の２第５項において準用す

る職員給与条例第19条の３第６項、条例第12条の２第１項及び第

３項、条例第15条第１項、条例第16条第２項、条例第18条第１項

及び第５項、条例第18条の２第１項及び第３項、条例第20条第２

項及び第３項並びに条例第24条の規定に基づき、会計年度任用職

員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

第３条　省略
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は「会計年度任用職員給与条例第４条の２において読み替えて準

用する条例第10条の３第１項」と読み替えるものとする。

　（初任給調整手当に相当する報酬）

第８条　条例第11条第１項第１号に規定する人事委員会規則で定め

る職は、条例別表に規定する職種の区分が職員給与条例の適用を

受ける職員のうち職員給与条例別表第４医療職給料表㈠の適用を

受けるものの職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員の

職に該当する第１号会計年度任用職員の職（医師法（昭和23年法�

律第201号）第16条の２第１項に規定する臨床研修（以下「臨床�

研修」という。）を受ける第１号会計年度任用職員の職を除�

く。）で、次に掲げるものとする。

⑴・⑵　省略

⑶　前２号に掲げる職以外の職で別表第１の地域の欄に掲げる　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　地域以外の地域に所在する公署に置かれるもの又は同

表の地域の欄に掲げる地域のうち、同表の級地の欄に掲げる級

地が５級地、６級地若しくは７級地とされる地域に所在する公

署に置かれる職

⑷　別表第１の地域の欄に掲げる地域のうち、同表の級地の欄に

掲げる　　　　　　　　　　　　　　　　　級地が４級地とさ

れる地域に所在する公署に置かれる職

⑸　別表第１の地域の欄に掲げる地域のうち、同表の級地の欄に

掲げる　　　　　　　　　　　　　　　　　級地が１級地、２

級地又は３級地とされる地域に所在する公署に置かれる職

２・３　省略

第12条　初任給調整手当に相当する報酬の支給期間は35年（第９条

第２号に規定する第１号会計年度任用職員にあっては、15年）と

し、その額は第１号会計年度任用職員の区分及び採用の日又は第

10条に規定する第１号会計年度任用職員となった日以後の期間の

区分に応じた別表第２に掲げる額に次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。こ

の場合において、第９条第１号又は第10条に規定する第１号会計

年度任用職員で大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規

定する第１号会計年度任用職員となった日までの期間が４年（臨

床研修を経た場合にあっては６年、実地修練を経た場合にあって

は５年）を超えることとなるもの（学校教育法に規定する大学院

の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を

経過した日から３年内のものを除く。）に対する同表の適用につ

いては、採用の日又は同条に規定する第１号会計年度任用職員と

なった日からその超えることとなる期間（１年に満たない期間が

あるときは、その期間を１年として算定した期間）に相当する期

間初任給調整手当に相当する報酬が支給されていたものとする。

⑴～⑷　省略

２　初任給調整手当に相当する報酬を支給されている第１号会計年

度任用職員が休職にされた場合における当該第１号会計年度任用

職員に対する別表第２の適用については、当該休職の期間は、同

表の期間の区分の欄に掲げる期間には算入しない。

３　第１項後段に規定する第１号会計年度任用職員のうち、同項後

段の規定の適用により初任給調整手当に相当する報酬の額が別表

第２に掲げられていないこととなった第１号会計年度任用職員で

特別の事情があると認められるものについて、任命権者があらか

　（初任給調整手当に相当する報酬）

第８条　条例第11条第１項第１号に規定する人事委員会規則で定め

る職は、条例別表に規定する職種の区分が職員給与条例の適用を

受ける職員のうち職員給与条例別表第４医療職給料表㈠の適用を

受けるものの職務と類似する職務に従事する会計年度任用職員の

職に該当する第１号会計年度任用職員の職（医師法（昭和23年法�

律第201号）第16条の２第１項に規定する臨床研修（以下「臨床�

研修」という。）を受ける第１号会計年度任用職員の職を除�

く。）で、次に掲げるものとする。

⑴・⑵　省略

⑶　前２号に掲げる職以外の職で条例第４条において読み替えて

準用する職員給与条例第９条の２第１項前段の人事委員会規則

で定める地域以外の地域に所在する公署に置かれるもの又は同

条の規定による地域手当に相当する報酬の　　　　　　　　級

地が５級地、６級地若しくは７級地とされる地域に所在する公

署に置かれる職

⑷　条例第４条において読み替えて準用する職員給与条例第９条

の２の規定による地域手当に相当する報酬の級地が４級地とさ

れる地域に所在する公署に置かれる職

⑸　条例第４条において読み替えて準用する職員給与条例第９条

の２の規定による地域手当に相当する報酬の級地が１級地、２

級地又は３級地とされる地域に所在する公署に置かれる職

２・３　省略

第12条　初任給調整手当に相当する報酬の支給期間は35年（第９条

第２号に規定する第１号会計年度任用職員にあっては、15年）と

し、その額は第１号会計年度任用職員の区分及び採用の日又は第

10条に規定する第１号会計年度任用職員となった日以後の期間の

区分に応じた別表第１に掲げる額に次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。こ

の場合において、第９条第１号又は第10条に規定する第１号会計

年度任用職員で大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規

定する第１号会計年度任用職員となった日までの期間が４年（臨

床研修を経た場合にあっては６年、実地修練を経た場合にあって

は５年）を超えることとなるもの（学校教育法に規定する大学院

の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を

経過した日から３年内のものを除く。）に対する同表の適用につ

いては、採用の日又は同条に規定する第１号会計年度任用職員と

なった日からその超えることとなる期間（１年に満たない期間が

あるときは、その期間を１年として算定した期間）に相当する期

間初任給調整手当に相当する報酬が支給されていたものとする。

⑴～⑷　省略

２　初任給調整手当に相当する報酬を支給されている第１号会計年

度任用職員が休職にされた場合における当該第１号会計年度任用

職員に対する別表第１の適用については、当該休職の期間は、同

表の期間の区分の欄に掲げる期間には算入しない。

３　第１項後段に規定する第１号会計年度任用職員のうち、同項後

段の規定の適用により初任給調整手当に相当する報酬の額が別表

第１に掲げられていないこととなった第１号会計年度任用職員で

特別の事情があると認められるものについて、任命権者があらか
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じめ人事委員会の承認を得た場合の当該第１号会計年度任用職員

に支給する初任給調整手当に相当する報酬の額及び支給期間は、

同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによ

る。

　（勤勉手当の期間率）

第27条　期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における会計年度

任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第３に定める割合とす

る。

別表第１（第８条関係）

地域 級地

東京都特別区 １級地

大阪府大阪市 ２級地

埼玉県さいたま市 ３級地

広島県広島市 ５級地

香川県高松市 ６級地

別表第２（第12条関係）　省略

別表第３（第27条関係）　省略

じめ人事委員会の承認を得た場合の当該第１号会計年度任用職員

に支給する初任給調整手当に相当する報酬の額及び支給期間は、

同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによ

る。

　（勤勉手当の期間率）

第27条　期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における会計年度

任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第２に定める割合とす

る。

別表第１（第12条関係）　省略

別表第２（第27条関係）　省略

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1291

　在宅勤務等手当に関する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

在宅勤務等手当に関する規則

　（総則）
第１条　職員の給与に関する条例（昭和26年愛媛県条例第57号。以下「条例」という。）第10条の３の規定による在宅勤務等手当の支給に
ついては、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
　（在宅勤務等の場所）
第２条　条例第10条の３第１項の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
　⑴　職員の配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は２親等内の親族の住居
　⑵　宿泊施設の客室（職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。）
　⑶　前２号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
　（正規の勤務時間から除かれる時間）
第３条　条例第10条の３第１項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
　⑴　職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和26年愛媛県条例第56号）第10条の２第１項に規定する超勤代休時間又は条例

第15条第１項に規定する休日等に割り振られた勤務時間（いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。）
　⑵　休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
　（１箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間）
第４条　条例第10条の３第１項の人事委員会規則で定める期間は、３箇月とする。
　（確認）
第５条　任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第10条の３第１項に規定する勤務（以下この条に
おいて「在宅勤務等」という。）を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要
な事項を確認するものとする。
２　任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を
求めるものとする。
　（支給日等）
第６条　在宅勤務等手当は、給料の支給定日に支給する。
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２　在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

３　職員が、支払命令代理者を異にして異動した場合であって、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合におけるその異動した日の

属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動が当該

在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

　（支給期間等）
第７条　職員が新たに条例第10条の３第１項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する人事委員会規則で定める期

間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと

認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

　（雑則）
第８条　この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７−1292

　職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　令和７年３月25日

� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　
職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―１）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（この規則の目的）

第１条　この規則は、職員の特殊勤務手当等に関する条例（昭和27

年愛媛県条例第29号。以下「条例」という。）第３条、第６条、

第19条、第20条第２項及び第３項、第46条第２項及び第３項、第�

50条第２項、第53条、第54条第２項、第60条第２項及び第３項、�

第61条、第62条第２項、第64条の２並びに第65条並びに附則第３�

項、第５項及び第７項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当（こ

れに相当する報酬を含む。以下同じ。）の支給等に関し必要な事

項を定めることを目的とする。

　（伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当）

第４条　条例第５条及び附則第14項に定める「伝染病防疫作業従事

職員」とは、本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと

同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の

職員をいう。

　（産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務

手当）

第７条　省略

２　条例第９条に定める「特に危険性を有する薬品を取り扱う業

務」とは、次に掲げる勤務箇所の試験室等において、特に危険で

ある薬品の試験等に直接従事する場合をいう。

勤務箇所名 業務の内容

省略 省略

保健所

食肉衛生検査センター

省略

３　条例第９条に定める「病理細菌を取り扱う業務」とは、次に掲

げる勤務箇所の試験室等において、危険である細菌検査の研究又

改 正 後 改 正 前

　（この規則の目的）

第１条　この規則は、職員の特殊勤務手当等に関する条例（昭和27

年愛媛県条例第29号。以下「条例」という。）第３条、第６条、

第19条、第20条第２項及び第３項、第46条第２項 、第�

50条第２項、第53条、第54条第２項、第60条第２項及び第３項、�

第61条、第62条第２項、第64条の２並びに第65条並びに附則第３�

項、第５項及び第９項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当（こ

れに相当する報酬を含む。以下同じ。）の支給等に関し必要な事

項を定めることを目的とする。

　（伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当）

第４条　条例第５条及び附則第18項に定める「伝染病防疫作業従事

職員」とは、本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと

同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の

職員をいう。

　（産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務

手当）

第７条　省略

２　条例第９条に定める「特に危険性を有する薬品を取り扱う業

務」とは、次に掲げる勤務箇所の試験室等において、特に危険で

ある薬品の試験等に直接従事する場合をいう。

勤務箇所名 業務の内容

省略 省略

保健所

省略

３　条例第９条に定める「病理細菌を取り扱う業務」とは、次に掲

げる勤務箇所の試験室等において、危険である細菌検査の研究又
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は製造等に従事する場合をいう。

勤務箇所名 業務の内容

省略 省略

保健所

食肉衛生検査センター

省略

　（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第13条の４　条例第19条第６項第１号及び第２号に定める「異常な

自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現

象をいう。

２　条例第19条第６項第１号に定める「事故」とは、火事、爆発、

石油等の漏洩又は流出、船舶の沈没、建築物の崩壊その他これら

に類するものをいう。

３　条例第19条第６項第１号及び第２号に定める「重大な災害」と�

は、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊

その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をい

う。

４　条例第19条第６項第２号に定める「災害応急対策に係る連絡調

整」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第74条の４

の規定に基づく応援又は災害応急対策の実施、同法第77条第１項

の規定に基づく応急措置又は施策の実施その他の同法第50条に規

定する災害応急対策の実施のために行う連絡調整をいう。

５　条例第19条第６項第３号の　　　　　　　　　　人事委員会が

認める作業は、人命救助の作業で著しく危険であると人事委員会

が認めるものとする。

第14条　省略

２～12　省略

13　条例第20条第１項第15号に定める手当の額は、作業１回につき

次の区分による額とする。

⑴　統括検視官又は警察本部刑事部捜査第一課検視官が行う検視

又は解剖立会いの作業は、3,200円

⑵　省略

14～17　省略

18　条例第20条第１項第20号に定める手当の額は、作業に従事した�

日１日につき次の区分による額（災害対策基本法に基づく災害対

策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第

84号）に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は�

災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害のうち暴

風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事�

による災害、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156

号）に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他人事委

員会が認める災害（以下「大規模災害等」という。）に係る作業

に従事した場合にあつては、1,080円）とする。

⑴　条例第19条第６項第１号及び第３号の作業は、840円

は製造等に従事する場合をいう。

勤務箇所名 業務の内容

省略 省略

保健所

省略

　（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第13条の４　条例第19条第６項　　　　　　　　に定める「異常な

自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現

象をいう。

２　条例第19条第６項　　　に定める「事故」とは、火事、爆発、

石油等の漏洩又は流出、船舶の沈没、建築物の崩壊その他これら

に類するものをいう。

３　条例第19条第６項　　　　　　　　に定める「重大な災害」と�

は、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊

その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をい

う。

４　条例第19条第６項の心身に著しい負担を与えると人事委員会が

認める作業は、次に掲げる作業　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　とする。

⑴　警察本部若しくは警察署に災害警備本部が設置された場合又

は大規模な事故により相当多数の死傷者のある災害が発生した

場合における災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用

若しくは保守又は鑑識作業

⑵　人命救助の作業で著しく危険であると人事委員会が認めるも

の

第14条　省略

２～12　省略

13　条例第20条第１項第15号に定める手当の額は、作業１回につき

次の区分による額とする。

⑴　統括検視官 が行う検視

又は解剖立会いの作業は、3,200円

⑵　省略

14～17　省略

18　条例第20条第１項第20号に定める手当の額は、作業に従事した�

日１日につき840円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

とする。



162

愛 媛 県 報令和７年３月25日 第595号外２

⑵　条例第19条第６項第２号の作業は、710円

19～21　省略

22　条例第20条第３項に定める「夜間」とは、日没時から日出時ま

での間をいう。

23　条例第20条第３項の100分の50に相当する額の範囲内で人事委

員会が定める額は、次の区分による額（大規模災害等に係る作業

に従事した場合にあつては、540円）とする。

⑴　条例第19条第６項第１号及び第３号の作業は、420円

⑵　条例第19条第６項第２号の作業は、355円

24　省略

25　条例第20条第３項の人事委員会が著しく危険であると認める区

域は、災害対策基本法　　　　　　　　　　�　、大規模地震対

策特別措置法（昭和53年法律第73号）その他の法令等に基づき設

定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域（当該区域

が設定された場合において、その設定がなされた時までの間にお

ける当該区域と同一地域を含む。）であつて人事委員会が認める

ものとする。

26　条例第20条第３項の100分の100に相当する額の範囲内で人事委�

員会が定める額は、作業に従事した日１日につき840円（大規模�

災害等に係る作業に従事した場合にあつては、1,080円）とす�

る。

第15条　条例附則第３項の人事委員会が定める額は、作業に従事し

た日１日につき1,080円とする。

　（夜間看護手当）

第28条　省略

２　条例第46条第２項の人事委員会が定める額は、次の区分による

額とする。

⑴　深夜における勤務時間が４時間以上のときは、3,550円

⑵　深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満のときは、

3,100円

⑶　深夜における勤務時間が２時間未満のときは、2,150円

３　条例第46条第３項の人事委員会が定める場合は、看護師又は准

看護師（徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２

キロメートル未満である職員及び職員の給与に関する条例（昭和

26年愛媛県条例第57号）第10条第１項第２号の規定に該当し、同�

条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。）が深夜におけ

る勤務の交替に伴う通勤を行う場合（当該通勤のため勤務公署の

所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合（料金等の一部又�

は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含

む。）以外の場合に限る。）とし、この場合の条例第46条第３項�

の人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

⑴～⑶　省略

　（災害応急作業等手当）

第34条の３　条例第61条第１号及び第２号に定める「異常な自然現

象」とは、第13条の４第１項に定めるものと同様のものをいう。

２　条例第61条第１号及び第２号に定める「重大な災害」とは、第

13条の４第３項に定めるものと同様のものをいう。

３　省略

４　条例第61条第１号アに定める「河川の堤防等」とは、水防法

19～21　省略

22　省略

23　条例第20条第３項の人事委員会が著しく危険であると認める区

域は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）、大規模地震対策

特別措置法（昭和53年法律第73号）その他の法令等に基づき設定

され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域（当該区域が

設定された場合において、その設定がなされた時までの間におけ

る当該区域と同一地域を含む。）であつて人事委員会が認めるも

のとする。

24　条例第20条第３項の 人事委�

員会が定める額は、作業に従事した日１日につき840円

とす�

る。

第15条　条例附則第３項の人事委員会が定める額は、作業に従事し

た日１日につき840円　とする。

　（夜間看護手当）

第28条　省略

２　条例第46条第２項の人事委員会が定める場合は、看護師又は准

看護師（徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２

キロメートル未満である職員及び職員の給与に関する条例（昭和

26年愛媛県条例第57号）第10条第１項第２号の規定に該当し、同�

条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。）が深夜におけ

る勤務の交替に伴う通勤を行う場合（当該通勤のため勤務公署の

所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合（料金等の一部又�

は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含

む。）以外の場合に限る。）とし、この場合の条例第46条第２項�

の人事委員会が定める額は、次の区分による額とする。

⑴～⑶　省略

　（災害応急作業等手当）

第34条の３　条例第61条の人事委員会が定める地方局等は、本庁土

木部河川港湾局河川課及び港湾海岸課並びに道路都市局道路建設

課及び道路維持課並びに地方局建設部（土木事務所及びダム管理

事務所を含む。）その他人事委員会が認める勤務箇所とする。

２　　　　　条例第61条第１号 に定める「異常な自然現

象」とは、第13条の４第１項に定めるものと同様のものをいう。

３　条例第61条第１号 に定める「重大な災害」とは、第

13条の４第３項に定めるものと同様のものをいう。

４　省略

５　条例第61条第１号アに定める「河川の堤防等」とは、県又は�
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（昭和24年法律第193号）第12条第２項の規定に基づき定められ

た警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の堤防、せ

き、水門又は護岸及び人事委員会がこれらに相当すると認めるも

のをいう。

５　省略

６　条例第61条第２号に定める「災害応急対策に係る連絡調整」と

は、第13条の４第４項に定めるものと同様のものをいう。

７　条例第62条第１項に定める手当の額は、作業に従事した日１日

につき次の区分による額（大規模災害等に係る作業に従事した場

合にあつては、1,080円）とする。

⑴　巡回監視の作業（これに相当すると人事委員会が認めるもの

を含む。以下この条において同じ。）は、710円

⑵　応急作業等の作業（これに相当すると人事委員会が認めるも

のを含む。以下この条において同じ。）は、1,080円

⑶　連絡調整の作業（これに相当すると人事委員会が認めるもの

を含む。以下この条において同じ。）は、710円

８　条例第62条第２項に定める「夜間」とは、第14条第22項に定め

るものと同様のものをいう。

９　条例第62条第２項の100分の50に相当する額の範囲内で人事委

員会が定める額は、次の区分による額（大規模災害等に係る作業

に従事した場合にあつては、540円）とする。

⑴　巡回監視の作業は、355円

⑵　応急作業等の作業は、540円

⑶　連絡調整の作業は、355円

10　条例第62条第２項の人事委員会が著しく危険であると認める区

域は、第14条第25項に規定する区域とする。

11　条例第62条第２項の100分の100に相当する額の範囲内で人事委

員会が定める額は、次の区分による額（大規模災害等に係る作業

に従事した場合にあつては、1,080円）とする。

⑴　巡回監視の作業は、710円

⑵　応急作業等の作業は、1,080円

知事が管理する河川について知事があらかじめ定める　　　　�

　警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の堤防、せ

き、水門又は護岸

をいう。

６　省略

７　条例第62条第１項に定める手当の額は、作業に従事した日１日

につき次の区分による額

とする。

⑴　巡回監視の作業（これに相当すると人事委員会が認めるもの

を含む。以下この条において同じ。）は、480円

⑵　応急作業等の作業（これに相当すると人事委員会が認めるも

のを含む。以下この条において同じ。）は、730円　

８　条例第62条第２項に定める「夜間」とは、日没時から日出時ま

での間　　　　　　をいう。

９　条例第62条第２項の100分の50に相当する額の範囲内で人事委

員会が定める額は、次の区分による額

とする。

⑴　巡回監視の作業は、240円

⑵　応急作業等の作業は、365円

10　条例第62条第２項の人事委員会が著しく危険であると認める区

域は、第14条第23項に規定する区域とする。

11　条例第62条第２項の100分の100に相当する額の範囲内で人事委

員会が定める額は、次の区分による額

とする。

⑴　巡回監視の作業は、480円

⑵　応急作業等の作業は、730円　

第34条の５　条例附則第７項第１号に定める「異常な自然現象」と

は、第13条の４第１項に定めるものと同様のものをいう。

２　条例附則第７項第１号に定める「重大な災害」とは、第13条の

４第３項に定めるものと同様のものをいう。

３　条例附則第７項第１号に定める「応急作業」とは、第34条の３

第４項に定めるものと同様のものをいう。

４　条例附則第７項第１号アに定める「河川の堤防等」とは、河川

について都道府県知事があらかじめ定める警戒水位を超えている

当該水位の観測地点の周辺の堤防、せき、水門又は護岸をいう。

５　条例附則第７項第１号イに定める「通行が禁止されている区

間」とは、第34条の３第６項に定めるものと同様のものをいう。

６　条例附則第８項に定める手当の額は、作業に従事した日１日に

つき次の区分による額とする。

⑴　巡回監視の作業は、480円

⑵　応急作業等の作業は、730円

７　条例附則第９項に定める「夜間」とは、第34条の３第８項に定

めるものと同様のものをいう。

８　条例附則第９項の100分の50に相当する額の範囲内で人事委員

会が定める額は、次の区分による額とする。

⑴　巡回監視の作業は、240円

⑵　応急作業等の作業は、365円
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第34条の５　条例附則第７項の　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人事委員会が定める額は、作業に従事した日１日につき、1,080

円とする。

　（手当の額の特例）

第35条　次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務又は作業に従事

した時間が１日について４時間に満たない場合における当該手当

の額は、この規則の規定により受けるべき額の100分の60に相当

する額とする。

⑴～⑶　省略

⑷　災害応急作業等手当（条例第61条第２号の作業、同条第３号

の作業のうち同条第２号に掲げる作業に相当する作業及び条例

附則第５項各号の作業に係るものを除く。）

２　省略

様式第６号の３（第39条関係）　死体取扱作業従事簿

　様式第６号の３（その１）

死体取扱作業従事簿（統括検視官・検視官用）

　省略

省略

　備考　省略

　様式第６号の３（その２）　省略

様式第９号（第39条関係）　夜間看護業務従事命令簿

　省略

所 属

長 確

認

直 接

監 督

者 確

認

業 務

従 事

月日

業 務

従 事

時間

深 夜

該 当

時 間

数

規則第28条

第１項及び

第２項（手

当額及び加

算額）

規則第28条

第３項（加

算額）

省

略

省略

省略

９　条例附則第９項の人事委員会が著しく危険であると認める区域

は、第14条第23項に規定する区域とする。

10　条例附則第７項の作業が人事委員会が著しく危険であると認め

る区域で行われた場合における条例附則第９項の100分の100に相

当する額の範囲内で人事委員会が定める額は、次の区分による額

とする。

⑴　巡回監視の作業は、480円

⑵　応急作業等の作業は、730円

11　　　　　条例附則第７項の作業に引き続き５日以上従事した場�

合における条例附則第９項の100分の100に相当する額の範囲内で

人事委員会が定める額は、次の区分による額　　　　　　　　　

　とする。

⑴　巡回監視の作業は、480円

⑵　応急作業等の作業は、730円

　（手当の額の特例）

第35条　次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務又は作業に従事

した時間が１日について４時間に満たない場合における当該手当

の額は、この規則の規定により受けるべき額の100分の60に相当

する額とする。

⑴～⑶　省略

⑷　災害応急作業等手当（

条例

附則第５項各号の作業に係るものを除く。）

２　省略

様式第６号の３（第39条関係）　死体取扱作業従事簿

　様式第６号の３（その１）

死体取扱作業従事簿（統括検視官用）

　省略

省略

　備考　省略

　様式第６号の３（その２）　省略

様式第９号（第39条関係）　夜間看護業務従事命令簿

　省略

所 属

長 確

認

直 接

監 督

者 確

認

業 務

従 事

月日

業 務

従 事

時間

深 夜

該 当

時 間

数

規則第28条

第１項

（手

当額

）

規則第28条

第２項（加

算額）

省

略

省略

省略

　様式第18号（その１）を次のように改める。
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　様式第18号（その３）を削る。
　　　附　則

１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現にある改正前の職員の特殊勤務手当等の支給等に関する規則様式第６号の３（その１）、様式第９号及び様式第18
号（その１）の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

○愛媛県人事委員会規則７−1293

　愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年３月25日
� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―479）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　（条例第10条第１項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して人事委員会規則で定めるもの等）

第４条　省略

２　条例第10条第１項に規定する人事委員会規則で定める職員に準

ずる者は、職員について定められている勤務時間以上勤務した日

（法令又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則（以下この

項において「条例等」という。）により、勤務を要しないことと

され、又は休暇を与えられた日及び条例等により、４週間を超え

ない範囲内で週を単位として条例等の定める期間ごとの期間につ

き職員の１週間当たりの勤務時間以上の勤務時間を定められ、か

つ、勤務した日を含む。）が18日（１月間の日数（愛媛県の休日

を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）に規定する県の休日

の日数は、算入しない。）が20日に満たない日数の場合にあつて

は、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日

数）以上ある月が１月以上ある者とする。

３　省略

　（基本手当の日額）

第５条　省略

２　省略

３　前項に規定する給与の総額は、給料、扶養手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手

当、特地勤務手当、へき地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、

定時制通信教育手当、産業教育手当、初任給調整手当、農林漁業

普及指導手当、義務教育等教員特別手当その他労働の対価として

支払われた全て　の給与（通貨以外のもので支払われたものを除

く。）によつて計算する。

４・５　省略

　（条例第10条第４項に規定する人事委員会規則で定める事業）

第12条の２　条例第10条第４項に規定する人事委員会規則で定める

事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

⑴　省略

⑵　その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険

法第56条の３第１項第１号　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　に該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法施行

規則（昭和50年労働省令第３号）第83条の４第１項に規定する

改 正 後 改 正 前

　（条例第10条第１項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して人事委員会規則で定めるもの等）

第４条　省略

２　条例第10条第１項に規定する人事委員会規則で定める職員に準

ずる者は、職員について定められている勤務時間以上勤務した日

（法令又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則

により、勤務を要しないことと

され、又は休暇を与えられた日

を含む。）が18日（１月間の日数（愛媛県の休日

を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）に規定する県の休日

の日数は、算入しない。）が20日に満たない日数の場合にあつて

は、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日

数）以上ある月が１月以上ある者とする。

３　省略

　（基本手当の日額）

第５条　省略

２　省略

３　前項に規定する給与の総額は、給料、扶養手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、単身赴任手当 、特殊勤務手

当、特地勤務手当、へき地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手

当、宿直手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、

定時制通信教育手当、産業教育手当、初任給調整手当、農林漁業

普及指導手当、義務教育等教員特別手当その他労働の対価として

支払われたすべての給与（通貨以外のもので支払われたものを除

く。）によつて計算する。

４・５　省略

　（条例第10条第４項に規定する人事委員会規則で定める事業）

第12条の２　条例第10条第４項に規定する人事委員会規則で定める

事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

⑴　省略

⑵　その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険

法第56条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進手当

又は同号ロに該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法施行

規則（昭和50年労働省令第３号）第83条の４第１項に規定する
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就業促進定着手当を除く。以下同じ。）の支給を受けたもの

　⑶　省略

　（就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続）

第16条　受給資格者又は条例第10条第12項に規定する者は、同条第�

11項第４号から第６号までの規定による退職手当の支給を受けよ

うとするときは、同項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退

職手当のうち、雇用保険法第56条の３第１項第１号　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に該

当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては再就

職手当に相当する退職手当支給申請書（様式第15号の８）に、雇

用保険法施行規則第83条の４第１項に規定する就業促進定着手当

に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職

手当支給申請書（様式第15号の９）に、同法第56条の３第１項第

２号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつ

ては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式第16

号）に、条例第10条第11項第５号に掲げる移転費に相当する退職

手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書（様式第17

号）に、同項第６号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当

のうち同法第59条第１項第１号に該当する行為をする者に係る求

職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費（広

域求職活動費）に相当する退職手当支給申請書（様式第18号）

に、同項第２号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に

相当する退職手当にあつては求職活動支援費（短期訓練受講費）

に相当する退職手当支給申請書（様式第18号の２）に、同項第３

号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職

手当にあつては求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相

当する退職手当支給申請書（様式第18号の３）にそれぞれ受給資�

格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、退職当

時の所属長を経て、任命権者に提出しなければならない。ただ

し、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出す

ることができないことについて正当な理由があるときは、受給資

格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付しないことが

できる。

２　任命権者は、前項に規定する　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　再就職手当に相当する退職手当支給申請書、就業促進定

着手当に相当する退職手当支給申請書、常用就職支度手当に相当

する退職手当支給申請書、移転費に相当する退職手当支給申請

書、求職活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当支給

申請書、求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当

支給申請書及び求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相

当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証、

高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記入した

上、返付しなければならない。

様式第５号（第２条関係）　平均賃金表

省略

単 身 赴 任 手 当

在宅勤務等手当

省略

　注　省略

様式第９号（第12条、第15条の２、第15条の３関係）　退職前６月

就業促進定着手当を除く。以下同じ。）の支給を受けたもの

　⑶　省略

　（就業促進手当に相当する退職手当等の支給手続）

第16条　受給資格者又は条例第10条第12項に規定する者は、同条第

11項第４号から第６号までの規定による退職手当の支給を受けよ

うとするときは、同項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退

職手当のうち、雇用保険法第56条の３第１項第１号イに該当する

者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては就業手当に

相当する退職手当支給申請書（様式第15号の８）に、同号ロに該

当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつては再就

職手当に相当する退職手当支給申請書（様式第15号の９）に、雇

用保険法施行規則第83条の４第１項に規定する就業促進定着手当

に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職

手当支給申請書（様式第15号の10）に、同法第56条の３第１項第

２号に該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当にあつ

ては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式第16

号）に、条例第10条第11項第５号に掲げる移転費に相当する退職

手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書（様式第17

号）に、同項第６号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当

のうち同法第59条第１項第１号に該当する行為をする者に係る求

職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費（広

域求職活動費）に相当する退職手当支給申請書（様式第18号）

に、同項第２号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に

相当する退職手当にあつては求職活動支援費（短期訓練受講費）

に相当する退職手当支給申請書（様式第18号の２）に、同項第３

号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職

手当にあつては求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相

当する退職手当支給申請書（様式第18号の３）にそれぞれ受給資�

格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付して、退職当

時の所属長を経て、任命権者に提出しなければならない。ただ

し、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出す

ることができないことについて正当な理由があるときは、受給資

格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添付しないことが

できる。

２　任命権者は、前項に規定する就業手当に相当する退職手当支給

申請書、再就職手当に相当する退職手当支給申請書、就業促進定

着手当に相当する退職手当支給申請書、常用就職支度手当に相当

する退職手当支給申請書、移転費に相当する退職手当支給申請

書、求職活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当支給

申請書、求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当

支給申請書及び求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相

当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証、

高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記入した

上、返付しなければならない。

様式第５号（第２条関係）平均賃金表　

省略

単 身 赴 任 手 当

省略

　注　省略

様式第９号（第12条、第15条の２、第15条の３関係）退職前６月の
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令和７年３月25日　発行

の賃金表

省略

単 身 赴 任 手 当

在宅勤務等手当

省略

　注　省略

賃金表　

省略

単 身 赴 任 手 当

省略

　注　省略

　様式第15号の８を削り、様式第15号の９及び様式第15号の10を１ずつ繰り上げる。
　　　附　則

１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
２　改正後の愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則第16条の規定は、退職職員（退職した愛媛県職員退職手当条例（昭和29年愛媛県
条例第３号）第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）であってこの�
規則の施行の日以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって同日前に職業に就いた者に係る就業促進手当に相当す
る退職手当の支給手続については、なお従前の例による。


